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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料 

No. 
添付説明書名 補足説明資料（内容） 備考 

1 

放射線管理用計測装

置の構成に関する説

明書並びに計測範囲

及び警報動作範囲に

関する説明書 

  

2 

管理区域の出入管理

設備及び環境資料分

析装置に関する説明

書 

 

 

3 
中央制御室の居住性に

関する説明書 

1．内規との適合性について 

今回提出

範囲 

2．設計基準事故時(原子炉冷却材喪失)の

中央制御室の居住性に係る被ばく評価

における原子炉格納容器漏えい率につ

いて 

3．設計基準事故時(原子炉冷却材喪失)の

中央制御室の居住性に係る被ばく評価

におけるECCS再循環系からの漏えいの

考慮について 

4．設計基準事故時(主蒸気管破断)の中央

制御室の居住性に係る被ばく評価にお

ける燃料棒からの追加放出量について 

5．居住性評価に用いた気象資料の代表性

について 

6．空気流入率測定試験結果及び差圧測定

試験結果について 

7．審査ガイドへの適合状況 

8．事象選定の考え方について 

9．原子炉建物原子炉棟の負圧達成時間に

ついて 

10.実効放出継続時間の設定について 

11.被ばく評価に用いる大気拡散評価につ

いて 

12.中央制御室の居住性評価(炉心の著し

い損傷)に係る被ばく評価における大

気中への放出放射能量の推移について 

  

 

 



 

 

 

資料 

No. 
添付説明書名 補足説明資料（内容） 備考 

3 
中央制御室の居住性に

関する説明書 

13．中央制御室の居住性評価(炉心の著し

い損傷)に係る被ばく評価における原

子炉格納容器漏えい率について 

今回提出

範囲 

14．中央制御室の居住性評価(炉心の著し

い損傷)に係る被ばく評価における原

子炉格納容器内での除去効果につい

て 

15．中央制御室の居住性評価(炉心の著し

い損傷)に係る被ばく評価における原

子炉格納容器内における無機よう素

の自然沈着効果について 

16．中央制御室の居住性評価(炉心の著し

い損傷)に係る被ばく評価におけるサ

プレッションプールでのスクラビン

グによる除去効果(無機よう素)につ

いて 

17．中央制御室の居住性評価(炉心の著し

い損傷)に係る被ばく評価における原

子炉格納容器外への核分裂生成物の

放出割合の設定について 

18．中央制御室の居住性評価(炉心の著し

い損傷)に係る被ばく評価におけるよ

う素の化学形態の設定について 

19．中央制御室の居住性評価(炉心の著し

い損傷)に係る被ばく評価における

NUREG-1465 を用いた評価とＭＡＡＰ

解析での評価の比較について 

20．待避時間の設定根拠について 

21．中央制御室非常用再循環処理装置のフ

ィルタ保持容量及び吸着容量につい

て 

22．中央制御室非常用再循環処理装置のフ

ィルタ内放射性物質からの被ばくに

ついて 

23．全面マスクによる防護係数について 

24．エアロゾル粒子の乾性沈着速度につい

て 

25．地表面への沈着速度の設定について 

26．有機よう素の乾性沈着速度について 
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No. 
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3 
中央制御室の居住性に

関する説明書 

27．遮蔽モデル上でのブローアウトパネル

の扱いと影響評価 

今回提出

範囲 

28．中央制御室に保管する飲食料等につい

て 

29．重大事故等時の一次遮蔽の熱除去の評

価について 

別紙 工認添付書類と設置許可まとめ資料との関係  

 

 



 

 

別紙 

 

工認添付書類と設置許可まとめ資料との関係 

（工事計画に係る補足説明資料（放射線管理施設）） 

工認添付書類 設置許可まとめ資料 引用内容 

中央制御室の居住

性に関する説明書 

DB 第 26条 原子炉制御室等 資料の一部を引用 

SA 第 59条 
運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備 
資料を概ね引用 
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1 

1． 内規との適合性について 

 

1.1 はじめに 

設計基準事故時における中央制御室の居住性に係る被ばく評価に関する「原子力発電所

中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（平成 21・07・27 原院第 1 号 

平成 21年 8月 12 日）（以下「被ばく評価手法（内規）」という。）への適合状況について，

表 1－1に示す。 
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表 1－1 被ばく評価手法（内規）との適合性について 
 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

3. 評価項目（評価の手順，判断基準含む）  

3.1 想定事故  

(1) 想定事故の種類  

原子炉施設の構造，特性及び安全上の諸対策から，放射性物質の放出の拡大の可能性のある事

故の態様として，原子炉格納容器内放出と原子炉格納容器外放出の 2種類を考える【解説 3.1】。  

a)BWR型原子炉施設の原子炉格納容器内放出は原子炉冷却材喪失，原子炉格納容器外放出は主

蒸気管破断とする。  

b)PWR型原子炉施設の原子炉格納容器内放出は原子炉冷却材喪失，原子炉格納容器外放出は蒸

気発生器伝熱管破損とする。  

c)原子炉格納容器内放出及び原子炉格納容器外放出は，一方の事故で包含できる場合は，いず

れかで代表してもよい。 

3.2 評価項目  

(1) 被ばく経路  

中央制御室内及び入退域時において，次の被ばく経路による被ばくを評価する（図 3.1）。  

a)中央制御室内での被ばく評価  

1)建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく 

建屋に存在する放射性物質から放射されるガンマ線による中央制御室内での被ばくを，

次の二つの経路を対象にして計算する。  

- 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による外部被ばく  

- 建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による外部被ばく  

 

 

 

3.1 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

 

 

 

3.1(1)a) 島根原子力発電所第２号機は BWR 型原子炉施設なので，原子炉格納容器内放出は原

子炉冷却材喪失，原子炉格納容器外放出は主蒸気管破断として評価する。 

 

 

 

 

3.2 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

 

 

 

3.2(1)a)1) 建物内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による中央

制御室内での外部被ばく線量を評価している。 
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 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

2)大気中へ放出された放射性物質による被ばく  

大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による被ばくを計算する。  

 

3)外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばく 

中央制御室内へ取り込まれた放射性物質による被ばくを，次の二つの被ばく経路を対象

にして計算する。  

- 中央制御室内へ外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による内部被ばく  

- 中央制御室内へ外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による外部被ばく 

b)入退域時の被ばく評価  

4)建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく 

建屋に存在する放射性物質から放射されるガンマ線による入退域時の被ばくを，次の二

つの経路を対象にして計算する。  

- 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による外部被ばく  

- 建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による外部被ばく  

5)大気中へ放出された放射性物質による被ばく 

大気中へ放出された放射性物質による入退域時の被ばくを，次の二つの被ばく経路を対

象にして計算する。  

- 大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取による内部被ばく 

- 大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による外部被ばく 

 

 

 

 

3.2(1)a)2) 大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室での外部被ばく

は，事故期間中の大気中への放射性物質の放出量を基に大気拡散効果と中央制御室の壁による

ガンマ線の遮蔽効果を踏まえて評価している。 

3.2(1)a)3) 事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は外気から中央制御室内に取

り込まれる。中央制御室内に取り込まれた放射性物質の吸入摂取による内部被ばく及びガンマ

線による外部被ばくの和として実効線量を評価している。 

 

 

 

3.2(1)b)4) 建物内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による入退

域時の外部被ばく線量を評価している。 

 

 

 

3.2(1)b)5) 大気中へ放出された放射性物質からの吸入摂取による入退域時の内部被ばく線量

及びガンマ線による外部被ばく線量を評価している。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

(2) 評価の手順 

評価の手順を図 3.2に示す。 

a)大気中への放出量の計算及び放射性物質の施設内分布 

想定事故に対して，大気中への放射性物質放出量を計算する。また，放射性物質の施設内の 

存在量分布を計算する。（「4.大気中への放出量の評価」） 

b)原子炉施設周辺の気象データを用いて，大気拡散を計算して相対濃度及び相対線量を計算す

る。（「5.大気拡散の評価」） 

c)放射性物質の施設内の存在量分布から建屋内の線源強度を計算する。（「6.建屋からのスカ

イシャインガンマ線及び直接ガンマ線の評価」） 

d)中央制御室室内での運転員の被ばくを計算する。 

1)前項 c)の結果を用いて，建屋内の放射性物質からのガンマ線（スカイシャインガンマ線，

直接ガンマ線）による被ばくを計算する。（「7.1建屋内の放射性物質からのガンマ線に

よる中央制御室内での被ばく」）  

2)前項 a)及び b)の結果を用いて，大気中へ放出された放射性物質による被ばくを計算する。

（「7.2大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内での被ばく」） 

3)前項 a)及び b)の結果を用いて，中央制御室内に外気から取り込まれた放射性物質による

被ばく（ガンマ線及び吸入摂取）を計算する。（「7.3室内に外気から取り込まれた放射

性物質による中央制御室内での被ばく」） 

e)入退域時の運転員の被ばくを計算する。 

1)前項 c)の結果を用いて，建屋に存在する放射性物質から放射されるガンマ線（スカイシ

ャインガンマ線，直接ガンマ線）による被ばくを計算する。（「7.4建屋内の放射性物質

からのガンマ線による入退域時の被ばく」） 

 

 

 

3.2(2)a) 想定事故に対して，大気中への放出量及び放射性物質の施設内の存在量分布を評価

している。 

 

3.2(2)b) 原子炉施設周辺の気象データを用いて，大気拡散を計算して相対濃度及び相対線量

を評価している。 

3.2(2)c) 放射性物質の施設内の存在量分布から建物内の線源強度を評価している。 

 

 

3.2(2)d)1) 前項 c)の結果を用いて，建物内の放射性物質からのガンマ線（スカイシャインガ

ンマ線，直接ガンマ線）による被ばくを評価している。 

 

3.2(2)d)2) 前項 a)及び b)の結果を用いて，大気中へ放出された放射性物質による被ばくを評

価している。 

3.2(2)d)3) 前項 a)及び b)の結果を用いて，中央制御室内に外気から取り込まれた放射性物質

による被ばく（ガンマ線及び吸入摂取）を評価している。 

 

 

3.2(2)e)1) 前項 c)の結果を用いて，建物内に存在する放射性物質から放射されるガンマ線（ス

カイシャインガンマ線，直接ガンマ線）による入退域時の被ばくを評価している。 
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2)前項 a)及び b)の結果を用いて，大気中へ放出された放射性物質による被ばく（ガンマ線

及び吸入摂取）を計算する。（「7.5大気中へ放出された放射性物質による入退域時の被

ばく」） 

f)文書化 

評価条件及び評価結果を文書化する。 

g)評価の手順の a)から c)までのうち，b)は他の評価と並列に進めてもよい。また d)及び e)

は，並列に進めてもよい。 

 

 

3.3 判断基準  

「3.1 想定事故」に対して，「3.2 評価項目」の(1)a)中央制御室内での被ばく評価及び(1)b)

入退域時の被ばく評価で計算した線量の合計値が，次の判断基準を満足すること。 

-  1人あたりの被ばく経路ごとの実効線量の合算値が，100mSvを超えない（参 1）【解説 3.2】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2(2)e)2) 前項 a)及び b)の結果を用いて，大気中へ放出された放射性物質による入退域時の

被ばく（ガンマ線及び吸入摂取）を評価している。 

 

3.2(2)f) 評価条件及び評価結果を文書化し，資料としてまとめている。 

 

3.2 (2)g) 評価手順の a)から c)までのうち，b)は他の評価と並列に進めている。また d)及び

e)は，並列に進めている。 

 

 

3.3 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

 

 

「1人あたりの被ばく経路ごとの実効線量の合算値が，100mSvを超えない」ことを満足してい

ることを確認している。 
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 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

 

図 3.1 中央制御室居住性に係る被ばく評価 

 

 

 
図 3.2 評価の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→図 3.1のとおり被ばく経路を考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→図 3.2のとおり評価の手順に従って評価している。 
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 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

4. 大気中への放出量の評価  

4.1 BWR型原子炉施設 

原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断を対象とする。原子炉冷却材喪失及び主蒸気管破断は，一

方の事故で包絡できる場合は，いずれかで代表してもよい。 

4.1.1 原子炉冷却材喪失  

(1) 原子炉は，定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していたとする【解説 4.1】。 

(2) 大気中への放出量の計算 

a)希ガスは図 4.1，よう素は図 4.2に示す放出経路で大気中へ放出されるとする。 

 

b)事象発生後，原子炉格納容器内に放出される放射性物質の量は，炉心内蓄積量に対して希ガ

ス 100％，よう素 50％の割合とする。 

c)原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち，有機よう素は 10％とし，残りの 90％は無機

よう素とする。 

d)原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち，無機よう素は，50％が原子炉格納容器内及び

同容器内の機器等に沈着し，原子炉格納容器からの漏えいに寄与しないとする。有機よう素

及び希ガスは，この効果を無視する。 

e)サプレッションプール水に無機よう素が溶解する割合は，分配係数で 100とする。有機よう

素及び希ガスは，この効果を無視する。 

f)希ガス及びよう素は，原子炉格納容器からの漏えいを計算する。原子炉格納容器からの漏え

いは，原子炉格納容器の設計漏えい率及び原子炉格納容器内の圧力に対応した漏えい率に余

裕を見込んだ値とする。 

 

 

 

4.1 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

 

 

4.1.1 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

4.1.1(1) 定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していた炉心を評価対象炉心としてい

る。 

4.1.1(2)a) 希ガスは図 4.1，よう素は図 4.2に示される放出経路で大気中へ放出されるとして

評価している。 

4.1.1(2)b) 事象発生後，原子炉格納容器内に放出される放射性物質の量は，炉内内蔵量に対

して希ガス 100％，よう素 50％の割合として評価している。 

4.1.1(2)c) 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち，有機よう素は 10％とし，残りの 90％

は無機よう素として評価している。 

4.1.1(2)d) 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち，無機よう素は，50％が原子炉格納

容器内及び同容器内の機器等に沈着し，原子炉格納容器からの漏えいに寄与しないとして評価

している。有機よう素及び希ガスは，この効果を無視して評価している。 

4.1.1(2)e) サプレッションプール水に無機よう素が溶解する割合は，分配係数で 100 として

評価している。有機よう素及び希ガスは，この効果を無視して評価している。 

4.1.1(2)f) 希ガス及びよう素は，原子炉格納容器からの漏えいを評価している。原子炉格納

容器からの漏えいは，原子炉格納容器の設計漏えい率及び原子炉格納容器内の圧力に対応した

漏えい率に余裕を見込んだ値として評価している。 
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g)原子炉建屋の非常用換気系等(フィルタを含む。)は，起動するまでの十分な時間的余裕を見

込む。非常用換気系等の容量は，設計で定められた値とする。フィルタのよう素除去効率は

設計値に余裕を見込んだ値とする【解説 4.2】。原子炉建屋における沈着による放射性物質

の除去効果は無視し，自然崩壊のみを考える。 

h)ECCS が再循環モードで運転され，原子炉格納容器内の水が原子炉格納容器外に導かれる場

合には，原子炉格納容器外において設計漏えい率に余裕を見込んだ漏えい率での再循環水の

漏えいがあると仮定する。再循環水中には，事象発生直後，よう素の炉心内蓄積量の 50％

が溶解するとし，ECCS の再循環系から原子炉建屋に漏えいしたよう素の気相への移行率は

5％，原子炉建屋内でのよう素の沈着率は 50％と仮定する。 

 

i)原子炉格納容器から原子炉建屋内に漏えいした放射性物質は，原子炉建屋内非常用ガス処理

系で処理された後，排気筒を経由して環境に放出されるとする。 

 

 

 

4.1.1(2)g) 原子炉建物の非常用ガス処理系は，起動信号により瞬時に起動するものとして評

価している。非常用ガス処理系の容量は，設計で定められた値として評価している。フィルタ

のよう素除去効率は設計値に余裕を見込んだ値として評価している。原子炉建物における沈着

による放射性物質の除去効果は無視し，自然崩壊のみを考慮し評価している。 

4.1.1(2)h) 非常用炉心冷却系によりサプレッションプール水が原子炉格納容器外に導かれる

が，原子炉格納容器外における漏えいは，原子炉格納容器の漏えいに比べ小さいことから，評

価を省略している。 

 

 

 

4.1.1(2)i) 原子炉格納容器から原子炉建物内に漏えいした放射性物質は，非常用ガス処理系

で処理された後，排気筒を経由して環境に放出されるとして評価している。 
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図 4.1 原子炉冷却材喪失の希ガスの放出経路（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

図 4.2 原子炉冷却材喪失のよう素の放出経路（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→図 4.1の放出経路で希ガスを評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→図 4.2の放出経路でよう素を評価している。 
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4.1.2 主蒸気管破断 

(1) 原子炉は，定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していたとする【解説 4.1】。 

(2) 原子炉の出力運転中に，主蒸気管 1本が，原子炉格納容器外で瞬時に両端破断すると仮定す

る。 

(3) 主蒸気隔離弁は，設計上の最大の動作遅れ時間及び閉止時間で全閉する。 

 

(4) 原子炉冷却材の流出流量の計算に当たっては，流量制限器の機能を考慮することができる。

ただし，主蒸気隔離弁の部分において臨界流が発生するまでは，弁による流量制限の効果は考

えない。 

(5) 事象発生と同時に，外部電源は喪失すると仮定する。 

(6) 事象故発生後，原子炉圧力は，長時間，逃がし安全弁の設定圧に保たれる。 

 

(7) 大気中への放出量の計算  

a)希ガスは図 4.3，ハロゲン等は図 4.4に示す放出経路で大気中へ放出されるとする。 

 

b)事象発生前の原子炉冷却材中の放射性物質の濃度は，運転上許容される I-131 の最大濃

度に相当する濃度とし，その組成は拡散組成とする。蒸気相中のハロゲン濃度は，液相

の濃度の 1/50とする。 

 

c)原子炉圧力の減少に伴う燃料棒からの追加放出量を，I-131は先行炉等での実測データに

基づく値に安全余裕を見込んだ値とし，その他の放射性物質はその組成を平衡組成とし

て求める。希ガスはよう素の 2倍の放出量とする。 

 

4.1.2 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

4.1.2(1) 定格出力に余裕を見た出力で十分長時間運転していた炉心を評価対象炉心としている。 

4.1.2(2) 原子炉の出力運転中に，主蒸気管1本が，原子炉格納容器外で瞬時に両端破断すると仮定

し評価している。 

4.1.2(3) 主蒸気隔離弁は，設計上の最大の動作遅れ時間及び閉止時間で全閉するとして評価してい

る。 

4.1.2(4) 原子炉冷却材の流出流量の計算に当たっては，流量制限器の機能を考慮し，評価している。

ただし，主蒸気隔離弁の部分において臨界流が発生するまでは，弁による流量制限の効果は考慮し

ていない。 

4.1.2(5) 事象発生と同時に，外部電源は喪失すると仮定し，評価している。 

4.1.2(6) 事象発生後，原子炉圧力は，長時間，逃がし安全弁の設定圧に保たれるとして評価してい

る。 

 

4.1.2(7)a) 希ガスは図4.3，ハロゲン等は図4.4に示す放出経路で大気中へ放出されるとして評価

している。 

4.1.2(7)b) 事象発生前の原子炉冷却材中の放射性物質の濃度は，運転上許容されるI-131の最大濃

度に相当する濃度とし，その組成は拡散組成として評価している。蒸気相中のハロゲン濃度は，液

相の濃度の1／50とし，評価している。 

 

4.1.2(7)c) 原子炉圧力の減少に伴う燃料棒からの追加放出量を，I-131は先行炉等での実測データ

に基づく値に安全余裕を見込んだ値とし，その他の放射性物質はその組成を平衡組成として評価し

ている。希ガスはよう素の2倍の放出量として評価している。 
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d)主蒸気隔離弁閉止前の燃料棒からの放射性物質の追加放出割合は，主蒸気隔離弁閉止前

の原子炉圧力の低下割合に比例するとし，追加放出された放射性物質の 1％が破断口から

放出する。 

e)主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの放射性物質の追加放出は，主蒸気隔離弁閉止直後に，

これらすべての放射性物質が瞬時に原子炉冷却材中へ放出する。 

f)燃料棒から放出されたよう素のうち，有機よう素は 10％とし，残りの 90％は無機よう素

とする。有機よう素のうち 10％は瞬時に気相部に移行する。残りのよう素及びその他の

ハロゲンが気相部にキャリーオーバーされる割合は，2％とする。希ガスは，すべて瞬時

に気相部に移行する。 

g)主蒸気隔離弁閉止前に放出された原子炉冷却材は，完全蒸発し，同時に放出された放射

性物質を均一に含む蒸気雲になるとする。隔離弁閉止後に放出された放射性物質は，大

気中に地上放散する。 

h)主蒸気隔離弁は，1個が閉止しないとする。閉止した隔離弁からは，蒸気が漏えいする。

閉止した主蒸気隔離弁の漏えい率は設計値に余裕を見込んだ値とし，この漏えい率は一

定とする。 

i)主蒸気隔離弁閉止後は，残留熱除去系又は逃がし安全弁等を通して，崩壊熱相当の蒸気

が，サプレッションプールに移行する。 

 

 

4.1.2(7)d) 主蒸気隔離弁閉止前の燃料棒からの放射性物質の追加放出割合は，主蒸気隔離弁閉止前

の原子炉圧力の低下割合に比例するとし，追加放出された放射性物質の 1％が破断口から放出する

として評価している。 

4.1.2(7)e) 主蒸気隔離弁閉止後の燃料棒からの放射性物質の追加放出は，主蒸気隔離弁閉止直後

に，これらすべての放射性物質が瞬時に原子炉冷却材中へ放出するとして評価している。 

4.1.2(7)f) 燃料棒から放出されたよう素のうち，有機よう素は10％とし，残りの90％は無機よう

素としている。有機よう素のうち10％は瞬時に気相部に移行するとし，残りのよう素及びその他の

ハロゲンが気相部にキャリーオーバーされる割合は，2％として評価している。希ガスは，すべて

瞬時に気相部に移行するとして評価している。 

4.1.2(7)g) 主蒸気隔離弁閉止前に放出された原子炉冷却材は，完全蒸発し，同時に放出された放射

性物質を均一に含む蒸気雲になるとして評価している。隔離弁閉止後に放出された放射性物質は，

大気中に地上放散するとして評価している。 

4.1.2(7)h) 主蒸気隔離弁は，1個が閉止しないとし，閉止した隔離弁からは，蒸気が漏えいすると

して評価している。閉止した主蒸気隔離弁の漏えい率は設計値に余裕を見込んだ値とし，この漏え

い率は一定として評価している。 

4.1.2(7)i) 主蒸気隔離弁閉止後は，逃がし安全弁等を通して，崩壊熱相当の蒸気が，サプレッショ

ンプールに移行するとして評価している。 
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図 4.3 主蒸気管破断の希ガスの放出経路（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

 

図 4.4 主蒸気管破断のハロゲン等の放出経路（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→図 4.3の放出経路で希ガスを評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→図 4.4の放出経路でハロゲン等を評価している。 
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5. 大気拡散の評価 

5.1 放射性物質の大気拡散 

5.1.1 大気拡散の計算式 

大気拡散モデルについては，国内の既存の中央制御室と大きく異なる設計の場合には適用しな

い。 

(1) 建屋の影響を受けない場合の基本拡散式【解説 5.1】 

a)ガウスプルームモデルの適用 

1)ガウスプルームモデル 

放射性物質の空気中濃度は，放出源高さ，風向，風速，大気安定度に応じて，空間濃度

分布が水平方向，鉛直方向ともに正規分布になると仮定した次のガウスプル－ムモデル

（参 3）を適用して計算する。 

 
 

 

 

 

5.1.1 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

中央制御室は，国内の既存の中央制御室と大きく異なる設計ではないため，大気拡散モデルを

適用している。 

5.1.1(1) 原子炉冷却材喪失，主蒸気管破断ともに建物の影響を受けるため，5.1.1(2)に示さ

れた方法で評価している。 
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 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

拡散式の座標は，放出源直下の地表を原点に，風下方向を x 軸，その直角方向を y 軸，

鉛直方向を z軸とする直角座標である。 

2)保守性を確保するために，通常，放射性物質の核崩壊による減衰項は計算しない。すな

わち，(5.1)式で，核崩壊による減衰項を次のとおりとする。 

 
 

b)σy及びσzは，中央制御室が設置されている建屋が，放出源から比較的近距離にあることを

考えて，5.1.3 項に示す方法で計算する。 

c)気象データ 

風向，風速，大気安定度等の観測項目を，現地において尐なくとも 1 年間観測して得られ

た気象資料を拡散式に用いる。放出源の高さにおける気象データが得られている場合には

それを活用してよい。 

(2)建屋影響を受ける場合の基本拡散式【解説 5.2】 

a)中央制御室評価で特徴的な近距離の建屋の影響を受ける場合には，(5.1)式の通常の大気拡

散による拡がりのパラメ－タであるσy及びσzに，建屋による巻込み現象による初期拡散パ

ラメ－タσy0，σz0を加算した総合的な拡散パラメータΣy，Σzを適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1(2)a) 中央制御室評価で特徴的な近距離の建物の影響を受けるため，建物による巻込み

現象による影響を含めて評価している。 
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 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

1）建屋影響を受ける場合は，次の(5.3)式を基本拡散式とする。 

 

 

5.1.1(2)a)1） 建物の影響を受けるため，(5.3)式の基本拡散式を用いて評価している。 
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 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

2)保守性を確保するために，通常，放射性物質の核崩壊による減衰項は計算しない。すな

わち，(5.3)式で，核崩壊による減衰項を次のとおりとする。これは，(5.2)式の場合と

同じである。 

 
 

b)形状係数 c の値は，特に根拠が示されるもののほかは原則として 1/2 を用いる。これは，

Gifford により示された範囲（1/2＜c＜2）において保守的に最も大きな濃度を与えるため

である。 

c)中央制御室の評価においては，放出源又は巻き込みを生じる建屋から近距離にあるため，拡

散パラメ－タの値はσy0，σz0が支配的となる。このため，(5.3)式の計算で，σy=0及びσz=0

として，σy0，σz0 の値を適用してもよい。 

d)気象データ  

建屋影響は，放出源高さから地上高さに渡る気象条件の影響を受けるため，地上高さに相

当する比較的低風速の気象データ（地上 10m 高さで測定）を採用するのは保守的かつ適切

である。 

e)建屋影響を受ける場合の条件については，「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散」

に従う。 

(3) 建屋影響を受ける場合の基本拡散式の適用について 

a)(5.3)式を適用する場合，「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散」の(1),a)の放出

源の条件に応じて，原子炉施設周辺の濃度を，次の b)又は c)の方法によって計算する。 

 

 

 

5.1.1(2)a)2） 放射性物質の核崩壊による減衰項は計算していない。 

 

 

 

 

5.1.1(2)b) 形状係数 cの値は，1/2を用いている。 

 

 

5.1.1(2)c) σy＝0及びσz＝0とした計算は行っていない。 

 

 

5.1.1(2)d) 建物影響は，放出源高さから地上高さに渡る気象条件の影響を受けるため，保守

的に地上高さに相当する比較的低風速の気象データ（地上約 20m高さで測定）で評価している。 

 

 

5.1.1(2)e) 建物影響を受ける場合の条件については，「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響に

よる拡散」に従っている。 

 

5.1.1(3)a)(5.3)式を適用するため，「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散」の(1)a)

の放出源の条件に応じて，原子炉施設周辺の濃度を，次の b)又は c)の方法によって計算して

いる。 
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b)放出源の高さで濃度を計算する場合  

1)放出源と評価点で高度差がある場合には，評価点高さを放出源高さとして（z=H，H＞0），

（5.4）式で濃度を求める【解説 5.3】【解説 5.4】。 

 

 

 

 

2)放出源の高さが地表面よりも十分離れている場合には，地表面からの反射による濃度の

寄与が小さくなるため，右辺の指数減衰項は１に比べて小さくなることを確認できれば，

無視してよい【解説 5.5】。 

c)地上面の高さで濃度を計算する場合 

放出源及び評価点が地上面にある場合（z=0，H=0），地上面の濃度を適用して，（5.5）式

で求める【解説 5.3】【解説 5.4】。 

 

5.1.1(3)b)1) 放出源と評価点で高度差がある場合には，評価点高さを放出源高さとして（ｚ

＝Ｈ，Ｈ＞0），(5.4)式で濃度を評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1(3)b)2) 放出源の高さが地表面よりも十分離れている場合には，地表面からの反射によ

る濃度の寄与が小さくなり，右辺の指数減衰項は 1に比べて小さくなることを確認している。 

 

5.1.1(3)c) 放出源及び評価点が地上面にある場合(ｚ＝0,Ｈ＝0)，地上面の濃度を適用して，

(5.5)式で評価している。 
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 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

 
 

5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散 

(1) 原子炉施設の建屋後流での巻き込みが生じる場合の条件  

a)中央制御室のように，事故時の放射性物質の放出点から比較的近距離の場所では，建屋の風

下側における風の巻き込みによる影響が顕著となると考えられる。そのため，放出点と巻き

込みを生じる建屋及び評価点との位置関係によっては，建屋の影響を考慮して大気拡散の計

算をする必要がある。 

中央制御室の被ばく評価においては，放出点と巻き込みを生じる建屋及び評価点との位置

関係について，以下に示す条件すべてに該当した場合，放出点から放出された放射性物質

は建屋の風下側で巻き込みの影響を受け拡散し，評価点に到達するものとする。 

放出点から評価点までの距離は，保守的な評価となるように水平距離を用いる。 

 

1)放出点の高さが建屋の高さの 2.5 倍に満たない場合 

2)放出点と評価点を結んだ直線と平行で放出点を風上とした風向 n について，放出点の位

置が風向n と建屋の投影形状に応じて定まる一定の範囲(図5.1 の領域An)の中にある場

合 

3)評価点が，巻き込みを生じる建屋の風下側にある場合 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

 

5.1.2(1)a) 原子炉冷却材喪失，主蒸気管破断ともに，放出点と巻き込みを生じる建物及び評

価点との位置関係について，示された条件すべてに該当するため，放出点から放出された放射

性物質は建物の風下側で巻き込みの影響を受け拡散し，評価点に到達するものとして評価して

いる。  
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上記の三つの条件のうちの一つでも該当しない場合には，建屋の影響はないものとして大気

拡散評価を行うものとする（参 4）。 

ただし，放出点と評価点が隣接するような場合の濃度予測には適用しない。 

建屋の影響の有無の判断手順を，図 5.2 に示す。 

 

 

図 5.1 建屋影響を考慮する条件（水平断面での位置関係） 

 

b)実験等によって，より具体的な最新知見が得られた場合，例えば風洞実験の結果から建屋の

影響を受けていないことが明らかになった場合にはこの限りではない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2(1)b) 5.1.2(1)a)にしたがって評価している。 
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図 5.2 建屋影響の有無の判断手順 
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 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

(2) 建屋後流の巻き込みによる放射性物質の拡散の考え方 

a)「5.1.2原子炉施設周辺の建屋影響による拡散」(1)a)項で，建屋後流での巻き込みが生じ

ると判定された場合，プルームは，通常の大気拡散によって放射性物質が拡がる前に，巻込

み現象によって放射性物質の拡散が行われたと考える。このような場合には，風下着目方位

を 1方位のみとせず，複数方位を着目方位と見込み，かつ，保守的な評価となるよう，すべ

ての評価対象方位について風下中心軸上の最大濃度を用いる。 

b)この場合の拡散パラメータは，建屋等の投影面積の関数であり，かつ，その中での濃度分布

は正規分布と仮定する。  

建屋影響を受けない通常の拡散の基本式(5.1)式と同様，建屋影響を取入れた基本拡散式

(5.3)式も正規分布を仮定しているが，建屋の巻き込みによる初期拡散効果によって，ゆる

やかな分布となる。（図 5.3） 

 

5.1.2(2)a) 風下着目方位を 1 方位のみとせず，複数方位を着目方位と見込み，かつ，保守的

な評価となるよう，すべての評価対象方位について風下中心軸上の最大濃度を用いて評価して

いる。 

 

 

5.1.2(2)b) この場合の拡散パラメータは，建物等の投影面積の関数であり，かつ，その中で

の濃度分布は正規分布と仮定して評価している。 
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図 5.3 建屋による巻込み現象を考えた建屋周辺の濃度分布の考え方 

(3) 建屋による巻き込みの評価条件 

a)巻き込みを生じる代表建屋 

1)原子炉施設の近辺では，隣接する複数の建屋の風下側で広く巻き込みによる拡散が生じて

いるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2(3)a) 巻き込みを生じる建物として，巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの

建物を代表として相対濃度を算出している。代表建物は表 5.1に示されているとおり，原子炉

冷却材喪失の場合はタービン建物，主蒸気管破断の場合は原子炉建物で代表している。 
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2)巻き込みを生じる建屋として，原子炉格納容器，原子炉建屋，原子炉補助建屋，タービン

建屋，コントロ－ル建屋，燃料取り扱い建屋等，原則として放出源の近隣に存在するすべ

ての建屋が対象となるが，巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建屋を代表と

して相対濃度を算出することは，保守的な結果を与える【解説 5.6】。 

3)巻き込みを生じる代表的な建屋として，表 5.1に示す建屋を選定することは適切である。 

 

表 5.1 放射性物質の巻き込みの対象とする代表建屋の選定例 

 

 

b)放射性物質濃度の評価点 

1)中央制御室が属する建屋の代表面の選定 

中央制御室内には，中央制御室が属する建屋（以下，「当該建屋」）の表面から，事故

時に外気取入を行う場合は主に給気口を介して，また事故時に外気の取入れを遮断する

場合には流入によって，放射性物質が侵入するとする。  

2)建屋の影響が生じる場合，中央制御室を含む当該建屋の近辺ではほぼ全般にわたり，代

表建屋による巻き込みによる拡散の効果が及んでいると考えられる。このため，中央制

御室換気設備の非常時の運転モードに応じて，次の i)又はⅱ)によって，当該建屋の表面

の濃度を計算する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2(3)b)1) 事故時には外気の取入れを遮断した上で系統隔離運転を行うが，必要に応じて

少量外気取入を行うため，中央制御室内には，流入及び外気取入口を介して放射性物質が侵入

するものとして評価している。 
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i) 評価期間中も給気口から外気を取入れることを前提とする場合は，給気口が設置され 

ている当該建屋の表面とする。 

ⅱ)評価期間中は外気を遮断することを前提とする場合は，中央制御室が当該建屋の各表 

面（屋上面又は側面）のうちの代表面（代表評価面）を選定する。 

3)代表面における評価点 

i) 建屋の巻き込みの影響を受ける場合には，中央制御室の属する建屋表面での濃度は風 

下距離の依存性は小さくほぼ一様と考えられるので，評価点は厳密に定める必要はな 

い。 

屋上面を代表とする場合，例えば中央制御室の中心点を評価点とするのは妥当である。 

ⅱ)中央制御室が属する当該建屋とは，原子炉建屋，原子炉補助建屋又はコントロ－ル建 

屋などが相当する。 

ⅲ)代表評価面は，当該建屋の屋上面とすることは適切な選定である。また，中央制御室 

が屋上面から離れている場合は，当該建屋の側面を代表評価面として，それに対応す 

る高さでの濃度を対で適用することも適切である。 

ⅳ)屋上面を代表面とする場合，評価点として中央制御室の中心点を選定し，対応する風 

下距離から拡散パラメ－タを算出してもよい。またσy=0 及びσz=0として，σy0，σz0 

の値を適用してもよい。 

c)着目方位  

1)中央制御室の被ばく評価の計算では，代表建屋の風下後流側での広範囲及ぶ乱流混合域

が顕著であることから，放射性物質濃度を計算する当該着目方位としては，放出源と評

価点とを結ぶラインが含まれる１方位のみを対象とするのではなく，図 5.4 に示すよう

に，代表建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象と

する【解説 5.7】。 

5.1.2(3)b)2) 事故時に外気取入を行う場合を想定しているため，外気取入口が設置されてい

る当該建物の表面を選定して濃度を評価している。 

 

 

5.1.2(3)b)3) 外気取入口が設置されている当該建物の表面を選定して濃度を評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2(3)c)1) 代表建物の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混合域が顕著であることから，放

射性物質濃度を計算する当該着目方位としては，放出源と評価点を結ぶラインが含まれる 1方

位のみを対象とするのではなく，図 5.4 に示すように，代表建物の後流側の拡がりの影響が評

価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象として評価している。 
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図 5.4 建屋後流での巻き込み影響を受ける場合の考慮すべき方位 

評価対象とする方位は，放出された放射性物質が建屋の影響を受けて拡散すること，及

び建屋の影響を受けて拡散された放射性物質が評価点に届くことの両方に該当する方位と

する。  

具体的には，全 16方位について以下の三つの条件に該当する方位を選定し，すべての条

件に該当する方位を評価対象とする。 

ⅰ）放出点が評価点の風上にあること 

ⅱ）放出点から放出された放射性物質が，建屋の風下側に巻き込まれるような範囲に，放

出点が存在すること。この条件に該当する風向の方位ｍ１の選定には，図 5.5のよう

な方法を用いることができる。図 5.5の対象となる二つの風向の方位の範囲ｍ１Ａ，ｍ

１Ｂのうち，放出点が評価点の風上となるどちらか一方の範囲が評価の対象となる。 

放出点が建屋に接近し，0.5Ｌの拡散領域(図 5.5のハッチング部分)の内部にある場合

は，風向の方位ｍ１は放出点が評価点の風上となる 180°が対象となる【解説 5.8】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全 16 方位について三つの条件に該当する方位を選定し，すべての条件に該当する方位を評価

対象として評価している。 
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図 5.5 建屋の風下側で放射性物質が巻き込まれる風向の方位ｍ１の選定方法 

（水平断面での位置関係） 

 

ⅲ)建屋の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達すること。この条件に該当する風向

の方位ｍ２の選定には，図 5.6に示す方法を用いることができる。評価点が建屋に接近

し，0.5Ｌの拡散領域(図 5.6のハッチング部分)の内部にある場合は，風向の方位ｍ２

は放出点が評価点の風上となる 180°が対象となる【解説 5.8】。 
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図 5.6 建屋の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達する 

風向の方位ｍ２の選定方法（水平断面での位置関係） 

 

図 5.5及び図 5.6は，断面が円筒形状の建屋を例として示しているが，断面形状が矩形

の建屋についても，同じ要領で評価対象の方位を決定することができる【解説 5.9】。 

建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順を，図 5.7に示す。 
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図 5.7 建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順 

 

2)具体的には，図 5.8のとおり，当該建屋表面において定めた評価点から，原子炉施設の

代表建屋の水平断面を見込む範囲にあるすべての方位を定める。【解説 5.7】幾何学的に

建屋群を見込む範囲に対して，気象評価上の方位とのずれによって，評価すべき方位の

数が増加することが考えられるが，この場合，幾何学的な見込み範囲に相当する適切な

見込み方位の設定を行ってもよい【解説 5.10】。 

 

 

図 5.8 評価対象方位の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.7のように建物の影響がある場合の評価対象方位選定手順にしたがって，建物の巻き込み

評価をしている。 

5.1.2(3)c)2) 当該建物表面において定めた評価点から，代表建物の水平断面を見込む範囲に

あるすべての方位を定めて評価している。 
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d)建屋投影面積 

1)図 5.9に示すとおり，風向に垂直な代表建屋の投影面積を求め，放射性物質の濃度を求

めるために大気拡散式の入力とする【解説 5.11】。 

2)建屋の影響がある場合の多くは複数の風向を対象に計算する必要があるので，風向の方

位ごとに垂直な投影面積を求める。ただし，対象となる複数の方位の投影面積の中で，

最小面積を，すべての方位の計算の入力として共通に適用することは，合理的であり保

守的である。 

3)風下側の地表面から上の投影面積を求め大気拡散式の入力とする。方位によって風下側

の地表面の高さが異なる場合は，方位ごとに地表面高さから上の面積を求める。また，

方位によって，代表建屋とは別の建屋が重なっている場合でも，原則地表面から上の代

表建屋の投影面積を用いる【解説 5.12】。 

 

図 5.9 風向に垂直な建屋投影面積の考え方 

(4) 建屋の影響がない場合の計算に必要な具体的な条件 

a)放射性物質濃度の評価点の選定 

建屋の影響がない場合の放射性物質の拡がりのパラメ－タはσy 及びσz のみとなり，放出

点からの風下距離の影響が大きいことを考慮して，以下のとおりとする。  

 

 

5.1.2(3)d)1) 風向に垂直な代表建物の投影面積を求めて，放射性物質の濃度を求めるために

大気拡散の入力としている。 

5.1.2(3)d)2) 全ての方位に対して最小面積である，地表面から上の建物の最小投影面積を，

全ての方位の計算の入力として共通に適用している。  

 

 

5.1.2(3)d)3) 風下側の地表面から上の投影面積を求め大気拡散式の入力とするが，地表面か

ら上の代表建物の投影面積を用いるため，地表面から上の建物の最小投影面積を全ての方位の

計算の入力として共通に適用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2(4) 建物の影響を考慮して評価している。 
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1)非常時に外気の取入れを行う場合 

外気取入口の設置されている点を評価点とする。 

2)非常時に外気の取入れを遮断する場合 

当該建屋表面において以下を満たす点を評価点とする。 

①風下距離：放出点から中央制御室の最近接点までの距離 

②放出点との高度差が最小となる建屋面 

b)風向の方位 

建屋の影響がない場合は，放出点から評価点を結ぶ風向を含む 1 方位のみについて計算を

行う。 

5.1.3 濃度分布の拡がりのパラメータσy，σz 

(1) 風下方向の通常の大気拡散による拡がりのパラメータσy及びσzは，風下距離及び大気安定

度に応じて，図 5.10 又はそれに対応する相関式によって求める。 

(2) 相関式から求める場合は，次のとおりとする（参 3）。 

 

 

 

a)角度因子θは，θ(0.1km)/θ(100km)=2とし，図 5.10 の風下距離を対数にとった片対数軸

で直線内挿とした経験式のパラメータである。θ(0.1km)の値を表 5.2 に示す。 

b)(5.6)式のσ1，a1，a2，a3の値を，表 5.3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

5.1.3(1)(2) 風下方向の通常の大気拡散による拡がりのパラメータσy及びσzは，風下距離及

び大気安定度に応じて，示された相関式から求めている。 
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表 5.2 θ0.1：0.1kmにおける角度因子の値（deg） 

 

 

表 5.3(1/2) 拡散のパラメータσ1,a1,a2,a3の値 

 

表 5.3(2/2) 拡散のパラメータσ1,a1,a2,a3の値 
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図 5.10 濃度の拡がりのパラメータ 

図 5.10 は，Pasquill-Meade の，いわゆる鉛直 1/10 濃度幅の図及び水平 1/10 濃度幅を見込

む角の記述にほぼ忠実に従って作成したもので，中央制御室の計算に適用できる。 

h及びθは，次のとおりである（参 3）。 
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5.2 相対濃度(χ/Q) 

5.2.1 実効放出継続時間内の気象変動の扱いの考え方 

事故後に放射性物質の放出が継続している時間を踏まえた相対濃度は，次のとおり計算する。  

(1) 相対濃度は，毎時刻の気象項目と実効的な放出継続時間（放射性物質の放出率の時間的変化

から定めるもので，以下実効放出継続時間という）をもとに，評価点ごとに計算する。 

  

(2) 評価点の相対濃度は，毎時刻の相対濃度を年間について小さい方から累積した場合，その累

積出現頻度が 97％に当たる相対濃度とする【解説 5.13】。 

 

5.2.2 実効放出継続時間に応じた水平方向濃度の扱い  

(1) 相対濃度χ/Qは，(5.10)式（参 3）によって計算する【解説 5.13】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

 

5.2.1(1) 相対濃度は，毎時刻の気象項目と実効的な放出継続時間（放射性物質の放出率の時

間的変化から定めるもので，以下「実効放出継続時間」という。）をもとに，評価点ごとに評

価している。 

5.2.1(2) 評価点の相対濃度は，毎時刻の相対濃度を年間について小さい方から累積した場合，

その累積出現頻度が 97％に当たる相対濃度として評価している。 

 

5.2.2 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

5.2.2(1) 実効放出継続時間に応じた相対濃度χ／Qは，(5.10)式によって計算している。 
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a)この場合，(χ/Q)iは，時刻 iにおける気象条件に対する相対濃度であり，5.1.2項で示す

考え方で計算するが，さらに，水平方向の風向の変動を考えて，次項に示すとおり計算する。 

b)風洞実験の結果等によって(χ/Q)iの補正が必要なときは，適切な補正を行う。 

(2)(χ/Q)iの計算式 

a)建屋の影響を受けない場合の計算式  

建屋の巻き込みによる影響を受けない場合は，相対濃度は，次の 1)及び 2)のとおり，短時

間放出又は長時間放出に応じて計算する。 

1)短時間放出の場合 

短時間放出の場合， (χ/Q)iの計算は，風向が一定と仮定して(5.11)式（参 3）によって計

算する。 

 

 

 

 

 

 

5.2.2(1)a) (χ／Q)iは，時刻 iにおける気象条件に対する相対濃度であり，5.1.2項で示す考

え方で計算するが，さらに，水平方向の風向の変動を考えて，次項に示すとおり計算している。 

5.2.2(1)b) 補正は不要である。 

 

5.2.2(2)a) 原子炉冷却材喪失，主蒸気管破断ともに建物の影響を受けるため，5.2.2(2)b)に

基づき相対濃度を計算している。 
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2)長時間放出の場合 

実効放出時間が 8 時間を超える場合には， (χ/Q)iの計算に当たっては，放出放射性物

質の全量が一方位内のみに一様分布すると仮定して(5.12)式（参 3）によって計算する。 

 

 

 

b)建屋の影響を受ける場合の計算式 

5.1.2 項の考え方に基づき，中央制御室を含む建屋の後流側では，建屋の投影面積に応じ

た初期拡散による拡がりをもつ濃度分布として計算する。また，実効放出継続時間に応じ

て，次の 1)又は 2)によって，相対濃度を計算する。 

1)短時間放出の場合 

建屋影響を受ける場合の濃度分布は，風向に垂直な建屋の投影の幅と高さに相当する拡

がりの中で，放出点からの軸上濃度を最大値とする正規分布として仮定する。短時間放

出の計算の場合には保守的に水平濃度分布の中心軸上に中央制御室評価点に存在し風向

が一定であるものとして，(5.13)式（参 3）によって計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2(2)b) 5.1.2 項の考え方に基づき，中央制御室を含む建物の後流側では，建物の投影面

積に応じた初期拡散による拡がりをもつ濃度分布として計算している。また，5.2.2(2)b)2)ⅳ)

に基づき，実効放出継続時間によらず 5.2.2(2)b)1)によって，相対濃度を計算している。 

 

5.2.2(2)b)1) 建物影響を受ける場合の濃度分布は，風向に垂直な建物の投影幅と高さに相当

する拡がりの中で，放出点からの軸上濃度を最大値とする正規分布として仮定している。短時

間放出の計算のため，保守的に水平濃度分布の中心軸上に中央制御室評価点が存在し風向が一

定であるものとして，(5.13)式によって計算している。 
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2)長時間放出の場合 

ⅰ)長時間放出の場合には，建屋の影響のない場合と同様に，1方位内で平均した濃度と

して求めてもよい。 

ⅱ)ただし，建屋の影響による拡がりの幅が風向の１方位の幅よりも拡がり隣接の方位に

まで及ぶ場合には，建屋の影響がない場合の(5.12)式のような，放射性物質の拡がり

の全量を計算し１方位の幅で平均すると，短時間放出の(5.13)式で得られる最大濃度

より大きな値となり不合理な結果となることがある【解説 5.14】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2(2)b)2) 保守的かつ簡便な計算を行うため，平均化処理を行うかわりに，短時間の計算

式による最大濃度として計算している。 
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ⅲ)ⅱ)の場合，1 方位内に分布する放射性物質の量を求め，1 方位の幅で平均化処理す

ることは適切な例である。 

ⅳ)ⅱ)の場合，平均化処理を行うかわりに，長時間でも短時間の計算式による最大濃度

として計算を行うことは保守的であり，かつ計算も簡便となる。 

 

5.3 相対線量(D/Q) 

(1) 大気中に放出された放射性物質に起因する放射性雲からのガンマ線による全身に対しての

線量を計算するために，空気カーマを用いた相対線量を計算する。  

(2) 空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は 1Sv/Gyとする。 

 

(3) 評価点(x,y,0)における空気カーマ率は，(5.14)式（参 5）によって計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

5.3(1) 大気中に放出された放射性物質に起因する放射性雲からのガンマ線による全身に対し

ての線量を計算するために，空気カーマを用いた相対線量を計算している。 

5.3(2) 空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は，1Sv/Gyとして評価している。 

 

5.3(3) 評価点(ｘ,ｙ,0)における空気カーマ率は，(5.14)式によって計算している。 
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(4) 建屋影響を受ける場合は，χ(x'，y'，z') の計算において，建屋影響の効果を取入れても

よい。 （「5.2.2(2)b)建屋の影響を受ける場合の計算式」参照） 

(5) 評価点を放出点と同じ高さ（風下軸上）に設定し，χ(x'，y'，z')を計算する場合の建屋の

巻き込み効果を見込まずに計算することは，合理的かつ保守的である。 

ただし，建屋影響を受ける場合は，この影響を見込んだ複数方位を，着目方位とする必要

がある。（「5.1.2(3)c)着目方位」参照） 

 

6. 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線  

(1) 次の a)，b)及び c)を，6.1から 6.3までに示す方法によって計算する。 

a)スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源となる建屋内放射能量線源の計算 

b)スカイシャインガンマ線の計算 

c)直接ガンマ線の計算  

(3) 地形及び施設の構造上の理由によって，スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による線

量が大気中に放出された放射性物質による線量に対し明らかに有意な寄与とならない場合に

は，評価を省略することができる。 

6.1 スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算  

(1) 原子炉冷却材喪失（BWR型原子炉施設） 

a)事故の想定は，「4.1.1原子炉冷却材喪失」とする。 

b)事故時に炉心から原子炉格納容器内に放出された放射性物質は，原子炉格納容器からの漏え

いによって原子炉建屋（二次格納施設）に放出される。この二次格納施設内の放射性物質を

スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源とする。 

c)二次格納施設内の放射性物質は自由空間容積に均一に分布するものとする。 

 

5.3(4) 建物影響を受けるため，建物影響の効果を取入れている。 

 

5.3(5) 建物の巻き込み効果を見込んだ計算を行っている。 

 

 

 

 

6. →被ばく評価手法（内規）のとおり 

6(1) スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源となる建物内放射能量線源の計算，ス

カイシャインガンマ線の計算，直接ガンマ線の計算において，6.1 から 6.3 に示す方法によっ

て評価している。 

 

6(3) スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による線量を評価の対象としており，省略は

していない。 

 

 

6.1(1) →被ばく評価手法（内規）のとおり 

6.1(1)a) 事故の想定は，「4.1.1原子炉冷却材喪失」としている。 

6.1(1)b) 事故時に炉心から原子炉格納容器内に放出された放射性物質は，原子炉格納容器か

らの漏えいによって原子炉建物（二次格納施設）に放出される。この二次格納施設内の放射性

物質をスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源としている。 

6.1(1)c) 二次格納施設内の放射性物質は自由空間容積に均一に分布するものとして評価して

いる。 
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d)二次格納施設内の放射性物質の崩壊による減衰及び非常用ガス処理系による除去効果を計

算する。 

e)スカイシャインガンマ線の線源は，原子炉建屋運転階に存在する放射性物質とする【解説

6.1】。 

f)計算対象とする核種は希ガス及びよう素とし，核分裂収率が小さく半減期の極めて短いもの

及びエネルギの小さいものは，計算の対象としなくてもよい【解説 6.2】。 

g)希ガス及びよう素の原子炉格納容器内に放出される放射性物質の量の炉心内蓄積量に対す

る割合は，希ガス 100％，よう素 50％とする。 

 

h)事故後 30日間の積算線源強度は，二次格納施設内の放射性物質によるガンマ線エネルギを

エネルギ範囲によって区分して計算する。 

(2) 主蒸気管破断（BWR型原子炉施設） 

a)事故の想定は，「4.1.2主蒸気管破断」とする。 

b)事故時に主蒸気管破断口からタービン建屋内に放出された放射性物質は，全量がタービン建

屋から漏えいすることなく，タービン建屋の自由空間容積に均一に分布するものとする。こ

のタービン建屋内の放射性物質を直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の線源とする。 

 

c)タービン建屋内の放射性物質の崩壊による減衰を計算する。 

d)計算対象とする核種は希ガス及びハロゲン等とし，核分裂収率が小さく半減期の極めて短い

もの及びエネルギの小さいものは，計算の対象としない【解説 6.2】。 

 

 

 

6.1(1)d) 二次格納施設内の放射性物質の崩壊による減衰及び非常用ガス処理系による除去効

果を計算している。 

6.1(1)e) スカイシャインガンマ線の線源は，原子炉建物運転階に存在する放射性物質として

いる。 

6.1(1)f) 計算対象とする核種は希ガス及びよう素とし，核分裂収率が小さく半減期の極めて

短いもの及びエネルギの小さいものは，計算の対象としない。計算対象は，解説 6.2に示され

た核種としている。 

6.1(1)g) 希ガス及びよう素の原子炉格納容器内に放出される放射性物質の量の炉内内蔵量に

対する割合は，希ガス 100％，よう素 50％としている。 

6.1(1)h) 事故後 30日間の積算線源強度は，二次格納施設内の放射性物質によるガンマ線エネ

ルギをエネルギ範囲によって区分して計算している。 

6.1(2) →被ばく評価手法（内規）のとおり 

6.1(2)a) 事故の想定は，「4.1.2主蒸気管破断」としている。 

6.1(2)b) 事故時に主蒸気管破断口からタービン建物内に放出された放射性物質は，全量がタ

ービン建物から漏えいすることなく，タービン建物（管理区域）の自由空間容積に均一に分布

するものとしている。このタービン建物内の放射性物質を直接ガンマ線及びスカイシャインガ

ンマ線の線源としている。 

6.1(2)c) タービン建物内の放射性物質の崩壊による減衰を計算している。 

6.1(2)d) 計算対象とする核種は希ガス及びハロゲン等とし，核分裂収率が小さく半減期の極

めて短いもの及びエネルギの小さいものは，計算の対象としない。計算対象は，解説 6.2に示

された核種としている。 
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e)計算対象とする核種及びタービン建屋内への放出量の計算条件は，タービン建屋からの漏え

いを無視する以外は，大気中へ放出量の計算条件（「4.1.2主蒸気管破断」参照）と同じと

する。 

f)事故後 30日間の積算線源強度は，タービン建屋内の放射性物質によるガンマ線エネルギを

エネルギ範囲別に区分して計算する。 

 

6.2 スカイシャインガンマ線の計算  

(1) 原子炉施設の建屋内に放出された放射性物質に起因するスカイシャインガンマ線による全

身に対する線量は，施設の位置，建屋の配置，形状及び地形条件から計算する。 

(2) 空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は，ガンマ線エネルギに依存した実効線量

への換算係数又は 1Sv/Gyとする。 

(4) スカイシャインガンマ線の計算方法 

a)スカイシャインガンマ線の計算は一回散乱計算法を用いるものとし，必要に応じて輸送計算

コードを適宜組み合わせて用いる。ただし，(6.1)式の内容と同等で技術的妥当性が認めら

れる場合には，特に使用する計算方法を制限するものではない。 

b)基本計算式を(6.1)式（参 6，参 7，参 8）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

6.1(2)e) 計算対象とする核種及びタービン建物内への放出量の計算条件は，タービン建物か

らの漏えいを無視する以外は，大気中への放出量の計算条件（「4.1.2 主蒸気管破断」参照）

と同じとしている。 

6.1(2)f) 事故後 30日間の積算線源強度は，タービン建物内の放射性物質によるガンマ線エネ

ルギをエネルギ範囲によって区分して計算している。 

 

6.2 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

6.2(1) 建物内に放出された放射性物質に起因するスカイシャインガンマ線による全身に対す

る線量は，施設の位置，建物の配置，形状及び地形条件から計算している。 

6.2(2) 空気カーマから全身に対しての線量への換算係数は，ガンマ線エネルギに依存した実

効線量への換算係数又は 1Sv/Gyとして評価している。 

 

6.2(4)a) スカイシャインガンマ線の計算は，輸送計算コードを組み合わせて，一回散乱計算

法を用い評価している。 

 

6.2(4)b) 基本計算式を(6.1)式として評価している。 
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c)散乱点におけるガンマ線束は，次の i)又は ii)のいずれかの方法によって計算する。 

i)遮へいの影響を，ビルドアップ係数を用いて求める場合（参 8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2(4)c) 散乱点におけるガンマ線束は，ⅱ)の方法によって評価している。 
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ⅱ)遮へいの影響を，輸送計算で求める場合（参 6，参 7） 
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6.3 直接ガンマ線の計算 

(1) 原子炉施設の建屋内に放出された放射性物質に起因する直接ガンマ線による線量の計算の

ために，線源，施設の位置関係，建屋構造等から計算の体系モデルを構築する。 

(2) 空気カーマから全身に対する線量への換算係数は，ガンマ線エネルギに依存した実効線量へ

の換算係数又は 1Sv /Gy とする。 

(3) 直接ガンマ線の計算方法  

a)直接ガンマ線の計算は，点減衰核積分法を用いる。ただし，(6.4)式の内容と同等で，技術

的妥当性が認められる場合には，使用する計算方法を制限するものではない。  

b)基本計算式は(6.4)式（参 6，参 7，参 9）とする。 

 

 
 

 

 

 

 

6.3 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

6.3(1) 建物内に放出された放射性物質に起因する直接ガンマ線による線量の計算のために，

線源，施設の位置関係，建物構造等から計算の体系モデルを構築して評価している。 

6.3(2) 空気カーマから全身に対する線量への換算係数は，ガンマ線エネルギに依存した実効

線量への換算係数又は 1Sv/Gy として評価している。 

 

6.3(3)a) 直接ガンマ線の計算は，点減衰核積分法を用いて評価している。 

 

6.3(3)b) 基本計算式は(6.4)式としている。 
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7. 中央制御室居住性に係る被ばく評価  

(1) 中央制御室居住性に係る運転員の被ばくを，3.2(1)に示した被ばく経路について，7.1 から

7.5 までに示す方法によって計算する。 

(2) 次の a)及び b)のとおり，想定事故に対し，すべての被ばく経路の評価が必要となるもので

はない【解説 7.1】。 

a)PWR 型原子炉施設の蒸気発生器伝熱管破損のように，建屋内に放射性物質が滞留することな

く系統から直接環境へ放出されるような事象については，建屋からのスカイシャインガンマ

線及び直接ガンマ線の評価は不要である。 

b)BWR 型原子炉施設の主蒸気管破断時の半球状雲の放出及び PWR 型原子炉施設の蒸気発生器

伝熱管破損時の二次系への漏えい停止までの放出など，事故発生直後の時間に集中して放出

される放射性物質に対しては，入退域時の線量の評価は不要である。 

(3) 運転員の勤務状態については，平常時の直交替を基に設定する。ただし，直交替の設定を平

常時のものから変更する場合，事故時マニュアル等に当該の運用を記載することが前提であ

る。 

7.1 建屋内の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく  

(1) 次の a)及び b)の被ばく経路について，運転員の被ばくを，7.1.1 から 7.1.2 までに示す方

法によって計算する（図 7.1）。  

a)建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による中央制御室内での被ばく 

b)建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制御室内での被ばく 

 

7.→被ばく評価手法（内規）のとおり 

7(1) 中央制御室居住性に係る運転員の被ばくを，3.2(1)に示した被ばく経路について，7.1 か

ら 7.5 までに示す方法によって計算している。 

 

 

 

 

 

7.(2)b) BWR 型原子炉施設の主蒸気管破断時の半球状雲の放出については，入退域時の線量の

評価には考慮していない。 

 

7.(3) 運転員の勤務状態については，平常時の直交替を基に設定している。 

 

 

7.1→被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.1(1) 建物内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による中央制御室内での被ばく及

び建物内の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制御室内での被ばく経路については，運

転員の被ばくを，7.1.1 から 7.1.2 までに示す方法によって計算している。 
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図 7,1 建屋内の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく経路 

 

7.1.1 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による中央制御室内での被ばく  

(1) 原子炉冷却材喪失時の線量評価（BWR 型原子炉施設） 

a)原子炉冷却材喪失発生後 30日間，原子炉建屋（二次格納施設）内に存在する放射性物質を

線源としたスカイシャインガンマ線による，中央制御室内における積算線量を計算する（図

7.2）。 

b)スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の

線源の計算」で解析した結果を用いる。 

c)線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算する。

建屋等の構造壁や天井に対して，配置，形状及び組成を明らかにして，遮へい効果を見込ん

でもよい。 

d)線量の評価点は，中央制御室内の中心点，操作盤位置等を代表点とする。室内の複数点の計

算結果から線量が最大となる点を評価点としてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

 

7.1.1(1)a) 原子炉冷却材喪失発生後 30日間，原子炉建物（二次格納施設）内に存在する放射

性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による，中央制御室内における積算線量を評価し

ている。 

7.1.1(1)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガ

ンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いて評価している。 

7.1.1(1)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状及び組成から

評価している。 

 

7.1.1(1)d) 線量の評価点は，室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点とし

ている。 
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e)中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間の積算線量を滞在

期間の割合で配分する。 

f)スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。  

外部被ばく線量＝室内作業時スカイシャインガンマ線積算線量 

×直交替による滞在時間割合＊1  

*1) 例：4直 3交替勤務の場合 0.25＝（8h/直×3直×30日／4）／（24h×30日） 

 

 

図 7.2 原子炉冷却材喪失のスカイシャインガンマ線の計算 

（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

(3) 主蒸気管破断時の線量評価（BWR型原子炉施設） 

a)主蒸気管破断発生後 30日間，タービン建屋内に存在する放射性物質を線源としたスカイシ

ャインガンマ線による，中央制御室内における積算線量を計算する（図 7.4）。 

b)スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の

線源の計算」で解析した結果を用いる。 

 

7.1.1(1)e) 中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30 日間の積算線

量を滞在期間の割合で配分して評価している。 

7.1.1(1)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示された計算式を用

いて評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1(3) →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.1.1(3)a) 主蒸気管破断発生後 30日間，タービン建物内に存在する放射性物質を線源とした

スカイシャインガンマ線による，中央制御室内における積算線量を計算し評価している。 

7.1.1(3)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガ

ンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いて評価している。 
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c)線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算する。

建屋等の構造壁又は天井に対して，配置，形状及び組成を明らかにして，遮へい効果を見込

んでもよい。 

d)線量の評価点は，中央制御室内の中心，操作盤位置等の代表点とする。室内の複数点の計算

結果から線量が最大となる点を評価点としてもよい。 

e)中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間の積算線量を滞在

期間の割合で配分する。 

f)スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。 

外部被ばく線量＝室内作業時スカイシャインガンマ線積算線量 

×直交替による滞在時間割合＊1  

*1) 例：4直 3交替勤務の場合 0.25＝（8h/直×3直×30日／4）／（24h×30日） 

 

 

図 7.4 主蒸気管破断のスカイシャインガンマ線の計算 

（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

 

 

7.1.1(3)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状及び組成から

評価している。 

 

7.1.1(3)d) 線量の評価点は，室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点とし

ている。 

7.1.1(3)e) 中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30 日間の積算線

量を滞在期間の割合で配分して評価している。 

7.1.1(3)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示された計算式を用

いて評価している。 
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7.1.2 建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制御室内での被ばく 

(1) 原子炉冷却材喪失時の線量評価（BWR 型原子炉施設） 

a)原子炉冷却材喪失発生後 30日間，原子炉建屋等（二次格納施設）内に存在する放射性物質

を線源とした直接ガンマ線による，中央制御室内における積算線量を計算する（図 7.5）。 

b)直接ガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」

で解析した結果を用いる。 

c)線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算する。

建屋等の構造壁又は天井に対して，配置，形状及び組成を明らかにして，遮へい効果を見込

んでもよい。 

d)線量の評価点は，中央制御室内の中心，操作盤位置等の代表点とする。室内の複数点の計算

結果から線量が最大となる点を評価点としてもよい。 

e)中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間の積算線量を滞在

期間の割合で配分する。 

f)直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。  

外部被ばく線量＝室内作業時直接ガンマ線積算線量 

×直交替による滞在時間割合＊1  

*1) 例：4直 3交替勤務の場合 0.25＝（8h/直×3直×30日／4）／（24h×30日） 

 

 

 

 

 

7.1.2 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

 

7.1.2(1)a) 原子炉冷却材喪失発生後 30日間，原子炉建物（二次格納施設）内に存在する放射

性物質を線源とした直接ガンマ線による，中央制御室内における積算線量を評価している。 

7.1.2(1)b) 直接ガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線

源の計算」で解析した結果を用いて評価している。 

7.1.2(1)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状及び組成から

評価している。 

 

7.1.2(1)d) 線量の評価点は，室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点とし

ている。 

7.1.2(1)e) 中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30 日間の積算線

量を滞在期間の割合で配分して評価している。 

7.1.2(1)f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示された計算式を用いて評価し

ている。  
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図 7.5 原子炉冷却材喪失の直接ガンマ線の計算 

（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

 

(3) 主蒸気管破断時の線量評価（BWR型原子炉施設） 

a)主蒸気管破断発生後 30日間，タービン建屋内に存在する放射性物質を線源とした直接ガン

マ線による，中央制御室内における積算線量を計算する（図 7.7）。 

b)直接ガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」

で解析した結果を用いる。 

c)線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算する。

建屋等の構造壁又は天井に対して，配置，形状及び組成を明らかにして，遮へい効果を見込

んでもよい。 

d)線量の評価点は，中央制御室内の中心，操作盤位置等の代表点とする。室内の複数点の計算

結果から線量が最大となる点を評価点としてもよい。 

e)中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間の積算線量を滞在

期間の割合で配分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2(3)a) 主蒸気管破断発生後 30日間，タービン建物内に存在する放射性物質を線源とした

直接ガンマ線による，中央制御室内における積算線量を評価している。 

7.1.2(3)b) 直接ガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線

源の計算」で解析した結果を用いて評価している。 

7.1.2(3)c) 線源から中央制御室に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状及び組成から

評価している。 

 

7.1.2(3)d) 線量の評価点は，室内の複数点の計算結果から線量が最大となる点を評価点とし

ている。 

7.1.2(3)e) 中央制御室内の滞在期間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30 日間の積算線

量を滞在期間の割合で配分して評価している。 
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f)直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。  

外部被ばく線量＝室内作業時直接ガンマ線積算線量 

×直交替による滞在時間割合＊1  

*1) 例：4直 3交替勤務の場合 0.25＝（8h/直×3直×30日／4）／（24h×30日） 

 

 

図 7,7 主蒸気管破断の直接ガンマ線の計算 

（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

7.2 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内での被ばく 

(1) 大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による運転員の被ばくを，次の(2)

から(5)によって計算する（図 7.8）。 

 

7.1.2(3)f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示された計算式を用いて評価し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.2(1) 大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による運転員の被ばくを，次

の(2)から(5)によって計算している。 
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図 7.8 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内での被ばく経路 

 

(2) 建屋から大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内作業時の運転

員の被ばく線量を計算する。 

(3) 相対線量 D/Qの評価点は，中央制御室内の中心，操作盤位置等の代表点とする。室内の複数

点の計算結果から線量が最大となる点を評価点としてもよい。 

(4) 中央制御室の天井・側壁によるガンマ線（Eγ≥1.5MeV以上）の遮へい効果を計算する。 

 

(5) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。 

外部被ばく線量＝大気中へ放出された希ガス等（BWRプラントの主蒸気管破断では、

ハロゲン等を含む）のガンマ線による実効線量 

×直交替による滞在時間割合＊1 

*1) 例：4直 3交替勤務の場合 

 0.25＝（8h/直×3直×30日／4）／（24h×30日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2(2) 建物から大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内作業時の

運転員の被ばく線量を評価している。 

7.2(3) 相対線量 D／Qの評価点は，中央制御室内の中心を評価点としている。 

 

7.2(4) 中央制御室の天井・側壁によるガンマ線（Ｅγ≥1.5MeV 以上）の遮蔽効果を考慮して計

算している。 

7.2(5) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示された計算式を用いて評価している。 
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a)主蒸気管破断時には，半球状雲中の放射性物質のガンマ線による線量寄与を加算する。 

外部被ばく線量＝放出希ガス等のガンマ線（BWRプラントの主蒸気管破断では、ハ

ロゲン等を含む）による実効線量 

×直交替による滞在時間割合＊1 ＋（半球状雲による線量） 

c)大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内滞在時の実効線量は， 次の

1)及び 2)に示す方法によって計算する。 

1)原子炉冷却材喪失時及び蒸気発生器伝熱管破損時 

 

上式のうちコンクリートによる減衰効果 Bexp(-μ'X')は，テーラー型ビルドアップ係数を用いて

計算してもよい。 

 

 

 

 

 

 

7.2(5)a) 主蒸気管破断時には，半球状雲中の放射性物質のガンマ線による線量寄与を加算し

て評価している。 

 

 

7.2(5)c) 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による中央制御室内滞在時の実効線量

は，示された方法によって評価している。 
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2)主蒸気管破断時 

i)半球雲通過時の線量（参 5） 

 

 

ⅱ)主蒸気隔離弁からの漏えい，放出放射能による線量 

 

7.3 室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばく 

(1) 次の a)及び b)について，7.3.1から 7.3.2までに示す方法によって計算する。 

a)建屋表面の空気中の放射性物質濃度 

b)室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内の放射性物質濃度  

なお，中央制御室の空気流入率については，「原子力発電所の中央制御室の空気流入率測定試験

手法」に従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.3(1) 室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばくについては，

7.3.1から 7.3.2までに示す方法によって評価している。  
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(2) 次の a)及び b)の被ばく経路による運転員の被ばくを，7.3.3から 7.3.4までに示す方法によ

って計算する。（図 7.9） 

a)室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による中央制御室内での被ばく 

b)室内に外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく 

 

 

 

図 7.9 外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばく経路 

 

7.3.1 中央制御室が属する建屋周辺の放射性物質の濃度 

(1) 大気中に放出された放射性物質が大気中を拡散し，放出源付近の建屋の巻き込み影響を受け

る場合にはその効果を計算したうえで（5.大気拡散の評価），中央制御室を含む当該建屋の

周辺の放射性物質の濃度を計算する。 

a)建屋影響を考慮しない場合 

建屋の影響を考慮しない場合は，5.1.1(1)の方法で計算した建屋周辺の濃度分布の結果を

用いる（図 7.10）。 

7.3(2) 室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による中央制御室内での被ばく及

び室内に外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく経

路による運転員の被ばくについては，7.3.3から 7.3.4までに示す方法によって評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.3.1(1) 大気中に放出された放射性物質が大気中を拡散し，放出源付近の建物の巻き込み影

響を受ける場合にはその効果を計算したうえで，中央制御室を含む当該建物の周辺の放射性物

質の濃度を計算している。 

7.3.1(1)a) 建物の影響を考慮して評価している。 
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図 7.10 中央制御室建屋付近への放射性物質の拡散 

b)建屋影響を考慮する場合 

建屋の影響を考慮する場合は，5.1.1(2)及び(3)の方法で計算した建屋周辺の濃度分布の結

果を用いる（図 7.11）。 

 

 

 

図 7.11 中央制御室建屋付近への放射性物質の拡散 

 

7.3.2 中央制御室内の放射性物質濃度 

(1) 建屋の表面空気中から，次の a)及び b)の経路で放射性物質が外気から取り込まれることを

想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1(1)b) 建物の影響を考慮して，5.1.1(2)及び(3)の方法で計算した建物周辺の濃度分布の

結果を用いて評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.3.2(1) 建物の表面空気中から，中央制御室空調換気系及び直接流入する経路で放射性物質

が外気から取り込まれることを想定し，評価している。 
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a)中央制御室の非常用換気空調によって室内に取入れること 

b)中央制御室内に直接，流入すること 

(2) 中央制御室内の雰囲気中で，放射性物質は一様混合すると仮定する。 

(3) 中央制御室換気系フィルタの効率は，設計値又は管理値を用いる。 

(4) 中央制御室への外気取入及び空気流入による放射性物質の取り込みに対して，時刻 tにおけ

る核種 iの外気中濃度を用いる。 

(5) 相対濃度χ/Qの評価点は，外気取入れを行う場合は中央制御室の外気取入口とする。また， 

外気を遮断する場合は中央制御室の中心点とする。（(7.4)式の中央制御室の区画の濃度と

する。） 

(6) 中央制御室の自動隔離を期待する場合には，その起動信号を明確にするとともに隔離に要す

る時間を見込む。また，隔離のために手動操作が必要な場合には，隔離に要する時間に加え

て運転員が事故を検知してから操作を開始するまで 10分以上の時間的余裕を見込んで計算

する。 

(7) 中央制御室内の雰囲気中に浮遊する放射性物質量の時間変化は，次のとおり計算する。 

 

a)中央制御室内への取り込み空気放射能濃度に基づき，空調システムの設計に従って中央制御

室内の放射能濃度を求める【解説 7.2】。 

 

 

 

 

 

7.3.2(2) 中央制御室内の雰囲気中で，放射性物質は一様混合すると仮定して評価している。 

7.3.2(3) 中央制御室非常用再循環処理装置フィルタの効率は，設計値を用いて評価している。 

7.3.2(4) 中央制御室への外気取入及び空気流入による放射性物質の取り込みに対して，時刻 t

における核種 iの外気中濃度を用いて評価している。 

7.3.2(5) 相対濃度χ／Qの評価点は，外気取入れを行うため，中央制御室空調換気系外気取入

口としている。 

 

7.3.2(6) 中央制御室の隔離のために手動操作を想定しており，隔離に要する時間に加えて運

転員が事故を検知してから操作を開始するまで 10 分以上の時間的余裕を見込んで計算してい

る。 

 

7.3.2(7) 中央制御室内の雰囲気中に浮遊する放射性物質量の時間変化は，示されたとおり評

価している。 

7.3.2(7)a) 中央制御室内への取り込み空気放射能濃度に基づき，空調換気系の設計に従って

中央制御室内の放射能濃度を評価している。 
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b)中央制御室に相当する区画の容積は，中央制御室バウンダリ内体積（容積）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2(7)b) 中央制御室に相当する区画の容積は，中央制御室バウンダリ内体積（容積）とし

ている。 
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7.3.3 室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による中央制御室内での被ばく 

(1) 放射性物質の吸入摂取による運転員の被ばく線量を，次の(2)から(5)までの方法によって計

算する（図 7.12）。 

(2) 線量の計算にあたっては，運転員の勤務状態に即して，中央制御室内の滞在期間を計算し，

30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分する。 

(3) 被ばく低減方策として，防護マスク着用による放射性よう素の吸入による内部被ばくの低減

をはかる場合には，その効果及び運用条件を適切に示して評価に反映してもよい。 

(4) 吸入摂取による運転員の内部被ばく線量は，次のとおり計算する。 

内部被ばく線量＝室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による実効線量×

直交替による滞在時間割合＊1  

*1) 例：4直 3交替勤務の場合 0.25＝（8h/直×3直×30日／4）／（24h×30日） ここで，

外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取による運転員の実効線量は，(7.5)式によっ

て計算する。 

7.3.3 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.3.3(1) 放射性物質の吸入摂取による運転員の被ばく線量を，次の(2)から(5)までの方法に

よって評価している。 

7.3.3(2) 線量の計算にあたっては，運転員の勤務状態に即して，中央制御室内の滞在期間を

計算し，30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。 

7.3.3(3) 被ばく低減方策として，防護マスク着用を考慮していない。 

 

7.3.3(4) 吸入摂取による運転員の内部被ばく線量は，示されたとおり計算している。外気か

ら取り込まれた放射性物質の吸入摂取による運転員の実効線量は，(7.5)式によって計算して

いる。 
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図 7.12 放射性物質取り込みによる中央制御室内での吸入摂取による被ばく 

(5) 主蒸気管破断時は，前項の線量に半球状雲通過時の放射性物質の室内取込による線量寄与を

加算する。  

内部被ばく線量＝室内に外気から取り込まれた放射性物質の吸入摂取よる実効線量

×直交替による滞在時間割合＋（半球状雲による線量） 

ここで，半球状雲に伴う運転員の吸入摂取による実効線量は(7.6)式によって計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3(5) 主蒸気管破断時は，前項の線量に半球状雲通過時の放射性物質の室内取込による線

量寄与を加算して評価している。 

 

 

半球状雲に伴う運転員の吸入摂取による実効線量は(7.6)式によって計算している。 

 

 

 

 



 

 

 

60
 

 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

 

 

7.3.4 室内に外気から取り込まれた放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく 

(1) 放射性物質からのガンマ線による運転員の被ばく線量を，次の(2)から(6)までの方法によっ

て計算する（図 7.13）。 

(2) 中央制御室は，容積が等価な半球状とする。そして，半球の中心に運転員がいるものとする。 

 

(3) 中央制御室の容積は，中央制御室バウンダリ内体積（容積）とする。 

a)ただし，エンベロープの一部が，ガンマ線を遮へいできる躯体で区画され，運転員がその区

画内のみに立入る場合には，当該区画の容積を用いてもよい。 

b)ガンマ線による被ばくの計算では，中央制御室と異なる階層部分のエンベロープについて，

階層間の天井等による遮へいがあるので，中央制御室の容積から除外してもよい。 

(4) 線量の計算にあたっては，運転員の勤務状態に即して，中央制御室内の滞在期間を計算し， 

30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分する。 

(5) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。  

外部被ばく線量＝室内に外気から取り込まれた放射性物質のガンマ線による実効線量 ×

直交替による滞在時間割合＊1 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.3.4(1) 放射性物質からのガンマ線による運転員の被ばく線量を，次の(2)から(6)までの方

法によって計算している。 

7.3.4(2) 中央制御室は，容積が等価な半球状としている。そして，半球の中心に運転員がい

るものとして評価している。 

7.3.4(3) 中央制御室の容積は，中央制御室バウンダリ内体積（容積）としている。 

 

 

 

 

7.3.4(4) 線量の計算にあたっては，運転員の勤務状態に即して，中央制御室内の滞在期間を

計算し，30日間の積算線量を滞在期間の割合で配分して評価している。 

7.3.4(5) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，a)で示されたとおり計算している。 
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*1) 例：4直 3交替勤務の場合 0.25＝（8h/直×3直×30日／4）／（24h×30日）  

 

a)外気から取り込まれた放射性物質のガンマ線による運転員の実効線量は，(7.7)式（参 5）によ

って計算する。 

 

 

 

b)また，(7.7)式以外に，(7.8)式（参 5）によって計算することも妥当である。 
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図 7.13 放射性物質取り込みによる中央制御室内でのガンマ線による被ばく 

 

(6) 主蒸気管破断時は，7.3.4(4)a)の計算式に，次の半球状雲通過時の放射性物質の室内取込に

よる線量寄与を加算する。 

外部被ばく線量＝室内に外気から取り込まれた放射性物質の外部ガンマ線による実効線

量×直交替による滞在時間割合 ＋（半球状雲による線量） 

ここで，半球状雲によるガンマ線の線量は(7.9)式（参 5）によって計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4(6) 主蒸気管破断時は，7.3.4(4)a)の計算式に，次の半球状雲通過時の放射性物質の室

内取込による線量寄与を加算して評価している。 

半球状雲によるガンマ線の線量は(7.9)式によって計算している。 
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7.4 建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく 

(1) 次の a)及び b)の被ばく経路からの運転員の被ばくを，7.4.1 から 7.4.2 までに示す方法に

よって計算する（図 7.14）。 

a)建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による入退域時の被ばく 

b)建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による入退域時の被ばく 

(2) 蒸気発生器伝熱管破損（PWR 型原子炉施設）のように，建屋内に放射性物質が滞留すること

なく系統から直接環境へ放出されるような事象については，建屋からの直接ガンマ線及びス

カイシャインガンマ線の評価は不要である。 

 

図 7.14 建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく経路 

 

 

 

 

 

 

7.4 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.4(1) 建物内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による入退域時

の被ばく経路からの運転員の被ばくは，7.4.1 から 7.4.2 までに示す方法によって計算してい

る。 
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7.4.1 建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による入退域時の被ばく 

(1) 原子炉冷却材喪失時の線量評価（BWR 型原子炉施設） 

a)原子炉冷却材喪失発生後 30日間，原子炉建屋（二次格納施設）内に存在する放射性物質を

線源としたスカイシャインガンマ線による，入退域時の評価点における積算線量を計算する

（図 7.15）。 

b)スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の

線源の計算」で解析した結果を用いる。 

c)線源から評価点に至るまでの遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算する。 

 

d)入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間の積算線量を所要時間

の割合で配分する【解説 7.4】。 

e)計算に当たっては，次の 1)又は 2)のいずれかの仮定を用いる。 

1)管理建屋の入口を代表評価点とし，入退域ごとに評価点に 15分間滞在するとする。  

2)入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し，移動経路に従っ

た適切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合，移動に伴って，複数の評価点を設

定してもよい。【解説 7.5】 

f)スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。 

外部被ばく線量＝入退域時スカイシャインガンマ線積算線量 

×直交替による所要時間割合＊1 

*1) 例：4直 3交替勤務･片道 15分の場合 

0.015625＝（0.25h/直×2×3直×30日／4）／（24h×30日） 

 

7.4.1 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.4.1(1)a) 原子炉冷却材喪失発生後 30日間，原子炉建物（二次格納施設）内に存在する放射

性物質を線源としたスカイシャインガンマ線による，入退域時の評価点における積算線量を計

算している。 

 

7.4.1(1)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガ

ンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いている。 

7.4.1(1)c) 線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算

している。 

7.4.1(1)d) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30 日間の積算線量を

所要時間の割合で配分して評価している。 

7.4.1(1)e) 計算に当たっては，1)の仮定を用いて評価している。 

7.4.1(1)e)1) 入退域時の評価点は，１号機タービン建物の入口として評価している。 

 

 

 

7.4.1(1)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示されたとおり計算

している。 
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図 7.15 原子炉冷却材喪失時の建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による入退域

時の被ばく（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

 

(3) 主蒸気管破断時の線量評価（BWR型原子炉施設） 

a)主蒸気管破断発生後 30日間，タービン建屋内に存在する放射性物質を線源としたスカイシ

ャインガンマ線による，入退域時の評価点における積算線量を計算する（図 7.17）。 

b)スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の

線源の計算」で解析した結果を用いる。 

c)線源から評価点に至るまでの遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算する。 

 

d)入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間の積算線量を所要時間

の割合で配分する【解説 7.4】。 

e)計算に当たっては，次の 1)又は 2)のいずれかの仮定を用いる。 

1)管理建屋の入口を代表評価点とし，入退域ごとに評価点に 15分間滞在するとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1(3)a) 主蒸気管破断発生後 30日間，タービン建物内に存在する放射性物質を線源とした

スカイシャインガンマ線による，入退域時の評価点における積算線量を計算している。 

7.4.1(3)b) スカイシャインガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガ

ンマ線の線源の計算」で解析した結果を用いている。 

7.4.1(3)c) 線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算

している。 

7.4.1(3)d) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30 日間の積算線量を

所要時間の割合で配分して評価している。 

7.4.1(3)e) 計算に当たっては，1)の仮定を用いて評価している。 

7.4.1(3)e)1) 入退域時の評価点は，１号機タービン建物の入口として評価している。 
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2)入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し，移動経路に従っ

た適切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合，移動に伴って，複数の評価点を設

定してもよい【解説 7.5】。 

f)スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。 

外部被ばく線量＝入退域時スカイシャインガンマ線積算線量 

×直交替による所要時間割合＊1 

*1) 例：4直 3交替勤務･片道 15分の場合  

0.015625＝（0.25h/直×2×3直×30日／4）／（24h×30日） 

 

図 7.17 主蒸気管破断時の建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による入退域時の

被ばく（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1(3)f) スカイシャインガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示されたとおり計算

している。 
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7.4.2 建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による入退域時の被ばく 

(1) 原子炉冷却材喪失時の線量評価（BWR 型原子炉施設） 

a)原子炉冷却材喪失発生後 30日間，原子炉建屋（二次格納施設）内に存在する放射性物質を

線源とした直接ガンマ線による，入退域時の評価点における積算線量を計算する（図 7.18）。 

 

b)直接ガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」

で解析した結果を用いる。 

c)線源から評価点に至るまでの遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算する。 

 

d)入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間の積算線量を所要時間

の割合で配分する【解説 7.4】。 

e)計算に当たっては，次の 1)又は 2)のいずれかの仮定を用いる。  

1)管理建屋の入口を代表評価点とし，入退域ごとに評価点に 15分間滞在するとする。  

2)入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し，移動経路に従っ

た適切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合，移動に伴って，複数の評価点を設

定してもよい【解説 7.5】。 

f）直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。 

外部被ばく線量＝入退域時直接ガンマ線積算線量 

×直交替による所要時間割合＊1  

*1) 例：4直 3交替勤務･片道 15分の場合 

0.015625＝（0.25h/直×2×3直×30日／4）／（24h×30日） 

 

7.4.2 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

 

7.4.2(1)a) 原子炉冷却材喪失発生後 30日間，原子炉建物（二次格納施設）内に存在する放射

性物質を線源とした直接ガンマ線による，入退域時の評価点における積算線量を計算してい

る。 

7.4.2(1)b) 直接ガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線

源の計算」で解析した結果を用いている。 

7.4.2(1)c) 線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算

している。 

7.4.2(1)d) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30 日間の積算線量を

所要時間の割合で配分して評価している。 

7.4.2(1)e) 計算に当たっては，1)の仮定を用いて計算している。 

7.4.2(1)e)1)入退域時の評価点は，１号機タービン建物の入口として評価している。  

 

 

 

7.4.2(1)f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示されたとおり計算している。 
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図 7.18 原子炉冷却材喪失時の建屋内の放射性物質からの直ガンマ線による入退域時に被ばく

（ＢＷＲ型原子炉施設） 

 

(3) 主蒸気管破断時の線量評価（BWR型原子炉施設） 

a)主蒸気管破断発生後 30日間，タービン建屋内に存在する放射性物質を線源とした直接ガン

マ線による，入退域時の評価点における積算線量を計算する（図 7.20）。 

b)直接ガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源の計算」

で解析した結果を用いる。 

c)線源から評価点に至るまでの遮へい効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算する。 

 

d)入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間の積算線量を所要時間

の割合で配分する【解説 7.4】。 

e)計算に当たっては，次の 1)又は 2)のいずれかの仮定を用いる。 

1)管理建屋の入口を代表評価点とし，入退域ごとに評価点に 15分間滞在するとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2(3)a) 主蒸気管破断発生後 30日間，タービン建物内に存在する放射性物質を線源とした

直接ガンマ線による，入退域時の評価点における積算線量を計算している。 

7.4.2(3)b) 直接ガンマ線の線源強度は，「6.1スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線

源の計算」で解析した結果を用いている。 

7.4.2(3)c) 線源から評価点に至るまでの遮蔽効果を，構造物の配置，形状及び組成から計算

している。 

7.4.2(3)d) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30 日間の積算線量を

所要時間の割合で配分して評価している。 

7.4.2(3)e) 計算に当たっては，1)の仮定を用いて評価している。 

7.4.2(3)e)1) 入退域時の評価点は，１号機タービン建物の入口として評価している。 
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2)入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し，移動経路に従っ

た適切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合，移動に伴って，複数の評価点を設

定してもよい【解説 7.5】。 

f)直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。 

外部被ばく線量＝室内作業時直接ガンマ線積算線量 

×直交替による所要時間割合＊1  

*1) 例：4直 3交替勤務･片道 15分の場合 

0.015625＝（0.25h/直×2×3直×30日／4）／（24h×30日） 

 

 

図 7.20 主蒸気管破断時の建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による入退域時の被ばく（Ｂ

ＷＲ型原子炉施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2(3)f) 直接ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示されたとおり計算している。 
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 原子力発電所中央制御室の居住性 に係る被ばく評価手法について（内規） 中央制御室の居住性（設計基準）に係る被ばく評価の適合状況 

7.5 大気中へ放出された放射性物質による入退域時の被ばく 

(1) 次の a)及び b)の被ばく経路からの運転員の被ばくを，7.5.1 から 7.5.2 までに示す方法で

計算する。 

a)大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく 

b)大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取による入退域時の被ばく 

(2)大気中に放出された放射性物質が大気中を拡散し，放出源付近の建屋の巻き込み影響を受け

る場合にはその効果を計算したうえで（5.大気拡散の評価），中央制御室を含む当該建屋の

周辺の放射性物質の濃度を計算する。 

a)建屋影響を考慮しない場合 

建屋の影響を考慮しない場合は，5.1.1(1)の方法で計算した建屋周辺の濃度分布の結果を

用いる（図 7.21）。 

b)建屋影響を考慮する場合 

建屋の影響を考慮する場合は，5.1.1(2)及び(3)の方法で計算した建屋周辺の濃度分布の結

果を用いる（図 7.22）。 

 

図 7.21 建屋影響がない場合 

7.5 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.5.(1) 大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく及び吸入摂

取による入退域時の被ばく経路からの運転員の被ばくは，7.5.1 から 7.5.2 までに示す方法で

計算している。 

 

7.5.(2) 大気中に放出された放射性物質が大気中を拡散し，放出源付近の建物の巻き込み影響

を受ける場合にはその効果を計算したうえで（5.大気拡散の評価），中央制御室を含む当該建

物の周辺の放射性物質の濃度を計算している。 

7.5.(2)a)建物の影響を考慮するため，7.5(2)b)の方法で評価している。 

 

 

7.5(2)b) 建物の影響を考慮するため，5.1.1(2)及び(3)の方法で計算した建物周辺の濃度分布

の結果を用いて評価している。 
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図 7.22 建屋影響がある場合 

7.5.1 大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく  

(1) 大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による被ばくを計算する（図 7.23）。 

ただし，事故発生直後の短時間に集中して放出される放射性物質（主蒸気管破断時の半球

状雲，蒸気発生器伝熱管破損時の２次系への漏えい停止までの放出など）による線量につ

いては，入退域時の線量としては評価しない【解説 7.1】。 

(2) 建屋から大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による運転員の交替のための入退

域時の線量を計算する。 

(3) 入退域時の線量は入退域評価点での相対線量 D/Qを求め，これに放射性物質（この場合 は，

放射能）の放出率を乗じて求める。 

(4) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間の積算線量を所要時間の

割合で配分する。 

(5）入退域時の計算に当たっては，以下のいずれかの仮定を用いる。 

a)管理建屋の入口を代表評価点とし，入退域ごとに評価点に，15分間滞在するとする。 

b)入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し，移動経路に従った適

切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合，移動に伴って，複数の評価点を設定しても

よい。【解説 7.5】 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.5.1(1) 大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による被ばくを計算してい

る。ただし，事故発生直後の短時間に集中して放出される放射性物質（主蒸気管破断時の半球

状雲）による線量については，入退域時の線量としては評価していない。 

 

7.5.1(2) 建物から大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による運転員の交替のため

の入退域時の線量を計算している。 

7.5.1(3) 入退域時の線量は入退域評価点での相対線量 D／Qを求め，これに放射性物質（この

場合は，放射能）の放出率を乗じて評価している。 

7.5.1(4) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30 日間の積算線量を所

要時間の割合で配分している。 

7.5.1(5) 入退域時の計算に当たっては，a)の仮定を用いて評価している。 

7.5.1(5)a) 入退域時の評価点は，１号機タービン建物の入口として評価している。 
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(6) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，次のとおり計算する。 

外部被ばく線量＝放出希ガス等（BWRプラントの主蒸気管破断では、ハロゲン等を

含む）のガンマ線による実効線量 

×直交替による入退所要時間割合＊1  

*1) 例：4直 3交替勤務･片道 15分の場合  

0.015625＝（0.25h/直×2×3直×30日／4）／（24h×30日） 

ここで，ガンマ線による運転員の実効線量は，(7.10)式によって計算する。 

 

 

 

 

 

 

7.5.1(6) ガンマ線による運転員の外部被ばく線量は，示されたとおり計算している。 
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図 7.23 原子炉冷却材喪失時の放射性雲のガンマ線による 

入退域時の被ばく 

 

7.5.2 大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取による入退域時の被ばく 

(1) 大気中へ放出された放射性物質を吸入摂取することによる被ばくを計算する（図 7.24）。た

だし，事故発生直後の短時間に集中して放出される放射性物質（主蒸気管破断時の半球状雲， 

蒸気発生器伝熱管破損時の２次系への漏えい停止までの放出など）による線量については， 

入退域時の線量としては評価しない【解説 7.1】。 

(2) 入退域時の線量は入退域評価点での相対濃度χ/Qを求め，これに放射性物質の放出率を乗じ

て求める。線量換算係数，呼吸率を乗じて求める。 

(3) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30日間の積算線量を所要時間の

割合で配分する。 

(4) 被ばく低減方策として，例えば，防護マスク着用による放射性よう素の吸入による内部被ば

くの低減をはかる場合には，その効果及び運用条件を適切に示して評価に反映してもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2 →被ばく評価手法（内規）のとおり 

7.5.2(1) 大気中へ放出された放射性物質を吸入摂取することによる被ばくを計算している。

ただし，事故発生直後の短時間に集中して放出される放射性物質（主蒸気管破断時の半球状雲）

による線量については， 入退域時の線量としては評価していない。 

 

7.5.2(2) 入退域時の線量は入退域評価点での相対濃度χ／Qを求め，これに放射性物質の放出

率を乗じて評価している。線量換算係数，呼吸率を乗じて評価している。 

7.5.2(3) 入退域での所要時間を，運転員の勤務状態に即して計算し，30 日間の積算線量を所

要時間の割合で配分して評価している。 

7.5.2(4) 被ばく低減方策として，防護マスク着用を考慮していない。 
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(5) 計算に当たっては，以下のいずれかの仮定を用いる。 

a)管理建屋の入口を代表評価点とし，入退域ごとに評価点に 15分間滞在するとする。 

b)入退域時の移動経路及び入退域に要する時間をプラントごとに計算し，移動経路に従った適

切な評価点及び滞在時間を設定する。この場合，移動に伴って，複数の評価点を設定しても

よい【解説 7.5】。 

 

(6) 吸入摂取による運転員の内部被ばく線量は，次のとおり計算する。 

内部被ばく線量＝放出よう素の吸入摂取による実効線量 

×直交替による所要時間割合＊1  

*1) 例：4直 3交替勤務･片道 15分の場合  

0.015625＝（0.25h/直×2×3直×30日／4）／（24h×30日）  

ここで，吸入摂取による運転員の実効線量は，(7.11)式によって計算する。 

 

7.5.2(5) 入退域時の計算に当たっては，a)の仮定を用いて評価している。 

7.5.2(5)a) 入退域時の評価点は，１号機タービン建物の入口として評価している。 

 

 

 

 

7.5.2(6) 吸入摂取による運転員の内部被ばく線量は，示されたとおり計算している。 
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図 7.24 原子炉冷却材喪失時の放射性雲の吸入摂取による入退域時の被ばく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

76 

2．設計基準事故時(原子炉冷却材喪失)の中央制御室の居住性に係る被ばく評価における原子

炉格納容器漏えい率について 

 

原子炉格納容器からの漏えい率は，被ばく評価手法（内規）において，原子炉格納容器の

設計漏えい率及び原子炉格納容器内の圧力に対応した漏えい率に余裕を見込んだ値とするよ

うに記述されている。 

島根２号機の評価においては，ライセンシングレポート＊に基づき，「GE の評価式」，「AEC

の評価式」，「定常流の式」を考慮し，事故時の原子炉格納容器からの漏えいによる被ばく量

を保守的に評価する観点から，設計漏えい率 0.5％／day一定を設定している。 

 

注記＊：沸騰水型原子力発電所 事故時の被ばく評価手法について（HLR-021訂 9） 
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3．設計基準事故時(原子炉冷却材喪失)の中央制御室の居住性に係る被ばく評価における ECCS

再循環系からの漏えいの考慮について 

 

ECCSの再循環運転については，被ばく評価手法（内規）にて，以下の通り記述されている。 

 

・ECCSが再循環モードで運転され，原子炉格納容器内の水が原子炉格納容器外に導かれ

る場合には，原子炉格納容器外において設計漏えい率に余裕を見込んだ漏えい率での再

循環水の漏えいがあると仮定する。 

・再循環水中には，事象発生直後，よう素の炉心内蓄積量の 50％が溶解するとし，ECCS

の再循環系から原子炉建物に漏えいしたよう素の気相への移行率は 5％，原子炉建物内

でのよう素の沈着率は 50％と仮定する。 

 

２号機の評価においては，ECCSからの漏えいによる放出量は，原子炉格納容器内気相部か

らの漏えいによる放出量に比べて十分に小さく（0.3％未満＊），有意な寄与はないため，ECCS

により格納容器外へ導かれたサプレッション・チェンバのプール水の漏えいによる核分裂生

成物の放出量の評価は省略している。 

 

 

注記＊：「沸騰水型原子力発電所 事故時の被ばく評価手法について HLR-021訂 9 株式会

社日立製作所，平成 16年 1月」の付録 6 に基づく評価値 

 

3.1再循環系からの冷却材漏えい量 

再循環系からの冷却材漏えいを考慮する場合，冷却材中に溶解したよう素が再循環系か

ら原子炉建物内に漏えいし，非常用ガス処理系のよう素除去フィルタを経て排気筒より大

気へ放出される。再循環系からの漏えいによる環境への放出放射能量は，各核種について

以下のとおり評価する。 

 

(1) 冷却材中の存在量 

事故発生からｔ秒後の冷却材中の核分裂生成物の存在量は，次式で計算する。 

 

ＱECCS(ｔ)＝ｑC・exp{－(λR・ｔ)} ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 

 

ここで， 

ＱECCS(ｔ) ：ｔ秒後の冷却材中の存在量(Bq) 

ｑC ：事故直後の冷却材中の存在量(Bq)（炉内内蔵量の 50％） 

λR ：崩壊定数(1/s) 

ｔ ：事故後の時間(s) 
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(2) 原子炉建物内の存在量 

再循環系から原子炉建物内に漏えいが継続している場合の t 秒後における原子炉建物

内の核分裂生成物の存在量は，次式で計算する。 

 

ＱRB(ｔ)＝ＦP・ＦI・ｑC・exp{－(λR・Ｔs)}・λLECCS／λLSGT 

・[exp{－λR・(ｔ-Ｔs)}－exp{－(λR＋λLSGT)・(ｔ-Ｔs)}] ・・・ (2) 

 

ここで， 

ＱRB(ｔ)   ：ｔ秒後の原子炉建物内の存在量(Bq) 

ＦP ：再循環水中のよう素の気相中への移行率(0.05) 

ＦI ：原子炉建物内でのよう素沈着割合(0.5) 

Ｔs ：再循環開始時間(s)(0秒) 

λLECCS ：再循環系からの冷却材漏えい率(1/s)（約 7.937×10－10） 

λLSGT ：非常用ガス処理系換気率(1/s)（1回/d＝約 1.157×10－5） 

 

(3) 大気への放出量 

事故後に非常用ガス処理系により換気され，排気筒から大気に放出される核分裂生成

物の放出量は，次式で計算する。 

 

ＱT0(t)＝  (1－ｆSGT)・λLSGT・ＱRB(ｔ) dt ・・・・・・・・・・・・ (3) 

 

ここで， 

ＱT0(t)     ：大気への放出量(Bq) 

Ｔo ：再循環系からの漏えい期間(s) 

ｆSGT ：非常用ガス処理系フィルタのよう素除去効率(0.99)  

 

再循環系からの漏えいが無限時間継続するとした場合の大気中に放出される核分裂生

成物の量ＱH(Bq)は，(3)式においてＴ0→∞とおくことにより次式で計算する 

 

ＱH＝ＦP・ＦI・ｑC・exp{－(λR・Ｔs)}・(1－ｆSGT)・λLECCS 

・λLSGT／{λR・(λR＋λLSGT)}  ・・・・・・・・・・・・ (4) 
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上記に基づき計算した結果，よう素放出量（Ｉ-131等価量）は，原子炉冷却材漏えい事

故時の原子炉格納容器からの漏えいによる放出量約 7.3×1013Bqに対し，再循環系からの

漏えいによる放出量は約 2.2×1011Bqとなり，再循環系からの漏えいによる放出量の寄与

は約 0.30%となる。  
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4．設計基準事故時(主蒸気管破断)の中央制御室の居住性に係る被ばく評価における燃料棒か

らの追加放出量について 

 

燃料棒からの追加放出量については，被ばく評価手法（内規）にて，以下の通り記述され

ている。 

 

・原子炉圧力の減少に伴う燃料棒からの追加放出量を，Ｉ-131は先行炉等での実測データ

に基づく値に安全余裕を見込んだ値とし，その他の放射性物質はその組成を平衡組成と

して求める。希ガスはよう素の 2倍の放出量とする。 

 
島根原子力発電所２号機の評価においては，燃料棒からの追加放出量を以下の通り設定し

ている。 

 

・よう素 

①Ｉ-131：7.4×1013Bq＊1 

②その他の放射性物質：平衡組成として求める 

・希ガス：よう素の 2倍 

 

注記＊1：全希ガス漏えい率（f値）1mCi/s（3.7×107Bq/s）当たりの追加放出量の 97%累

積出現頻度値（μ＋2σ）（19Ci）を基に追加放出量を設定する＊2。被ばく評価

上の f 値を 100mCi/s(3.7×109Bq/s)＊3とし，この f 値（100mCi/s）の 97%累積

出現頻度に相当する値は 1900Ci（約 7.0×1013Bq）となり，この値に余裕を見

込んで，I-131の追加放出量を 2000Ci（7.4×1013Bq）と設定している。 

＊2：参考文献 沸騰水型原子力発電所 事故時の被ばく評価手法について（HLR-021

訂 9） 

＊3：BWR及び ABWRプラントにおける f値の実績に十分余裕をみた値 
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5．居住性評価に用いた気象資料の代表性について 

 

島根原子力発電所敷地内において観測した 2009年 1月から 2009年 12 月までの 1年間の気

象データを用いて評価を行うに当たり，当該 1年間の気象データが長期間の気象状態を代表し

ているかどうかの検討をＦ分布検定により実施した。以下に検定方法及び検定結果を示す。 

 

5.1 検定方法 

  （1）検定に用いた観測データ 

気象資料の代表性を確認するに当たっては，通常は被ばく評価上重要な排気筒高

所風を用いて検定するものの，被ばく評価では保守的に地上風を使用することもあ

ることから，排気筒高さ付近を代表する標高 130mの観測データに加え，参考として

標高 28.5mの観測データを用いて検定を行った。 

   （2）データ統計期間 

      検定年：2009年 1月～2009年 12月 

      統計年：2008年 1月～2008年 12月，2010年 1月～2018年 12月 

 

  （3）検定方法 

不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順に従って検定を行った。 

  

5.2 検定結果 

検定結果は表5－1に示すとおり，排気筒高さ付近を代表する標高130m及び地上付近を代

表する標高28.5mの観測デ－タについて，有意水準5％で棄却された項目は無かった（0項目）。 

以上のことから，評価に使用している気象デ－タは，長期間の気象状態を代表している

ものと判断した。 

  棄却検定表を表 5－2から表 5－5に示す。 

 

表 5－1 検定結果 

検定年 統計年 
棄却数 

標高 28.5m 標高 130m 

2009 年 

2008 年 1 月～

2008年 12月， 

2010 年 1 月～

2018年 12月 

0 個 0 個 
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表 5－2 標高 28.5m の棄却検定表（風向） 

観測場所 ： 露場（標高 28.5m，地上高 20m）（％） 
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表 5－3 標高 28.5mの棄却検定表（風速分布） 

 

観測場所 ： 露場（標高 28.5m，地上高 20m）（％） 
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表 5－4 標高 130mの棄却検定表（風向） 

 

観測場所：管理事務所屋上（標高 130m，地上高 115m）（％） 
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表 5－5 標高 130mの棄却検定表（風速分布） 

 

観測場所：管理事務所屋上（標高 130m，地上高 115m）（％） 
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6. 空気流入率測定試験結果及び差圧測定試験結果について 

 

6.1 空気流入率測定試験結果 

被ばく評価手法（内規）の別添資料「原子力発電所の中央制御室の空気流入率測定試験手

法」に基づき，島根原子力発電所第１号及び第２号機中央制御室について 2017 年 8 月に試験

を実施した結果，空気流入率は最大で 0.082 回/h（+0.0030(95％信頼限界値)）である。試験

結果の詳細を表 6－1 に示す。 

 

表 6－1 空気流入率試験結果 

項目 内容 

試験日程 2017年 8月 1日～2017年 8月 2日（１，２号機停止中） 

試験の特徴 島根原子力発電所第１／２号機中央制御室 

均一化の程度 

系統 
トレーサガス濃度測定値の場所によるバラツキ： 

（測定値－平均値）／平均値（％） 

Ａ系 ― 

Ｂ系 －6.4％～4.5％ 

試験手法 全サンプリング点による試験手法 

適用条件 

内容 適用 備考 

トレーサガス濃度測定値のバラツキが平均値

の±10％以内か。 
○  

決定係数Ｒ2が 0.90以上であること。 ― 
均一化の目安を

満足している。 

①中央制御室の空気流入率が，別区画に比べて

小さいこと。 
― 

均一化の目安を

満足している。 

②特異点の除外が，1時点の全測定データ個数

の 10％未満であること。 
― 

特異点の除外は

無い。 

③中央制御室以外の空気流入率が大きい区画

に，立入規制等の管理的措置を各種マニュア

ル等に明記し，運転員へ周知すること。 

― 

特定の区画を除

外せずすべての

区画を包含する

リーク率で評価

している。 

試験結果 

系統 
空気流入率 

（＋以下は95％信頼限界値） 
決定係数Ｒ2 

Ａ系 ― ― 

Ｂ系 0.082回/h（+0.0030） ― 

特記事項 なし 

 

空気流入率測定試験における均一化確認については，表 6－2に実測値を示す。 

また，均一化測定の代表点 3の測定箇所については，図 6－1に示す。 
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表 6－2 空気流入率測定試験における均一化確認（実測値）（1/2） 
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表 6－2 空気流入率測定試験における均一化確認（実測値）（2/2） 
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図 6－1 空気流入率測定試験における均一化確認の代表点 

  

代表点３ 
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6.2 差圧測定試験結果 

中央制御室を正圧化するために必要となる空気供給量について，中央制御室空調換気系差

圧測定試験により測定し決定する。大気間差圧は，大気圧基準点と中央制御室バウンダリ内

各測定点での気圧を気圧計にて同時測定を行った。計測値は，大気圧基準点高さに補正算出

した。試験結果を図 6－2に示す。 

 

 

 

図 6－2 中央制御室空調換気系差圧測定試験結果 

 

図 6－2より，中央制御室正圧化に必要な空気供給量は 17160m3/hである。よって，必要な

空気供給量は上記風量に設計裕度をもった 17500m3/hとする。 

なお，図 6－2 に示した給気隔離弁開度 50％の差圧測定結果では，一部の測定場所におい

て必要正圧（外気に対して＋20Pa以上）を達成できていないが，これは，隣接エリアの換気

設備が運転状態であることが影響していると考えられ，重大事故発生時には隣接エリアの換

気設備は停止状態と考えられることから，外気に対して＋20Pa 以上を満足可能＊と考えてい

る。 

注記＊：図 6－3に給気隔離弁開度 10％（隣接空調運転）の時の差圧測定結果を，図 6－4 
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に給気隔離弁開度 10％（隣接空調停止）の時の差圧測定結果を示す。 

図 6－3 及び図 6－4から，隣接エリアの換気設備を停止した場合，制御室建物

3 階の差圧が約 30～40Pa正圧方向にシフトしており，隣接エリアの換気設備の運

転状態が大気間差圧に影響を及ぼしていることを確認できる。なお，ここでいう

隣接エリアの換気設備とは，１号機放射線管理室空調換気系，タービン建物空調

換気系及び２号機廃棄物処理建物空調換気系を指す。 

 

  



 

92 

 

 

 

図 6－3 大気間差圧測定結果（給気隔離弁開度 10％（隣接空調運転）） 
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図 6－4 大気間差圧測定結果（給気隔離弁開度 10％（隣接空調停止）） 
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7．審査ガイドへの適合状況 

 7.1 はじめに 

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性に係る被ばく評価に関

する「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ば

く評価に関する審査ガイド」（令和 3年 6月 23日 原規技発第 2106233号 原子力規制委

員会決定）(以下「審査ガイド」という。)への適合状況について，表 7－1に示す。
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表 7－1 審査ガイドへの適合状況 

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る 

被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の審査ガイドへの適合状況 

３．制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 

 

（解釈より抜粋） 

第７４条（原子炉制御室） 

１ 第７４条に規定する「運転員がとどまるために必要な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について、

次の要件を満たすものであること。 

① 設置許可基準規則解釈第３７条の想定する格納容器破損モードのう

ち、原子炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる

事故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、

格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した

場合）を想定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実施の

ための体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体

制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7日間で 100mSv を超えないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b) → 審査ガイドどおり 

 

①  評価事象については，「想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御

室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した

事故シーケンス」として，格納容器破損防止対策に係る有効性評価におけ

る雰囲気圧力・温度による静的負荷のうち，格納容器過圧の破損モードに

おいて想定している「冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全

交流動力電源喪失」を選定した。当該事故シーケンスにおいては第一に残

留熱代替除去系により事象を収束するが，被ばく評価においては，残留熱

代替除去系による格納容器除熱に失敗し，格納容器フィルタベント系を用

いた格納容器ベントを実施する場合についても想定した。なお，よう素放

出量の低減対策として導入した格納容器内 pH 制御については，その効果に

期待しないものとした。 

 

② 中央制御室滞在時及び入退域時ともにマスクの着用を考慮した。また，実施

のための体制を整備している。 

③ 運転員の勤務形態（4直 2交替）を考慮して評価している。また，実施のた

めの体制を整備している。 

④ 運転員の実効線量が 7日間で 100mSv を超えないことを確認している。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る 

被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の審査ガイドへの適合状況 

４． 居住性に係る被ばく評価の標準評価手法 

４．１ 居住性に係る被ばく評価の手法及び範囲 

① 居住性に係る被ばく評価にあたっては最適評価手法を適用し、「4.2 居住性

に係る被ばく評価の共通解析条件」を適用する。ただし、保守的な仮定及び

条件の適用を否定するものではない。 

② 実験等を基に検証され、適用範囲が適切なモデルを用いる。 

③ 不確かさが大きいモデルを使用する場合や検証されたモデルの適用範囲を

超える場合には、感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮する。 

 

（１）被ばく経路 

原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価では、

次の被ばく経路による被ばく線量を評価する。図 1に、原子炉制御室の居住性

に係る被ばく経路を、図 2に、緊急時制御室又は緊急時対策所の居住性に係る

被ばく経路をそれぞれ示す。 

ただし、合理的な理由がある場合は、この経路によらないことができる。 

① 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内での被ばく 

原子炉建屋（二次格納施設（BWR 型原子炉施設）又は原子炉格納容器及びアニ

ュラス部（PWR型原子炉施設））内の放射性物質から放射されるガンマ線によ

る原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での被ばく線量を、次の二つ

の経路を対象に計算する。 

一 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による外部被

ばく 

二 原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による外部被ばく 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1→審査ガイドどおり 

最適評価手法を適用し，「4.2 居住性に係る被ばく評価の共通解析条件」に

基づいて評価している。 

 

実験等に基づいて検証されたコードやこれまでの許認可で使用したモデルに

基づいて評価している。 

 

 

4.1（1）→審査ガイドどおり 

中央制御室の居住性に係る被ばく経路は図 1 のとおり，①～⑧の経路に対し

て評価している。 

 

 

 

4.1（1）①→審査ガイドどおり 

 

 

 

 

 

原子炉建物内等の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による中央制御

室内での外部被ばく線量を評価している。 

原子炉建物内等の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制御室内での外

部被ばく線量を評価している。 
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② 大気中へ放出された放射性物質による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急

時対策所内での被ばく 

大気中へ放出された放射性物質から放射されるガンマ線による外部被ばく線量

を、次の二つの経路を対象に計算する。 

一 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（クラウドシャ

イン） 

 

二 地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（グランド

シャイン） 

 

 

③ 外気から取り込まれた放射性物質による原子炉制御室／緊急時制御室／緊

急時対策所内での被ばく 

原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれた放射性物質によ

る被ばく線量を、次の二つの被ばく経路を対象にして計算する。 

なお、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれた放射性

物質は、室内に沈着せずに浮遊しているものと仮定して評価する。 

一 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた

放射性物質の吸入摂取による内部被ばく 

二 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた

放射性物質からのガンマ線による外部被ばく 

 

④ 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域での被ばく 

原子炉建屋内の放射性物質から放射されるガンマ線による入退域での被ばく線

量を、次の二つの経路を対象に計算する。 

一 原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による外部被

ばく 

二 原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線による外部被ばく 

 

 

 

4.1（1）②→審査ガイドどおり 

 

 

 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での外部

被ばく（クラウドシャイン）は，放射性物質の放出量，大気拡散の効果及び建

物によるガンマ線の遮蔽効果を考慮し評価している。 

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での外部被

ばく（グランドシャイン）は，放射性物質の放出量，大気拡散の効果及び沈着

速度並びに建物によるガンマ線の遮蔽効果を考慮し評価している。 

 

4.1（1）③→審査ガイドどおり 

 

 

 

中央制御室に取り込まれた放射性物質は，中央制御室内に沈着せずに浮遊し

ているものと仮定して評価している。 

中央制御室内に取り込まれた放射性物質からのガンマ線による外部被ばく及

び吸入摂取による内部被ばくの和として実効線量を評価している。 

 

 

 

4.1（1）④→審査ガイドどおり 

 

原子炉建物内等の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による入退域時

の外部被ばく線量を評価している。 

原子炉建物内等の放射性物質からの直接ガンマ線による入退域時の外部被ば

く線量を評価している。 

 

 

 



 

 

98 

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る 

被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の審査ガイドへの適合状況 

⑤ 大気中へ放出された放射性物質による入退域での被ばく 

大気中へ放出された放射性物質による被ばく線量を、次の三つの経路を対象

に計算する。 

一 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（クラウドシャ

イン） 

二 地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（グランド

シャイン） 

三 放射性物質の吸入摂取による内部被ばく 

 

（２）評価の手順 

原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の手順

を図 3に示す。 

a． 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に

用いるソースタームを設定する。 

・原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価では、格納容器破損防止対策の有効

性評価（参 2）で想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御室の運転員又

は対策要員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事

故シーケンス（この場合、格納容器破損防止対策が有効に働くため、格納容

器は健全である）のソースターム解析を基に、大気中への放射性物質放出量

及び原子炉施設内の放射性物質存在量分布を設定する。 

・緊急時制御室又は緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価では、放射性物質

の大気中への放出割合が東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等

と仮定した事故に対して、放射性物質の大気中への放出割合及び炉心内蔵量

から大気中への放射性物質放出量を計算する。 

また、放射性物質の原子炉格納容器内への放出割合及び炉心内蔵量から原子炉

施設内の放射性物質存在量分布を設定する。 

 

 

 

 

 

4.1（1）⑤→審査ガイドどおり 

 

 

放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による入退域時の外部被ばく（クラ

ウドシャイン）を評価している。 

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による入退域時の外部被ばく

（グランドシャイン）を評価している。 

放射性物質の吸入摂取による入退域時の内部被ばくを評価している。 

 

4.1（2）→ 審査ガイドどおり 

中央制御室居住性に係る被ばくは図 3の手順に基づいて評価している。 

 

4.1（2）ａ. → 審査ガイドどおり 

評価事象については，「想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御室

の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シ

ーケンス」として，格納容器破損防止対策に係る有効性評価における雰囲気圧

力・温度による静的負荷のうち，格納容器過圧の破損モードにおいて想定して

いる「冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」

を選定した。当該事故シーケンスにおいては第一に残留熱代替除去系により事

象を収束するが，被ばく評価においては，残留熱代替除去系による格納容器除

熱に失敗し，格納容器フィルタベント系を用いた格納容器ベントを実施する場

合について想定している。原子炉格納容器から格納容器フィルタベント系への

流入量，及び，原子炉格納容器から原子炉建物への漏えい量を，ＭＡＡＰ解析

及び NUREG-1465の知見を用いて評価している。ただし，ＭＡＡＰコードではよ

う素の化学組成は考慮されないため，粒子状よう素，無機よう素及び有機よう

素については，大気中への放出量評価条件を設定し，放出量を評価している。

なお，よう素放出量の低減対策として導入した原子炉格納容器内 pH制御につい

ては，その効果に期待しないものとした。 
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b．原子炉施設敷地内の年間の実気象データを用いて、大気拡散を計算して相対

濃度及び相対線量を計算する。 

 

 

 

 

c．原子炉施設内の放射性物質存在量分布から原子炉建屋内の線源強度を計算す

る。 

 

 

d．原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での運転員又は対策要員の被

ばく線量を計算する。 

・上記 c の結果を用いて、原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線（スカ

イシャインガンマ線、直接ガンマ線）による被ばく線量を計算する。 

・上記 a 及び b の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質及び地表面

に沈着した放射性物質のガンマ線による外部被ばく線量を計算する。 

・上記 a 及び b の結果を用いて、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策

所内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく線量（ガンマ線によ

る外部被ばく及び吸入摂取による内部被ばく）を計算する。 

e．上記 d で計算した線量の合計値が、判断基準を満たしているかどうかを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1（2）b.→審査ガイドどおり 

被ばく評価に用いる相対濃度と相対線量は，大気拡散の評価に従い実効放出

継続時間を基に計算した値を年間について小さいほうから順に並べて整理し，

累積出現頻度 97％に当たる値を用いている。評価においては，島根原子力発電

所敷地内において観測した 2009年 1月～2009年 12月の 1年間における気象デ

ータを使用している。 

4.1（2）c.→審査ガイドどおり 

スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による外部被ばく線量を評価する

ために，原子炉施設内の放射性物質存在量分布から原子炉建物内の線源強度を

計算している。 

4.1（2）d.→審査ガイドどおり 

 

前項ｃの結果を用いて，原子炉建物内の放射性物質からのガンマ線による被ば

く線量を計算している。 

前項 a 及び b の結果を用いて，大気中へ放出された放射性物質及び地表面に沈

着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量を計算している。 

前項 a 及び b の結果を用いて，中央制御室内に外気から取り込まれた放射性物

質による被ばく線量（ガンマ線による外部被ばく及び吸入摂取による内部被

ばく）を計算している。 

4.1（2）e.→審査ガイドどおり 

前項 d で計算した線量の合計値が，「判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間

で 100mSv を超えないこと」を満足していることを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る 

被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の審査ガイドへの適合状況 

４．２ 居住性に係る被ばく評価の共通解析条件 

（１）沈着・除去等 

a．原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の非常用換気空調設備フィルタ

効率 

ヨウ素類及びエアロゾルのフィルタ効率は、使用条件での設計値を基に設定す

る。 

なお、フィルタ効率の設定に際し、ヨウ素類の性状を適切に考慮する。 

b．空気流入率 

既設の場合では、空気流入率は、空気流入率測定試験結果を基に設定する。 

新設の場合では、空気流入率は、設計値を基に設定する。（なお、原子炉制御

室／緊急時制御室／緊急時対策所設置後、設定値の妥当性を空気流入率測定試

験によって確認する。） 

 

（２）大気拡散 

a．放射性物質の大気拡散 

・放射性物質の空気中濃度は、放出源高さ及び気象条件に応じて、空間濃度

分布が水平方向及び鉛直方向ともに正規分布になると仮定したガウスプル

ームモデルを適用して計算する。 

なお、三次元拡散シミュレーションモデルを用いてもよい。 

・風向、風速、大気安定度及び降雨の観測項目を、現地において少なくとも

1 年間観測して得られた気象資料を大気拡散式に用いる。 

・ガウスプルームモデルを適用して計算する場合には、水平及び垂直方向の

拡散パラメータは、風下距離及び大気安定度に応じて、気象指針（参 3）にお

ける相関式を用いて計算する。 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性評価で特徴的な放出

点から近距離の建屋の影響を受ける場合には、建屋による巻き込み現象を

考慮した大気拡散による拡散パラメータを用いる。 

 

 

 

 

 

 

4.2（1）a.→審査ガイドどおり 

 

高性能粒子フィルタ及びチャコールフィルタの除去効率は，設計値を基に設

定している。 

フィルタ効率の設定に際しては，よう素類の性状を適切に考慮している。 

4.2（1）b.→審査ガイドどおり 

中央制御室内を正圧化している間は，フィルタを介さない空気の流入は考慮

しない。 

中央制御室内を正圧化していない間は，空気流入率測定試験結果を基に空気

流入率を 0.5回/hとしている。 

 

 

4.2（2）a.→審査ガイドどおり 

放射性物質の空気中濃度は，ガウスプルームモデルを適用して計算している。 

 

 

 

島根原子力発電所敷地内で観測した 2009年 1月から 2009年 12月の 1年間の

気象資料を大気拡散式に用いている。 

水平及び垂直方向の拡散パラメータは，風下距離及び大気安定度に応じて，

気象指針における相関式を用いて計算している。 

 

放出点(格納容器フィルタベント系排気管)から近距離の建物(原子炉建物)の

影響を受けるため，建物による巻き込みを考慮し，建物の影響がある場合の拡

散パラメータを用いている。 
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・原子炉建屋の建屋後流での巻き込みが生じる場合の条件については、放出

点と巻き込みが生じる建屋及び評価点との位置関係について、次に示す条

件すべてに該当した場合、放出点から放出された放射性物質は建屋の風下

側で巻き込みの影響を受け拡散し、評価点に到達するものとする。 

一 放出点の高さが建屋の高さの 2.5倍に満たない場合 

二 放出点と評価点を結んだ直線と平行で放出点を風下とした風向 n につ

いて、放出点の位置が風向 n と建屋の投影形状に応じて定まる一定の

範囲（図 4の領域 An）の中にある場合 

三 評価点が、巻き込みを生じる建屋の風下側にある場合 

上記の三つの条件のうちの一つでも該当しない場合には、建屋の影響は

ないものとして大気拡散評価を行うものとする（参 4）。 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価で

は、建屋の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混合域が顕著であることから、

放射性物質濃度を計算する当該着目方位としては、放出源と評価点とを結

ぶラインが含まれる１方位のみを対象とするのではなく、図 5 に示すよう

に、建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位

を対象とする。 

・放射性物質の大気拡散の詳細は、「原子力発電所中央制御室の居住性に係

る被ばく評価手法について（内規）」（参 1）による。 

 

b．建屋による巻き込みの評価条件 

・巻き込みを生じる代表建屋 

1) 原子炉建屋の近辺では、隣接する複数の建屋の風下側で広く巻き込みに

よる拡散が生じているものとする。 

2) 巻き込みを生じる建屋として、原子炉格納容器、原子炉建屋、原子炉補

助建屋、タービン建屋、コントロ－ル建屋及び燃料取り扱い建屋等、原

則として放出源の近隣に存在するすべての建屋が対象となるが、巻き込

みの影響が最も大きいと考えられる一つの建屋を代表建屋とすること

は、保守的な結果を与える。 

 

 

一～三のすべての条件に該当するため，建物による巻き込みを考慮して評価

している。 

 

 

各放出点の高さは建物の高さの 2.5 倍に満たない。 

各放出点の位置は図 4 の領域 An の中にある。 

 

 

評価点（中央制御室等）は，巻き込みを生じる建物（原子炉建物）の風下側

にある。 

 

建物による巻き込みを考慮し，図 5 に示されたように，建物の後流側の拡が

りの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象としている。 

 

 

 

 

放射性物質の大気拡散については，「原子力発電所中央制御室の居住性に係

る被ばく評価手法について（内規）」に基づいて評価している。 

 

4.2（2）b.→審査ガイドどおり 

 

建物巻き込みによる拡散を考慮している。 

 

巻き込みの影響が最も大きい建物として，原子炉建物中心放出時及び格納容

器フィルタベント系排気管は原子炉建物，排気筒（非常用ガス処理系用）放出

時はタービン建物を代表建物としている。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る 

被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の審査ガイドへの適合状況 

・放射性物質濃度の評価点 

1) 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の代表面の

選定 

原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内には、次の i)又は ii)に

よって、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の表

面から放射性物質が侵入するとする。 

i) 事故時に外気取入を行う場合は、主に給気口を介しての外気取入

及び室内への直接流入 

ⅱ) 事故時に外気の取入れを遮断する場合は、室内への直接流入 

 

 

 

 

 

 

2) 建屋による巻き込みの影響が生じる場合、原子炉制御室／緊急時制御室

／緊急時対策所が属する建屋の近辺ではほぼ全般にわたり、代表建屋によ

る巻き込みによる拡散の効果が及んでいると考えられる。 

このため、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所換気空調設備の非

常時の運転モードに応じて、次の i)又は ii)によって、原子炉制御室／緊

急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の表面の濃度を計算する。 

i) 評価期間中も給気口から外気を取入れることを前提とする場合

は、給気口が設置されている原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時

対策所が属する建屋の表面とする。 

ⅱ) 評価期間中は外気を遮断することを前提とする場合は、原子炉制

御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の各表面（屋上面

又は側面）のうちの代表面（代表評価面）を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室は，中央制御室非常用再循環送風機によりフィルタを介した外気

を取り入れるとして評価している。外気取入時の放射性物質濃度の評価点とし

ては中央制御室空調換気系給気口を選定し，保守的に放出点と同じ高さにおけ

る濃度を評価している。 

また，中央制御室非常用再循環送風機により中央制御室を正圧化していない

期間においては，外気が直接流入するとして評価している。放射性物質濃度の

評価点としては中央制御室空調換気系給気口を選定し，保守的に放出点と同じ

高さにおける濃度を評価している。 

 

建物による巻き込みの影響を考慮している。 

 

 

 

 

 

中央制御室は，中央制御室非常用再循環送風機によりフィルタを介した外気

を取り入れるとして評価している。外気取入時の放射性物質濃度の評価点とし

ては中央制御室空調換気系給気口を選定し，保守的に放出点と同じ高さにおけ

る濃度を評価している。 

また，中央制御室非常用再循環送風機により中央制御室を正圧化していない

期間においては，外気が直接流入するとして評価している。放射性物質濃度の

評価点としては中央制御室空調換気系給気口を選定し，保守的に放出点と同じ

高さにおける濃度を評価している。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る 

被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の審査ガイドへの適合状況 

3) 代表面における評価点 

i) 建屋の巻き込みの影響を受ける場合には、原子炉制御室／緊急時

制御室／緊急時対策所の属する建屋表面での濃度は風下距離の依

存性は小さくほぼ一様と考えられるので、評価点は厳密に定める必

要はない。 

屋上面を代表とする場合、例えば原子炉制御室／緊急時制御室／緊

急時対策所の中心点を評価点とするのは妥当である。 

ⅱ) 代表評価面を、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属

する建屋の屋上面とすることは適切な選定である。また、原子炉制

御室／緊急時制御室／緊急時対策所が屋上面から離れている場合

は、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所が属する建屋の側

面を代表評価面として、それに対応する高さでの濃度を対で適用す

ることも適切である。 

ⅲ) 屋上面を代表面とする場合は、評価点として原子炉制御室／緊急

時制御室／緊急時対策所の中心点を選定し、対応する風下距離から

拡散パラメ－タを算出してもよい。 

またσy＝0及びσz＝0として、σy0、σz0の値を適用してもよい。 

・着目方位 

1) 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の被ばく評価の計算では、

代表建屋の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混合域が顕著であることか

ら、放射性物質濃度を計算する当該着目方位としては、放出源と評価点

とを結ぶラインが含まれる１方位のみを対象とするのではなく、図 5 に

示すように、代表建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性の

ある複数の方位を対象とする。 

評価対象とする方位は、放出された放射性物質が建屋の影響を受けて拡

散すること及び建屋の影響を受けて拡散された放射性物質が評価点に届

くことの両方に該当する方位とする。 

具体的には、全 16方位について以下の三つの条件に該当する方位を選定

し、すべての条件に該当する方位を評価対象とする。 

 

 

 

評価点は中央制御室空調換気系給気口としている。 

 

 

 

放射性物質濃度の評価点としては中央制御室空調換気系給気口を選定し，保

守的に放出点と同じ高さにおける濃度を評価している。 

 

 

 

 

 

 

放出点と評価点間の直線距離に基づき，濃度評価の拡散パラメータを算出し

ている。 

 

 

 

建物による巻き込みを考慮し，ⅰ）～ⅲ）の条件に該当する方位を選定し，

建物の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象と

している。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る 

被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の審査ガイドへの適合状況 

ⅰ）放出点が評価点の風上にあること 

ⅱ）放出点から放出された放射性物質が、建屋の風下側に巻き込まれる

ような範囲に、評価点が存在すること。この条件に該当する風向の

方位ｍ１の選定には、図 6のような方法を用いることができる。図 6

の対象となる二つの風向の方位の範囲ｍ１Ａ、ｍ１Ｂのうち、放出点が

評価点の風上となるどちらか一方の範囲が評価の対象となる。放出

点が建屋に接近し、0.5Ｌの拡散領域(図 6のハッチング部分)の内部

にある場合は、風向の方位ｍ１は放出点が評価点の風上となる 180°

が対象となる。 

ⅲ) 建屋の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達すること。この条

件に該当する風向の方位ｍ２の選定には、図 7に示す方法を用いる

ことができる。評価点が建屋に接近し、0.5Ｌの拡散領域(図 7のハ

ッチング部分)の内部にある場合は、風向の方位ｍ２は放出点が評価

点の風上となる 180°が対象となる。 

図 6及び図 7は、断面が円筒形状の建屋を例として示しているが、

断面形状が矩形の建屋についても、同じ要領で評価対象の方位を決

定することができる。 

建屋の影響がある場合の評価対象方位選定手順を、図 8 に示す。 

2) 具体的には、図 9のとおり、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策

所が属する建屋表面において定めた評価点から、原子炉施設の代表建屋

の水平断面を見込む範囲にあるすべての方位を定める。 

幾何学的に建屋群を見込む範囲に対して、気象評価上の方位とのずれに

よって、評価すべき方位の数が増加することが考えられるが、この場合、

幾何学的な見込み範囲に相当する適切な見込み方位の設定を行ってもよ

い。 

・建屋投影面積 

1) 図 10 に示すとおり、風向に垂直な代表建屋の投影面積を求め、放射性

物質の濃度を求めるために大気拡散式の入力とする。 

 

 

 

放出点が評価点の風上にある方位を対象としている。 

放出点から放出された放射性物質が，建物の風下側に巻き込まれ評価点に達

する複数の方位を対象としている。ただし，放出点が 0.5Lの拡散領域の内部に

ある場合は，放出点が評価点の風上となる 180°を対象としている。 

 

 

 

 

 

図 7 に示す方法により，建物の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性

のある複数の方位を評価方位として選定としている。 

 

 

 

 

 

 

「着目方位 1)」の方法により，評価対象の方位を選定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物又はタービン建物の垂直な投影面積を大気拡散式の入力としてい

る。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る 

被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の審査ガイドへの適合状況 

2) 建屋の影響がある場合の多くは複数の風向を対象に計算する必要があ

るので、風向の方位ごとに垂直な投影面積を求める。ただし、対象とな

る複数の方位の投影面積の中で、最小面積を、すべての方位の計算の入

力として共通に適用することは、合理的であり保守的である。 

3) 風下側の地表面から上側の投影面積を求め大気拡散式の入力とする。方

位によって風下側の地表面の高さが異なる場合は、方位ごとに地表面高

さから上側の面積を求める。また、方位によって、代表建屋とは別の建

屋が重なっている場合でも、原則地表面から上側の代表建屋の投影面積

を用いる。 

c．相対濃度及び相対線量 

・相対濃度は、短時間放出又は長時間放出に応じて、毎時刻の気象項目と実

効的な放出継続時間を基に評価点ごとに計算する。 

 

 

・相対線量は、放射性物質の空間濃度分布を算出し、これをガンマ線量計算

モデルに適用して評価点ごとに計算する。 

・評価点の相対濃度又は相対線量は、毎時刻の相対濃度又は相対線量を年間

について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が 97%に当たる値

とする。 

・相対濃度及び相対線量の詳細は、「原子力発電所中央制御室の居住性に係

る被ばく評価手法について（内規）」（参 1）による。 

d．地表面への沈着 

放射性物質の地表面への沈着評価では、地表面への乾性沈着及び降雨による湿

性沈着を考慮して地表面沈着濃度を計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

すべての方位について，原子炉建物又はタービン建物の最小投影面積を用い

ている。 

 

 

原子炉建物又はタービン建物の地表面から上側の投影面積を用いている。 

 

 

 

 

4.2（2）c.→審査ガイドどおり 

相対濃度は，毎時刻の気象項目（風向，風速，大気安定度）及び実効放出継

続時間を基に，原子炉建物放出及び格納容器フィルタベント系排気管放出の場

合は短時間放出の式を適用し，排気筒（非常用ガス処理系用）放出の場合は長

時間放出の式を適用し，評価している。 

相対線量は，放射性物質の空間濃度分布を算出し，これをガンマ線量計算モ

デルに適用して計算している。 

年間の気象データに基づく相対濃度及び相対線量を小さい方から累積し，

97％に当たる値を用いている。 

 

相対濃度及び相対線量の詳細は，「原子力発電所中央制御室の居住性に係る

被ばく評価手法について（内規）」に基づいて評価している。 

4.2（2）d.→審査ガイドどおり 

地表面物質への乾性沈着及び降雨による湿性沈着を考慮して地表面沈着濃度

を計算している。 

沈着速度については線量目標値評価指針を参考に，湿性沈着を考慮して乾性

沈着速度の 4 倍を設定している。乾性沈着速度は NUREG/CR-4551 Vol.2 及び

NRPB-R322より設定している。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る 

被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の審査ガイドへの適合状況 

e．原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内の放射性物質濃度 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の建屋の表面空気中から、次

の二つの経路で放射性物質が外気から取り込まれることを仮定する。 

一 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の非常用換気空調設備に

よって室内に取り入れること（外気取入） 

二 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に直接流入すること（空

気流入） 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内の雰囲気中で放射性物質は、

一様混合すると仮定する。 

なお、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれた放射

性物質は、室内に沈着せずに浮遊しているものと仮定する。 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内への外気取入による放射性

物質の取り込みについては、非常用換気空調設備の設計及び運転条件に従

って計算する。 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれる放射性物質

の空気流入量は、空気流入率及び原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対

策所バウンダリ体積（容積）を用いて計算する。 

 

（３）線量評価 

a．放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室／緊急時制御室

／緊急時対策所内での外部被ばく（クラウドシャイン） 

・放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量は、空気中

時間積分濃度及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積

で計算する。 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内にいる運転員又は対策要員

に対しては、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の建屋によって

放射線が遮へいされる低減効果を考慮する。 

 

 

 

 

4.2（2）e.→審査ガイドどおり 

 

 

中央制御室は外気の取入れにより正圧化し，室内への直接流入を遮断できる

として評価している。中央制御室を正圧化していない間は，室内へ直接流入す

るとして評価している。 

 

中央制御室では放射性物質は一様混合するとし，室内での放射性物質は沈着

せず浮遊しているものと仮定している。 

 

 

中央制御室は外気の取り入れにより正圧化し，室内への直接流入を遮断でき

るとして評価している。中央制御室を正圧化していない間は，室内へ直接流入

するとして評価している。 

直接流入量の評価に当たっては，空気流入率及びバウンダリ容積を用いて計

算している。 

 

 

 

4.2（3）a.→審査ガイドどおり 

中央制御室におけるクラウドシャインについては，放射性物質の放出量，大

気拡散の効果及び建物によるガンマ線の遮蔽効果を考慮し評価している。 

 

 

中央制御室内の運転員については建物による遮蔽効果を考慮している。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る 

被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の審査ガイドへの適合状況 

b．地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内での外部被ばく（グランドシャイン） 

・地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量は、地

表面沈着濃度及びグランドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積

で計算する。 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内にいる運転員又は対策要員

に対しては、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所の建屋によって

放射線が遮へいされる低減効果を考慮する。 

c．原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放射

性物質の吸入摂取による原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内での内

部被ばく 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放

射性物質の吸入摂取による内部被ばく線量は、室内の空気中時間積分濃度、

呼吸率及び吸入による内部被ばく線量換算係数の積で計算する。 

・なお、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれた放射

性物質は、室内に沈着せずに浮遊しているものと仮定する。 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内でマスク着用を考慮する。

その場合は、マスク着用を考慮しない場合の評価結果も提出を求める。 

d．原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放射

性物質のガンマ線による外部被ばく 

・原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放

射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量は、室内の空気中時間積分

濃度及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算す

る。 

・なお、原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所内に取り込まれた放射

性物質は、c 項の内部被ばく同様、室内に沈着せずに浮遊しているものと

仮定する。 

 

 

 

 

4.2（3）b.→審査ガイドどおり 

中央制御室におけるグランドシャインについては，放射性物質の放出量，大

気拡散の効果及び沈着速度並びに建物によるガンマ線の遮蔽効果を考慮し評価

している。 

 

中央制御室内の運転員については建物による遮蔽効果を考慮している。 

 

 

4.2（3）c.→審査ガイドどおり 

 

 

中央制御室における内部被ばく線量については，空気中濃度，呼吸率及び内

部被ばく換算係数から計算している。 

 

中央制御室では室内での放射性物質は沈着せずに浮遊しているものと仮定し

ている。 

マスクの着用を考慮して評価している。また，マスクを着用しない場合につ

いても評価している。 

4.2（3）d.→審査ガイドどおり 

 

中央制御室に取り込まれた放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量

については，空気中濃度及び建物によるガンマ線の遮蔽効果を考慮し評価して

いる。 

 

中央制御室では室内での放射性物質は沈着せずに浮遊しているものと仮定し

ている。 
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e． 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による入退域での外部被ばく（ク

ラウドシャイン） 

・放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量は、空気中

時間積分濃度及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積

で計算する。 

f．地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による入退域での外部被ばく

（グランドシャイン） 

・地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量は、地

表面沈着濃度及びグランドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積

で計算する。 

g．放射性物質の吸入摂取による入退域での内部被ばく 

・放射性物質の吸入摂取による内部被ばく線量は、入退域での空気中時間積

分濃度、呼吸率及び吸入による内部被ばく線量換算係数の積で計算する。 

・入退域での放射線防護による被ばく低減効果を考慮してもよい。 

 

h. 被ばく線量の重ね合わせ 

・同じ敷地内に複数の原子炉施設が設置されている場合、全原子炉施設につ

いて同時に事故が起きたと想定して評価を行うが、各原子炉施設から被ば

く経路別に個別に評価を実施して、その結果を合算することは保守的な結

果を与える。原子炉施設敷地内の地形や、原子炉施設と評価対象位置の関

係等を考慮した、より現実的な被ばく線量の重ね合わせ評価を実施する場

合はその妥当性を説明した資料の提出を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2（3）e.→審査ガイドどおり 

入退域におけるクラウドシャインについては，放射性物質の放出量，大気拡

散の効果を考慮し評価している。 

 

 

4.2（3）f.→審査ガイドどおり 

入退域でのグランドシャイン線量については，地表面沈着濃度及びグランド

シャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積算して計

算している。 

 

4.2（3）g.→審査ガイドどおり 

入退域での内部被ばくについては空気中濃度，呼吸率及び内部被ばく換算係

数から計算している。 

入退域でのマスク着用による被ばく低減効果を考慮している。 

 

4.2（3）h.→複数の原子炉施設の設置変更許可申請を実施していない為考慮し

ない。 
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４．３ 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価の主要解析条件等 

（１）ソースターム 

a．原子炉格納容器内への放出割合 

・原子炉格納容器内への放射性物質の放出割合は、4.1（2）aで選定した事

故シーケンスのソースターム解析結果を基に設定する。 

・希ガス類、ヨウ素類、Cs類、Te類、Ba類、Ru類、Ce 類及び La類を考慮

する。 

・なお、原子炉格納容器内への放出割合の設定に際し、ヨウ素類の性状を適

切に考慮する。 

b．原子炉格納容器内への放出率 

・原子炉格納容器内への放射性物質の放出率は、4.1（2）aで選定した事故

シーケンスのソースターム解析結果を基に設定する。 

（２）非常用電源 

非常用電源の作動については、4.1（2）aで選定した事故シーケンスの事故進

展解析条件を基に設定する。 

ただし、代替交流電源からの給電を考慮する場合は、給電までに要する余裕時

間を見込むこと。 

（３）沈着・除去等 

a．非常用ガス処理系（BWR）又はアニュラス空気浄化設備（PWR） 

非常用ガス処理系（BWR）又はアニュラス空気浄化設備（PWR）の作動について

は、4.1（2）a で選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定する。 

 

b．非常用ガス処理系（BWR）又はアニュラス空気浄化設備（PWR）フィルタ効率 

ヨウ素類及びエアロゾルのフィルタ効率は、使用条件での設計値を基に設定す

る。 

なお、フィルタ効率の設定に際し、ヨウ素類の性状を適切に考慮する。 

c．原子炉格納容器スプレイ 

原子炉格納容器スプレイの作動については、4.1（2）a で選定した事故シーケ

ンスの事故進展解析条件を基に設定する。 

 

 

 

4.3（1）→審査ガイドの趣旨に基づき設定 

4.3（1）a.→審査ガイドどおり 

4.1(2)ａで選定した事故シーケンスのソースターム解析結果を基に設定してい

る。 

希ガス類，よう素類，Cs 類，Te 類，Ba 類，Ru 類，Ce 類及び La 類を考慮し

ている。 

よう素の性状については，Ｒ.Ｇ.1.195 を参照している。 

 

4.3（1）b.→審査ガイドどおり 

4.1(2)ａで選定した事故シーケンスのソースターム解析結果を基に設定してい

る。 

4.3（2）→審査ガイドどおり 

4.1(2)ａで選定した事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定している。 

 

 

 

4.3（3）a.→審査ガイドどおり 

非常用ガス処理系の作動時間については，事故発生から 70 分後（非常用ガス

処理系排気ファン起動 60 分+非常用ガス処理系排気ファン起動から原子炉建物

負圧達成時間 10分）として評価している。 

 

4.3（3）b.→非常用ガス処理系による除去効果は考慮していない。 

 

 

 

4.3（3）c.→審査ガイドどおり 

格納容器スプレイの作動については，4.1(2)a で選定した事故シーケンスの

事故進展解析条件を基に設定している。 
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d．原子炉格納容器内の自然沈着 

原子炉格納容器内の自然沈着率については、実験等から得られた適切なモデル

を基に設定する。 

 

 

 

 

e．原子炉格納容器漏えい率 

原子炉格納容器漏えい率は、4.1（2）a で選定した事故シーケンスの事故進展

解析結果を基に設定する。 

f．原子炉制御室の非常用換気空調設備 

原子炉制御室の非常用換気空調設備の作動については、非常用電源の作動状態

を基に設定する。 

（４）大気拡散 

a．放出開始時刻及び放出継続時間 

放射性物質の大気中への放出開始時刻及び放出継続時間は、4.1（2）aで選定

した事故シーケンスのソースターム解析結果を基に設定する。 

 

 

 

b．放出源高さ 

放出源高さは、4.1（2）aで選定した事故シーケンスに応じた放出口からの放

出を仮定する。4.1（2）aで選定した事故シーケンスのソースターム解析結果

を基に、放出エネルギーを考慮してもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

4.3（3）d.→審査ガイドどおり 

原子炉格納容器内の粒子状放射性物質の除去については，ＭＡＡＰ解析に基

づき評価している。 

無機よう素の原子炉格納容器内での沈着による除去係数は，CSE 実験に基づ

き，9.0×10－4[1/s]（上限 DF＝200）と設定している。 

無機よう素のサプレッションプールでのスクラビングによる除去係数は，

Standard Review Plan6.5.5 に基づき 5 と設定している。 

4.3（3）e.→審査ガイドどおり 

4.1(2)ａで選定した事故シーケンスの原子炉格納容器内圧力に応じた漏えい率

を設定している。 

4.3（3）f.→審査ガイドどおり 

中央制御室空調換気系の起動時間については，全交流動力電源喪失を想定し

た遅れを 2時間として評価している。 

 

4.3（4）a.→審査ガイドどおり 

放射性物質の大気中への放出開始時刻は，4.1（2）a.で選定した事故シーケ

ンスのソースターム解析結果を基に設定している。実効放出継続時間は保守的

に 2 号機原子炉建物中心放出時又は格納容器フィルタベント系排気管放出時の

場合を 1 時間，排気筒（非常用ガス処理系用）放出時の場合を 30 時間としてい

る。 

4.3（4）b.→審査ガイドの趣旨に基づき設定 

放出源高さは，放出源ごとに設定している。 

放出エネルギーによる影響は考慮していない。 
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（５）線量評価 

a．原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による原子炉制御室内での外部被

ばく 

・4.1（2）a で選定した事故シーケンスのソースターム解析結果を基に、想

定事故時に原子炉格納容器から原子炉建屋内に放出された放射性物質を設

定する。この原子炉建屋内の放射性物質をスカイシャインガンマ線及び直

接ガンマ線の線源とする。 

・原子炉建屋内の放射性物質は、自由空間容積に均一に分布するものとして、

事故後 7 日間の積算線源強度を計算する。 

・原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ

線による外部被ばく線量は、積算線源強度、施設の位置、遮へい構造及び

地形条件から計算する。 

 

 

b．原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による入退域での外部被ばく 

・スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源は、上記 a と同様に設定

する。 

・積算線源強度、原子炉建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線

及び直接ガンマ線による外部被ばく線量は、上記 aと同様の条件で計算す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3（5）a.→審査ガイドどおり 

 

4.1(2)ａで選定した事故シーケンスの解析結果を基に，想定事故時に原子炉

建物内に放出された放射性物質を設定し，スカイシャインガンマ線及び直接ガ

ンマ線の線源としている。 

 

原子炉建物内の放射性物質は自由空間容積に均一に分布しているものとし，

事故後 1 日ごとの積算線源強度を 7 日目まで計算している。 

原子炉建物内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線

による外部被ばく線量は，原子炉建物内の放射性物質の積算線源強度，施設の

位置，遮蔽構造，地形条件等から評価している。直接ガンマ線による外部被ば

く線量をＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒコード，スカイシャインガンマ線による外部被

ばく線量をＡＮＩＳＮコード及びＧ３３－ＧＰ２Ｒコードで計算している。 

4.3（5）b.→審査ガイドどおり 

原子炉建物内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線

による入退域時の外部被ばく線量は，4.3(5)a と同様の条件で計算している。 
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図 1→審査ガイドどおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3→審査ガイドどおり 
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図 4→審査ガイドどおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5→審査ガイドどおり 
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図 6→審査ガイドどおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7→審査ガイドどおり 
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図 8→審査ガイドどおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9→審査ガイドどおり 
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図 10 審査ガイドどおり 
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8．事象の選定の考え方について 

8.1 はじめに 

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性に係る被ばく評価にお

ける事象選定の考え方について示す。 

 

8.2 事象の選定の考え方について 

炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室の居住性に係る被ばく評価に当たって

は，評価事象として，重大事故等対策の有効性評価において想定する格納容器破損モード

のうち，運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケ

ンスを選定する必要がある。 

島根原子力発電所第２号機においては，重大事故等時の中央制御室の居住性を確認する

上で想定する事故シナリオとして，炉心損傷が発生する「冷却材喪失（大破断 LOCA）＋

ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」シナリオを選定した。 

なお，島根原子力発電所第２号機においては，重大事故等が発生したと想定する場合，

第一に残留熱代替除去系を用いて事象を収束することとなる。しかしながら，被ばく評価

においては残留熱代替除去系による格納容器除熱に失敗することも考慮し，当該号機にお

いて格納容器フィルタベント系を用いてサプレッションチェンバの排気ラインを使用し

た格納容器ベントを実施する場合も評価対象とする。 

 

(1) 事象の概要（格納容器ベント実施時） 

a. 大破断 LOCAが発生し，格納容器内に冷却材が大量に漏えいする。 

b. 更に非常用炉心冷却系（ECCS）喪失，全交流動力電源喪失（SBO）を想定するため，原

子炉圧力容器への注水ができず炉心損傷に至る。30分後に低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水を開始することで，原子炉圧力容器破損は回避さ

れる。 

c. その後，原子炉圧力容器への注水及び格納容器へのスプレイを実施するが，事象発生

から約 32 時間後にサプレッションプール水位が通常水位＋1.3m に到達し，格納容器

フィルタベント系を用いたベントを実施する。 

 

(2) 想定事故シナリオ選定 

想定事故シナリオ選定については，事故のきっかけとなる起因事象の選定を行い，起

因事象に基づく事故シナリオの抽出及び分類を行う。その後，重大事故等対策の有効性

評価及び事故シナリオの選定を行う。 

a.起因事象の選定 

プラントに影響を与える事象について，内部で発生する事象と外部で発生する事象（地

震，津波，その他自然現象）をそれぞれ分析し，事故のきっかけとなる事象（起因事象）

について選定する。 

プラント内部で発生する事象については，プラントの外乱となる事象として，従前より

許認可解析の対象としてきた事象である運転時の異常な過渡変化（外部電源喪失等）及び
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設計基準事故（原子炉冷却材喪失等）を選定する。また，原子炉の運転に影響を与える事

象として，非常用交流電源母線の故障，原子炉補機冷却系の故障等を選定する。 

プラント外部で発生する事象については，地震，津波に加え，地震・津波以外の自然現

象の 53事象から，地域性等を考慮して 11 事象（洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響，生物学的事象，森林火災，）を選定する。ま

た，設計基準を大幅に超える規模の事象発生を想定した上で，プラントに有意な頻度で影

響を与えると考えられる場合は，考慮すべき起因事象とする。 

 

b. 起因事象に基づく事故シナリオの抽出及び分類 

イベントツリー等により，事故のきっかけとなる事象（起因事象）を出発点に，事象が

どのように進展して最終状態に至るかを，安全機能を有する系統の動作の成否を分岐とし

て樹形状に展開し，事故シナリオを漏れなく抽出する。 

抽出した事故シナリオを事故進展の特徴によって，表 8－1 のとおりグループ別に分類

する。 

 

表 8－1 運転中の炉心損傷に係る事故シナリオグループ 

出力運転中の炉心損傷に係る 

事故シナリオグループ 
概要 

崩壊熱除去機能喪失 
崩壊熱の除去に失敗して炉心損傷に至るグルー

プ 

高圧・低圧注水機能喪失 低圧注水に失敗して炉心損傷に至るグループ 

高圧注水・減圧機能喪失 高圧注水に失敗して炉心損傷に至るグループ 

全交流動力電源喪失 電源を失うことにより炉心損傷に至るグループ 

原子炉停止機能喪失 止める機能を喪失して炉心損傷に至るグループ 

LOCA時注水機能喪失 
LOCA時に注水に失敗して炉心損傷に至るグルー

プ 

 

c. 重大事故等対策の有効性評価及び事故シナリオの選定 

b.で分類した事故シナリオのうち，出力運転中の原子炉における崩壊熱除去機能喪失，

高圧・低圧注水機能喪失，高圧注水・減圧機能喪失，全交流動力電源喪失，原子炉停止機

能喪失については炉心損傷に至らないため，重大事故等対処設備が機能しても炉心損傷を

避けられない事故シナリオは，LOCA時注水機能喪失のみとなる。 

しかしながら，重大事故等対策の有効性評価においては，格納容器破損モードとして，

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（LOCA時注水機能喪失）に

加えて，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（DCH），原子炉圧力容器外の溶融燃料
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－冷却材相互作用（FCI），水素燃焼，溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）の計 5

つを想定している＊。 

これらのモードにおける格納容器の破損防止のための対応は，LOCA 時注水機能喪失と

DCH に集約されているため，LOCA時注水機能喪失と DCHのうち，運転員の被ばくの観点か

ら結果が厳しくなる事故シーケンスを確認した結果，LOCA 時注水機能喪失の方が厳しく

なる結果となった（「8.3 格納容器雰囲気直接加熱発生時の被ばく評価について」を参照）。 

以上より，炉心損傷が発生する LOCA 時注水機能喪失を想定事故シナリオとして選定し

た。 

なお，前述のとおり，２号機において想定事故シナリオが発生したと想定する場合，第

一に残留熱代替除去系を用いて事象を収束することとなる。しかしながら，被ばく評価に

おいては残留熱代替除去系による格納容器除熱に失敗することも考慮し，当該号機におい

て格納容器フィルタベント系を用いてサプレッションチェンバの排気ラインを使用した

格納容器ベントを実施する場合も評価対象とした。 

 

注記＊：格納容器破損モード「DCH」，「FCI」及び「MCCI」は，重大事故等対処設備に期待する

場合はこれらの現象の発生を防止することができるが，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」第 37条 2-1(a)において，「必

ず想定する格納容器破損モード」として定められているため，評価を成立させるため

に，重大事故等対処設備の一部に期待しないものとしている。 

 

8.3 格納容器雰囲気直接加熱発生時の被ばく評価について 

中央制御室の居住性の評価に当たっては，「8.2 事象の選定の考え方について」のとお

り，炉心損傷が発生する LOCA 時注水機能喪失を想定事故シナリオとして選定し，格納容

器フィルタベント系を用いたサプレッションチェンバの排気ライン経由の格納容器ベン

トを実施する場合を評価対象とした。 

一方，重大事故等対策の有効性評価においては，格納容器破損モードとして，雰囲気圧

力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（LOCA 時注水機能喪失），高圧溶

融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（DCH），原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互

作用（FCI），水素燃焼，溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）の 5 つを想定してお

り，これらのモードにおける原子炉格納容器の破損防止のための対応は，LOCA 時注水機

能喪失と DCHに集約されている。なお，DCH は事象発生のために重大事故等対処設備によ

る原子炉注水機能についても使用できないものと仮定したシナリオであり，残留熱代替除

去系を用いることで格納容器ベントに至らず事象収束するものである。 

このうち，LOCA 時注水機能喪失については上述のとおり想定事故シナリオとして評価

していることから，ここでは DCH発生時の被ばく影響を評価した。 
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   (1) 中央制御室内の環境としての評価結果 

（7日間積算値） 

設置許可基準規則の解釈 第 59条 1 b) ②，同③において，運用面での対策である

マスクの着用及び運転員の交替について考慮してもよいこととなっているが，設置許

可基準規則 第 59条の要求事項である「運転員がとどまるために必要な設備」の妥当

性を評価するうえでは，運用面での対策に期待しない場合における中央制御室内環境

として最も厳しい事象を選定する必要がある。 

そこで，重大事故等対策の有効性評価のうち，LOCA時注水機能喪失と DCHの両シナ

リオにおいて，運用面での対策に期待せず，7 日間中央制御室内にとどまった場合の

評価を実施した。評価結果を表 8－2 に示す。（以下，LOCA 時注水機能喪失について

は「大破断 LOCA（残留熱代替除去）」と記載する。） 

表 8－2のとおり，内部被ばくについては大破断 LOCA（残留熱代替除去）が大きく，

外部被ばくについては DCHが大きく，合計では大破断 LOCA（残留熱代替除去）が大き

い評価結果となった。すなわち，運用面での対策に期待しない場合における中央制御

室内環境としては大破断 LOCA（残留熱代替除去）の方が厳しくなることを確認した。

（本評価結果に関する考察は別紙参照） 

 

 

表 8－2 マスク着用なし，運転員交替なしの場合の評価結果＊1＊2 

（mSv/7 日間） 内部被ばく 外部被ばく 合計 

大破断 LOCA（残留熱代替除

去） 
約 3.7×102 約 9.0×10０ 約 380 

DCH（残留熱代替除去） 約 2.9×102 約 1.3×101 約 300 

注記＊1：大破断 LOCA（残留熱代替除去）：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋

全交流動力電源喪失（残留熱代替除去系を用いて事象を収束する場合） 

＊2：DCH（残留熱代替除去）：DCH（残留熱代替除去系を用いて事象を収束する） 
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   (2) 入退域を考慮した場合の評価結果 

（7 日間積算値（1班あたりの平均）） 

(1)のとおり，中央制御室内環境としては大破断 LOCA（残留熱代替除去）の方が厳

しいことを確認したが，中央制御室の運転員は通常 4 直 2 交替体制であり，炉心の著

しい損傷が発生した場合においても交替することが想定されるため，交替の際の入退

域時に屋外を通ることによる被ばくを含め，平均的な被ばく線量を確認した。 

(1)同様に，大破断 LOCA（残留熱代替除去）と DCH（残留熱代替除去）の両シナリオ

において，中央制御室内でのマスク着用には期待しないが，運転員の交替を平均的に

考慮して評価する。4 直 2 交替体制において，中央制御室滞在時間及び入退域回数が

最大となる班は 

 

中央制御室滞在時間49時間 

入退域回数8回（1回あたり15分） 

であるため， 

 

中央制御室内での被ばく線量 

＝中央制御室内での被ばく線量7日間積算値×（49時間/168時間） 

入退域時の被ばく線量 

＝入退域評価点での被ばく線量7日間積算値×（8回×15分/168時間） 

 

として評価する。ただし，入退域においては審査ガイドに基づきマスク（PF50）を着

用するものとして評価する。評価結果を表 8－3に示す。 

表 8－3 のとおり，内部被ばく及び外部被ばくいずれについても大破断 LOCA（残留

熱代替除去）が大きい評価結果となった。すなわち，入退域時の屋外通過影響を考慮

した場合においても，1 班あたりの平均的な環境としては大破断 LOCA（残留熱代替除

去）の方が厳しくなることを確認した。 

 

表 8－3 中央制御室内マスク着用なしの場合の評価結果（1班あたりの平均） 

（mSv/7日間） 内部被ばく 外部被ばく 合計 

大破断 LOCA（残留熱代替除

去） 
約 1.1×102 約 2.4×101 約 130 

DCH（残留熱代替除去） 約 8.5×101 約 1.1×101 約 96 
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(3) 運用面での対策も考慮した場合の評価結果 

(1)及び(2)から，中央制御室内環境としても，平均的な運転員交替を考慮した場合

の環境としても，大破断 LOCA(残留熱代替除去)の方が厳しいことを確認した。ただし，

大破断 LOCA（残留熱代替除去）時の評価結果において，100mSv/7日間を上回っている

ことから，運用面での対策も考慮することで 100mSv/7日間を下回ることを確認する。 

ここでは，大破断 LOCA（残留熱代替除去）発生時の運転員の被ばく影響について，

運用面での対策であるマスクの着用及び運転員の交替の両方を考慮した場合に

100mSv/7日間を下回ることを確認する。 

評価結果を 8－4に示す。また，被ばく線量の合計が最も大きい班（Ａ班）の評価結

果の内訳を表 8－5に，Ａ班の滞在日の代表例として 1日あたりの被ばく線量が最も大

きい 1日目の評価結果の内訳を表 8－6に示す。 

評価の結果，大破断 LOCA（残留熱代替除去）においても運転員の被ばく線量は

100mSv/7日間を下回ることを確認した。 

 

表 8－4 各班の被ばく線量 

（大破断 LOCA（残留熱代替除去）） 

（マスクの着用を考慮した場合）＊1＊2 

 実効線量(mSv) 

1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 合計＊4 

Ａ班 
1 直  1 直    2 直  2 直      

35  約 12  約 8  －  約 8  約 7  －  － 

Ｂ班 
  2 直  2 直        1 直  

25  －  約 8  約 8  －  －  －  約9＊3 

Ｃ班 
2 直        1 直  1 直    

23  約 8  －  －  －  約 8  約 7  － 

Ｄ班 
    1 直  1 直    2 直  2 直  

27  －  －  約 8  約 8  －  約 7  約 4 

注記＊1：入退域時においてマスク（PF=50）の着用を考慮 

＊2：中央制御室内でマスク（PF=50）の着用を考慮。6時間当たり1時間外すものと

して評価 

＊3：8日目1直のＢ班の被ばく線量は，7日目1直のＢ班の被ばく線量に加えて整理

している。 

＊4：線量基準値(100mSv/7日間）と比較する合計値については，小数第1位を切り

上げた値を記載 
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表 8－5 評価結果の内訳 

（被ばく線量が最大となる班（Ａ班）の合計） 

（大破断 LOCA（残留熱代替除去）） 

（マスクの着用を考慮する場合）（単位：mSv） 

被ばく経路 2 号機 

中央制御

室滞在時 

①原子炉建物内等の放射性物質からのガンマ線に

よる中央制御室内での被ばく 
約 5.2×10－4 

②放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による

中央制御室内での被ばく 
約 3.0×10－1 

③地表面に沈着した放射性物質のガンマ線による

中央制御室内での被ばく 
約 9.9×10－1 

④室内に外気から取り込まれた放射性物質による

中央制御室内での被ばく 
約 1.3×101 

（内訳）内部被ばく 

外部被ばく 

約 1.1×101 

約 2.5×100 

小計（①＋②＋③＋④） 約 1.4×101 

入退域時 

⑤原子炉建物内等の放射性物質からのガンマ線に

よる入退域時の被ばく 
約 3.2×10－1 

⑥放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による

入退域時の被ばく 
約 2.4×10－1 

⑦地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線に

よる入退域時の被ばく 
約 1.9×101 

⑧大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取によ

る入退域時の被ばく 
約 3.6×10－1 

小計（⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 約 2.0×101 

合計(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 約 35＊ 

注記＊：線量基準値(100mSv/7日間）と比較する合計値については，小数第1位を切

り上げた値を記載 
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表 8－6 評価結果の内訳（Ａ班の 1日目） 

（大破断 LOCA（残留熱代替除去）） 

（マスクの着用を考慮する場合）（単位：mSv） 

被ばく経路 ２号機 

中央制御

室滞在時 

①原子炉建物内等の放射性物質からのガンマ線に

よる中央制御室内での被ばく 
約 3.6×10－4 

②放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による

中央制御室内での被ばく 
約 1.5×10－1 

③地表面に沈着した放射性物質のガンマ線による

中央制御室内での被ばく 
約 3.1×10－1 

④室内に外気から取り込まれた放射性物質による

中央制御室内での被ばく 
約 7.6×10０ 

（内訳）内部被ばく 

外部被ばく 

約 5.9×10０ 

約 1.7×10０ 

小計（①＋②＋③＋④） 約 8.1×10０ 

入退域時 

⑤原子炉建物内等の放射性物質からのガンマ線に

よる入退域時の被ばく 
約 4.1×10－2 

⑥放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による

入退域時の被ばく 
約 2.5×10－2 

⑦地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線に

よる入退域時の被ばく 
約 3.4×10０ 

⑧大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取によ

る入退域時の被ばく 
約 2.2×10－2 

小計（⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 約 3.5×10０ 

合計(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 約 12 
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(4) 結論 

DCH 発生時の被ばく影響を評価した結果，(1)及び(2)のとおり，運用面での対策に

期待しない場合における中央制御室内環境としても，平均的な運転員交替を考慮した

場合の環境としても，大破断 LOCA（残留熱代替除去）の方が厳しいことを確認した。 

このことから，中央制御室の居住性評価に当たって，DCH（残留熱代替除去）ではな

く大破断 LOCA（残留熱代替除去）を想定事故シナリオとして選定することは妥当であ

ることを確認した。理由は以下のとおり。 

・居住性評価においては運用面での対策も考慮してよいこととなっているが，運用面で

の対策は事象進展等に応じて決定するものであり，判断基準（100mSv/7日間）を満足

する範囲においては，同一事象であっても異なる対策をとることができること 

・「運転員がとどまるために必要な設備」の妥当性評価に用いる事象を選定するために

最も厳しい事象を確認する場合においては，同一事象であっても変動しうるパラメー

タは除外して，運転員をとりまく環境としての厳しさを確認する必要があること 

また，上述の環境としての厳しさを確認した結果においては，DCH発生時に，4直 2

交替体制における 1 班あたりの平均的な運転員の被ばく（マスク着用なし）において

100mSv/7 日間を下回ることを確認した。大破断 LOCA（残留熱代替除去）発生時には，

平均的な運転員の被ばく（マスク着用なし）において 100mSv/7日間を上回るが，運用

面での対策も考慮することで，運転員の被ばく線量が 100mSv/7日間を下回ることを確

認した。 
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（別紙） 

 

大破断 LOCA（残留熱代替除去）シナリオ及び DCHシナリオの被ばく線量の違いについての 

考察 

 

運転員がマスクを着用せずに 7日間中央制御室内にとどまった場合，被ばく線量の評価結果

は，DCHよりも大破断 LOCA（残留熱代替除去）の方が大きくなる。これは，表 8－2 に示すと

おり大破断 LOCA（残留熱代替除去）の内部被ばくの影響が大きいことが原因である。 

大破断 LOCA（残留熱代替除去）の内部被ばくの影響が大きいことは，各シナリオの放射性

物質の放出開始時刻，非常用ガス処理系の起動時刻及び中央制御室空調換気系の起動時刻のタ

イムチャートによって説明することができ，以下に要因について示す。（図 8－1参照） 

被ばく評価では，運転員の被ばく低減設備である非常用ガス処理系及び中央制御室空調換気

系の効果を考慮しており，各設備の効果は非常用ガス処理系が事象発生の 70 分後，中央制御

室空調換気系が事象発生の 2 時間後から期待している＊1。これに対して，大破断 LOCA（残留

熱代替除去）及び DCH（残留熱代替除去）の原子炉格納容器から原子炉建物への放射性物質の

放出開始時刻は，ＭＡＡＰ解析から，事象発生から約 5分後（大破断 LOCA（残留熱代替除去））

及び約 1時間後（DCH）となっており，大破断 LOCA（残留熱代替除去）の方が早い。 

非常用ガス処理系の起動時刻と各シナリオの放出開始時刻に着目すると，大破断 LOCA（残

留熱代替除去），DCH（残留熱代替除去）いずれのシナリオにおいても，非常用ガス処理系起

動前に放射性物質の放出が開始しているが，DCH（残留熱代替除去）に比べて，大破断 LOCA（残

留熱代替除去）の方が非常用ガス処理系の効果に期待できない期間が長い。（図 8－1 要因①） 

また，中央制御室空調換気系の起動時刻と各シナリオの放出開始時刻に着目すると，各シナ

リオともに中央制御室空調換気系起動前に放出が開始している点では同じであるものの，大破

断 LOCA（残留熱代替除去）の方がより早く放出が開始するため，中央制御室空調換気系の効

果に期待できない時間が長い。（図 8－1要因②） 

以上の要因により，大破断 LOCA（残留熱代替除去）の方が，事象初期における中央制御室

内への空調フィルタを経由しない放射性物質の取り込み量が多く，内部被ばくが大きくなり，

結果として，運転員がマスクを着用せずに 7日間中央制御室内にとどまった場合における合計

被ばく線量についても大きい結果となる＊2。 

 

注記＊1：非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟の負圧を維持していない期間は，原子

炉建物原子炉棟の換気率は無限大[回/日]と設定している。また，中央制御室空調換

気系を運転していない期間は，中央制御室の換気率は0.5[回/h]と仮定し，外気が直

接流入するものと想定している。 

＊2：外部被ばくについては希ガスの影響が支配的であり，空調フィルタを経由したか否

かの影響は小さい。したがって，7日間の被ばく線量の評価においては，希ガスの放

出量が大きいDCHの方が外部被ばくが大きくなる。ただし，内部被ばくと比較し，そ

の影響は小さいことから，合計被ばく線量は大破断LOCA（残留熱代替除去）の方が

大きい結果となる。  
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図 8－1 被ばく評価で想定する空調運用等タイムチャートと各シナリオにおける放射性物質

の放出開始時刻 
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9．原子炉建物原子炉棟の負圧達成時間について 

9.1 はじめに 

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性に係る被ばく評価にお

ける原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の負圧達成時間について示す。 

 

9.2 原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の負圧達成時間 

中央制御室の居住性に係る被ばく評価に使用している原子炉建物原子炉棟の負圧達成

時間 70 分（=非常用ガス処理系排気ファン起動 60分＋排気ファン起動から原子炉建物原

子炉棟負圧達成時間 10分）は，表 9－1に示すとおり設定している。なお，排気ファン起

動から負圧達成までの時間については，格納容器から原子炉建物原子炉棟への漏えい量，

原子炉建物原子炉棟外からのインリーク量を考慮して算出している（別紙参照）。 

 

表 9－1 原子炉建物原子炉棟負圧達成時間について 

 ２号機 

原子炉建物原子炉棟容積[m3] 

非常用ガス処理系排気ファン流量[m3/h] 4400 

原子炉建物原子炉棟負圧達

成時間 

事象発生～SGTS 排気ファン起動 60 分 

SGTS排気ファン起動～負圧達成 ＜約 10分 

 ＜約 70分 

評価において使用する原子炉建物原子炉棟負圧達成時間 70 分 
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（別紙） 

 

原子炉建物原子炉棟負圧達成時間の算出について 

 

原子炉建物原子炉棟を非常用ガス処理系排気ファンで排気した際に負圧達成までに要する

時間を評価する。 

 

1. 評価モデル 

原子炉建物原子炉棟の圧力評価モデルを図 1に示す。 

原子炉建物原子炉棟圧力は，非常用ガス処理系排気ファンによる排気と，原子炉建物イン

リーク及び格納容器からの漏えいのバランスにより決定されるものとする。 

 

 

図 1 原子炉建物原子炉棟の圧力評価モデル 

 

2. 評価式 

原子炉建物原子炉棟の圧力変化率は，気体の状態方程式に従い気体のモル数変化率で表さ

れる。 

dp

dt
=

RT

V

dn

dt
  ∙∙∙ (1) 

 

したがって，原子炉建物原子炉棟の圧力（p(t)）は次式に従う。 

 

p(t + ∆t) = p(t) + ∆t
RT

V

dn

dt
 

  ⟺ p(t + ∆t) = p(t) + ∆t
RT

V
{

p(t)

RT
(−Qout + Qin(t) + QPCV(t))} 
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⟺ p(t + ∆t)

= p(t) + ∆t
p(t)

V
(−Qout + Qin(t) + QPCV(t)) ∙∙∙ (2) 

 

Qout：非常用ガス処理系排気ファン流量[m3 s⁄ ]              

Qin(t)：原子炉建物原子炉棟インリーク流量[m3 s⁄ ]         

QPCV(t)：格納容器からの漏えい流量[m3 s⁄ ]    

原子炉建物原子炉棟インリーク流量 Qin(t)は大気圧と原子炉建物原子炉棟の圧力の差に

より流量が変化し，その流量はベルヌーイ式で規定されることから次式のとおりとなる。 

 

Qin(t) = A√
2(Patom − P(t))

ρ
∙  ∙∙∙ (3) 

A：原子炉建物原子炉棟等価漏えい面積[m2] 

 

 

原子炉建物原子炉棟等価漏えい面積Ａは，原子炉建物原子炉棟の設計気密度に基づき，式(3)

と同じくベルヌーイ式により求められる。 

 

原子炉格納容器からの漏えい流量 QPCV(t)は，格納容器内のガスが原子炉建物原子炉棟に漏

えいし，体積膨張するものとして求める。全ての漏えいガスが凝縮せず，理想気体として存在

すると仮定すると，その流量は次式のとおりとなる。 

 

QPCV(t) = VPCV ×
γPCV

100 ∙ 24 ∙ 3600
×

PPCV

Tpcv
×

T

P(t)
 ∙∙∙ (4) 

γPCV：格納容器設計漏えい率[% 日⁄ ]    

 

したがって，式(2)～(4)より，原子炉建物原子炉棟の圧力変化量を求める評価式は以下のとお

りとなる。 

 

p(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑝(𝑡)

+ ∆𝑡
𝑃(𝑡)

𝑉
[−𝑄𝑜𝑢𝑡 + 𝐴√

2(𝑃𝑎𝑡𝑜𝑚 − 𝑃(𝑡))

𝜌
+ 𝑉𝑃𝐶𝑉 ×

𝛾𝑃𝐶𝑉

100 ∙ 24 ∙ 3600
×

𝑃𝑃𝐶𝑉

𝑇𝑝𝑐𝑣
×

𝑇

𝑃(𝑡)
] 
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3. 評価条件 

原子炉建物原子炉棟負圧達成時間の評価に用いる条件を表 1に示す。負圧達成と判断する基

準圧力は-6.4mmAqとする。 

 

表 1 原子炉建物原子炉棟負圧達成時間の評価条件 

項目 
式中 

記号 
単位 値 備考 

大気圧 patom 
Pa(abs) 

（kPa(abs)） 

101325 

（101.325） 
標準大気圧 

大気密度 ρ kg/m3 1.127 気温 40℃の密度を設定 

原子炉建物原子炉

棟圧力 
P(t) Pa(abs) - 

事象発生後，原子炉建物原子

炉棟は大気圧まで戻ると想定

し，初期圧力には大気圧を設

定 

原子炉建物原子炉

棟容積 
V m3  設計値 

原子炉建物原子炉

棟温度 
T K 313.15 40℃と仮定 

原子炉建物原子炉

棟等価漏えい面積 
A m2  

原子炉建物原子炉棟設計気密

度に基づき，ベルヌーイ式よ

り算出＊ 

非常用ガス処理系

排気ファン流量 
Qout 

m3/s 

（m3/h） 

1.222 

（4400） 
設計値（定格流量） 

格納容器圧力 PPCV 
Pa(gage) 

（kPa(gage)） 

384×103 

（384） 

格納容器最高使用圧力の 0.9

倍 

格納容器容積 VPCV m3 12600 設計値 

格納容器温度 TPCV K 313.15 
保守的に原子炉建物と同じ温

度を仮定 

格納容器 

設計漏えい率 
γPCV %/日 0.5 

格納容器最高使用圧力の 0.9

倍までの設計漏えい率 

注記＊：原子炉建物原子炉棟の設計気密度は，「6.4mmAqの負圧状態にあるとき，内部への漏えい率が

1日につき内部空間容積の100%以下」である。ここでは保守的に100[%/日]における等価漏え

い面積を使用した。 
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4. 評価結果 

原子炉建物原子炉棟圧力の時間変化を図 2に示す。 

非常用ガス処理系排気ファン起動後，原子炉建物原子炉棟圧力は単調に低下し，約 250秒後

に負圧達成と判断する基準値（-6.4mmAq）を下回る。 

中央制御室の居住性に係る被ばく評価においては負圧達成時間として，約 250秒を丸めて保

守的に 10分を使用する。 

 

 

図 2 原子炉建物原子炉棟圧力の時間変化 
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10．実効放出継続時間の設定について 

 

大気拡散評価に用いる実効放出継続時間は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象

指針」＊に従い，事故期間中の放射性物質の全放出量を 1時間当たりの最大放出量で除した

値として計算する。実効放出継続時間は，大気拡散評価で放出継続時間中の相対濃度及び相

対線量を求めるために設定するものであり，被ばく評価においては，評価対象期間の放出率

に相対濃度及び相対線量を乗じることにより大気拡散を考慮した評価を行う。 

実効放出継続時間は放出経路ごとに設定しており，原子炉建物，排気筒（非常用ガス処理

系用）及び格納容器フィルタベント系排気管のそれぞれの放出経路について実効放出継続時

間を計算した結果を表 10－1に示す。 

原子炉建物からの放出の実効放出継続時間は 1時間程度，格納容器フィルタベント系から

の実効放出継続時間は 1時間程度であり，排気筒（非常用ガス処理系用）からの放出の実効

放出継続時間は 34時間～36時間程度となっている。 

大気拡散評価に用いる風速，風向などの気象データは，時間ごとのデータとして整理され

ており，実効放出継続時間として設定できる最小単位は 1時間である。 

また，実効放出継続時間を 2時間以上で設定した場合，その期間に同一風向の風が吹き続

けることを想定し，その期間の相対濃度の平均を単位時間当たりの相対濃度としている。な

お，平均する期間に評価対象と異なる風向が含まれる場合は，当該時間の相対濃度を 0とし

て平均を計算する。このため，実効放出継続時間が長くなるほど平均される期間が長くなり

相対濃度は小さい傾向となる。相対線量についても同様である。 

このことから，中央制御室の居住性に係る被ばく評価では，保守的に被ばく評価上の影響

が大きい原子炉建物及び格納容器フィルタベント系排気管からの放出における実効放出継

続時間は 1時間を適用し，排気筒（非常用ガス処理系用）からの放出における実効放出継続

時間は 30時間を適用し，大気拡散評価を行った。 

 

注記＊：（気象指針解説抜粋） 

（3）実効放出継続時間（Ｔ）は，想定事故の種類によって放出率に変化があるので，放

出モードを考慮して適切に定めなければならないが，事故期間中の放射性物質の全放出量を

1時間当たりの最大放出量で除した値を用いることもひとつの方法である。 

 

表 10－1 実効放出継続時間の計算結果 

 ① 

放出量(Bq) 

② 

最大放出率(Bq/h) 

実効放出継続時間(h) 

（①÷②） 

原子炉 

建物 

排気筒

（SGT用） 

フィルタ

ベント 

原子炉 

建物 

排気筒

（SGT用） 

フィルタ

ベント 

原子炉 

建物 

排気筒

（SGT用） 

フィルタ

ベント 

希ガス 1.3×1015 2.2×1016 5.1×1018 1.0×1015 6.3×1014 3.6×1018 約 1.3 約 34.3 約 1.4 

希ガス以外 2.8×1014 1.6×1015 4.2×1015 2.3×1014 4.5×1013 3.1×1015 約 1.2 約 36.1 約 1.4 
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11． 被ばく評価に用いる大気拡散評価について 

中央制御室の居住性評価で用いる相対濃度及び相対線量は，実効放出継続時間を基に計

算した値を年間について小さい値から順に並べて整理し，累積出現頻度 97%に当たる値と

している。着目方位を図 11－1から図 11－9に，評価結果を表 11－1に示す。 
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図 11－1 着目方位 

（放出源：格納容器フィルタベント系排気管，評価点：中央制御室中心） 

 

 

 

 

 

図 11－2 着目方位 

（放出源：格納容器フィルタベント系排気管，評価点：中央制御室空調換気系給気口） 
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図 11－3 着目方位 

（放出源：格納容器フィルタベント系排気管，評価点：原子炉補機冷却系熱交換器室入口） 

 

 

 

 

図 11－4 着目方位 

（放出源：原子炉建物中心，評価点：中央制御室中心） 
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図 11－5 着目方位 

（放出源：原子炉建物中心，評価点：中央制御室空調換気系給気口） 

 

 

 

 

 

図 11－6 着目方位 

（放出源：原子炉建物中心，評価点：原子炉補機冷却系熱交換器室入口） 
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図 11－7 着目方位 

（放出源：排気筒（非常用ガス処理系用），評価点：中央制御室中心） 

 

 

 

 

図 11－8 着目方位 

（放出源：排気筒（非常用ガス処理系用），評価点：中央制御室空調換気系給気口） 
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図 11－9 着目方位 

（放出源：排気筒（非常用ガス処理系用），評価点：原子炉補機冷却系熱交換器室入口） 
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表 11－1 各評価点における着目方位並びに相対濃度及び相対線量 

放出源及び 

放出源高さ＊1 
評価点 着目方位 

相対濃度 

[s/m3] 

相対線量 

[Gy/Bq] 

格納容器フィルタ

ベント系排気管

（地上 50m） 

中央制御室 

中心 

NNE,NE,ENE, 

E,ESE,SE 
4.9×10-4 5.1×10-18 

中央制御室空調換

気系給気口 

NNE,NE,ENE, 

E,ESE,SE,SSE 
5.9×10-4 5.3×10-18 

原子炉補機冷却系

熱交換器室入口 

SW,WSW,W,WNW, 

NW,NNW,N,NNE,NE 
7.5×10-4 6.1×10-18 

原子炉建物 

（地上 0m） 

中央制御室 

中心 

NNE,NE,ENE,E, 

ESE,SE 
1.1×10-3 5.2×10-18 

中央制御室空調換

気系給気口 

NNE,NE,ENE,E, 

ESE,SE,SSE 
1.2×10-3 5.5×10-18 

原子炉補機冷却系

熱交換器室入口 

SSW,SW,WSW,W, 

WNW,NW,NNW,N,NNE 
1.6×10-3 6.0×10-18 

排気筒（非常用ガ

ス処理系用） 

（地上 110m） 

中央制御室 

中心 

NNE,NE,ENE,E,ESE, 

SE,SSE,S,SSW 
2.8×10-4 2.6×10-18 

中央制御室空調換

気系給気口 

NNE,NE,ENE,E,ESE, 

SE,SSE,S,SSW 
2.9×10-4 2.7×10-18 

原子炉補機冷却系

熱交換器室入口 
SSE,S,SSW＊2 1.3×10-4 1.1×10-18 

注記＊1：放出源高さは，放出エネルギーによる影響は未考慮 

＊2：図 11－9のとおり，評価点が放出点から見て巻き込みを生じる建物の風 

上側にあるため，被ばく評価手法（内規）の【解説 5.7】(1)によれば評価対象方

位は評価点と放出点を結ぶ 1 方位（S）のみとなるが，保守的に隣接 2 方位を加え

た 3方位を評価対象としている。 
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相対濃度及び相対線量の評価に当たっては，年間を通じて 1時間ごとの気象条件に対して相

対濃度及び相対線量を算出し，小さい値から順に並べて整理した。 

評価結果を表 11－2から表 11－4に示す。 

 

表 11－2 相対濃度及び相対線量の値（中央制御室中心） 

評価点 放出源 

相対濃度 相対線量 

累積出現頻度 

[%] 

値 

[s/m3] 

累積出現頻度 

[%] 

値 

[Gy/Bq] 

中央制御室 

中心 

格納容器 

フィルタベン

ト系排気管 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

97.02 4.9×10-4 97.02 5.1×10-18 

97.01 4.9×10-4 97.01 5.1×10-18 

97.00 4.9×10-4 97.00 4.6×10-18 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

原子炉建物 

中心 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

97.02 1.1×10-3 97.02 5.1×10-18 

97.01 1.1×10-3 97.01 5.1×10-18 

97.00 1.1×10-3 97.00 4.8×10-18 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

排気筒（非常

用ガス処理系

用） 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

97.03 2.8×10-4 97.03 2.5×10-18 

97.02 2.8×10-4 97.02 2.5×10-18 

97.00 2.8×10-4 97.00 2.5×10-18 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 
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表 11－3 相対濃度及び相対線量の値 

（中央制御室空調換気系給気口） 

評価点 放出源 

相対濃度 相対線量 

累積出現頻度 

[%] 

値 

[s/m3] 

累積出現頻度 

[%] 

値 

[Gy/Bq] 

中央制御室

空調換気系

給気口 

格納容器 

フィルタベン

ト系排気管 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

97.02 5.8×10-4 97.02 5.3×10-18 

97.01 5.8×10-4 97.01 5.3×10-18 

97.00 5.8×10-4 97.00 5.3×10-18 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

原子炉建物 

中心 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

97.02 1.2×10-3 97.02 5.5×10-18 

97.01 1.2×10-3 97.01 5.5×10-18 

97.00 1.2×10-3 97.00 5.3×10-18 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

排気筒（非常

用ガス処理系

用） 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

97.03 2.9×10-4 97.03 2.6×10-18 

97.02 2.9×10-4 97.02 2.6×10-18 

97.00 2.9×10-4 97.00 2.6×10-18 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

 

  



 

143 

 

表 11－4 相対濃度及び相対線量の値 

（原子炉補機冷却系熱交換器室入口） 

評価点 放出源 

相対濃度 相対線量 

累積出現頻度 

[%] 

値 

[s/m3] 

累積出現頻度 

[%] 

値 

[Gy/Bq] 

原子炉補機

冷却系熱交

換器室入口 

格納容器 

フィルタベン

ト系排気管 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

97.02 7.4×10-4 97.02 6.1×10-18 

97.01 7.4×10-4 97.01 6.1×10-18 

97.00 7.4×10-4 97.00 6.1×10-18 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

原子炉建物 

中心 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

97.02 1.5×10-3 97.02 6.0×10-18 

97.01 1.5×10-3 97.01 6.0×10-18 

97.00 1.5×10-3 97.00 6.0×10-18 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

排気筒（非常

用ガス処理系

用） 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

97.03 1.3×10-4 97.03 1.1×10-18 

97.02 1.3×10-4 97.02 1.1×10-18 

97.00 1.3×10-4 97.00 1.1×10-18 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 
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12．中央制御室の居住性評価(炉心の著しい損傷)に係る被ばく評価における大気中への放出 

放射能量の推移について 

 

格納容器からサプレッションチェンバの排気ラインに流入した放射性物質は，格納容器フィ

ルタベント系を経由し大気中に放出される。 

また，格納容器から原子炉建物に漏えいした放射性物質は，原子炉建物から非常用ガス処理

系を経由して，又は直接大気中に放出される。 

大気中への放射性物質の放出経路ごと及び事故発生からの経過時間ごとの単位時間当たり

の放射性物質の放出割合の評価式＊を以下に示す。また，放射性物質の大気放出過程を図 12

－1から図 12－4に示し，大気中への放出トレンドを図 12－5から図 12－6に示す。 

 

注記＊：各評価式における放出割合等は停止時炉内内蔵量に対する割合を表す。 

 

12.1 格納容器からサプレッションチェンバの排気ラインに流入した放射性物質 

 

 

qPCV→大気
(t) = qPCV→FCVS(t) ×

1

DF
 

 

qPCV→大気
(t) ：時刻 tにおける単位時間当たりの大気中への放出割合[1⁄s] 

qPCV→FCVS(t) ：時刻 t における単位時間当たりの流入割合[1⁄s](格納容器から

サプレッションチェンバの排気ライン) 

DF ：格納容器フィルタベント系の除去係数[-] 

 

 

12.2 格納容器から原子炉建物に漏えいした放射性物質 

(1) 事故発生から原子炉建物原子炉棟の負圧達成まで 

（事故発生 70分後＊1まで） 

 

qR B→大気⁄ (t) = qPCV→R B⁄ (t)     (t < T1)＊2   

 

qR B→大気⁄ (t) ：時刻 t における単位時間当たりの原子炉建物から大気中への放

出割合[1⁄s] 

qPCV→R B⁄ (t) ：時刻 t における単位時間当たりの原子炉格納容器から原子炉建

物への漏えい割合[1⁄s] 

T1 ：原子炉建物原子炉棟の負担達成時間(事故発生 70 分後)[s] 

 

注記＊1：非常用ガス処理系起動時間及び排気風量並びに原子炉建物の設計気密度を基に評価
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し設定（「9．原子炉建物原子炉棟の負圧達成時間について」を参照） 

＊2：この期間では原子炉建物原子炉棟の負圧が達成されていないことから，放射性物質

は原子炉建物から大気中に直接放出されるものとして評価した。評価に当たっては，

原子炉建物原子炉棟の換気率を保守的に無限大[回/日]とした。 
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(2) 原子炉建物原子炉棟負圧達成以降 

事故発生 70分後から 168時間後 

qR B→大気⁄ (t) = λ･QR B⁄ (t)     (T1 ≦ t)＊1 

dQR B⁄ (t)

dt
= −λ･QR B⁄ (t) + qPCV→R B⁄ (t) 

QR B⁄ (T1)＊2= ∫ qPCV→R B⁄ (t)
T1

0
dt 

 

qR B→大気⁄ (t) ：時刻 t における単位時間当たりの原子炉建物から大気中への放

出割合[1⁄s] 

qPCV→R B⁄ (t) ：時刻 t における単位時間当たりの原子炉格納容器から原子炉建

物への漏えい割合[1⁄s] 

QR B⁄ (t) ：時刻 tにおける原子炉建物内での存在割合[-] 

λ ：原子炉建物原子炉棟の換気率[1/s] 

（非常用ガス処理系の定格風量と原子炉建物原子炉棟空間容積

から算出＊3) 

T1 ：原子炉建物原子炉棟の負圧達成時間（事故発生 70分後）[s] 

 

注記＊1：この期間では原子炉建物原子炉棟の負圧が維持されているため，放射性物質は原子

炉建物から大気中に直接放出されず，非常用ガス処理系を経由して大気中へ放出さ

れる。（ただし，非常用ガス処理系のフィルタによる放射性物質除去効果に期待しな

い） 

＊2：原子炉建物原子炉棟の負圧達成時間（Ｔ1）における，停止時炉内内蔵量に対する原

子炉建物内での存在割合は，保守的に時刻Ｔ1までに格納容器から原子炉建物に漏え

いした放射性物質の全量が原子炉建物内に存在するものとして評価した。 

＊3：原子炉建物原子炉棟（  ）の換気率[1/s]は，非常用ガス処理系の定格

風量（4400[m3/h]）による換気率（1[回/日]）を採用した。  
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図 12－1 炉心の著しい損傷が発生した場合の希ガスの大気放出過程 
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図 12－2 炉心の著しい損傷が発生した場合のよう素の大気放出過程 
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図 12－3 重大事故等時のセシウムの大気放出過程 

  



 

150 

 

 

図 12－4 重大事故等時のその他核種の大気放出過程 
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図 12－5 格納容器ベント実施時のベントライン経由の放出トレンド 

 

図 12－6 格納容器ベント実施時の原子炉建物経由の放出トレンド 
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13．中央制御室の居住性評価(炉心の著しい損傷)に係る被ばく評価における原子炉格納容器 

漏えい率について 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室の居住性に係る被ばく評価における原子炉

格納容器からの原子炉建物への漏えい率は，設計漏えい率を基に算出した等価漏えい面積を

持つ漏えい孔をＭＡＡＰ内で格納容器圧力に応じて模擬し（後述の 13.1 及び 13.2 を参照）

当該漏えい面積及び格納容器内圧力を基に評価している。 

模擬する漏えい孔の等価漏えい面積は，格納容器圧力が最高使用圧力 427kPa［gage］（1Pd）

以下の場合と最高使用圧力を超過した後の場合の 2種類を設定する。 

なお，よう素の漏えい量の評価に当たっては，ＭＡＡＰ解析においては，よう素の化学組

成について考慮されておらず，すべて粒子状よう素として扱われることから，無機よう素及

び有機よう素の原子炉格納容器漏えい率は別途設定する。 

 

13.1 格納容器圧力が最高使用圧力以下の場合 

格納容器圧力が最高使用圧力以下の場合，設計漏えい率（0.9Pd で 0.5%/日）を基に算

出した等価漏えい面積（ドライウェル及びウェットウェルの総面積は約 3.2×10-6m2）を

設定し，ＭＡＡＰ内で圧力に応じた漏えい量を評価している。 

 

13.2 格納容器圧力が最高使用圧力を超過した場合 

格納容器圧力が最高使用圧力を超過した場合，853kPa[gage]（2Pd）で漏えい率 1.3%/

日となる等価漏えい面積（ドライウェル及びウェットウェルの総面積は約 8.5×10-6m2）

を設定し，13.1と同様にＭＡＡＰ内で圧力に応じた漏えい量を評価している。 

853kPa[gage]（2Pd）での 1.3％/日は，以下の AEC の評価式及び GE の評価式によって

評価した漏えい率の結果を包絡する値として設定した。これらの式は，設計基準事故の原

子炉冷却材喪失時の被ばく評価において，原子炉格納容器漏えい率の評価に用いている理

論式＊1である。格納容器内圧力が最高使用圧力の 2倍である 853kPa[gage]（2Pd）及び格

納容器雰囲気温度が 200℃までは，事故後 7日間に渡り，原子炉格納容器本体並びに開口

部及び貫通部の健全性が確保されることを確認していることから，これらの理論式を用い

て格納容器内圧力 2Pd及び格納容器雰囲気温度 200℃における漏えい率を設定することは

可能と判断した。 
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◯AECの評価式 

 

L = 𝐿0√
(𝑃𝑡−𝑃𝑎)×𝑅𝑡×𝑇𝑡

(𝑃𝑑−𝑃𝑎)×𝑅𝑑×𝑇𝑑
 =1.28%/日 

 

L ： 事故時の原子炉格納容器漏えい率 

L0 ： 設計漏えい率（圧力 Pd に対して（ここでは 0.9Pd）） 【0.5%/日】 

Pt ： 事故時の格納容器内圧力    【954.325kPa[abs]】 

Pd ： 設計圧力      【485.625kPa[abs]】 

Pa ： 原子炉格納容器外の圧力    【101.325kPa[abs]】 

Rt ： 事故時の気体定数 ＊2         【523.7J/Kg･K】 

Rd ： 空気の気体定数           【287J/Kg･K】 

Tt ： 事故時の格納容器内温度     【473.15K】 

Td ： 設計格納容器内温度(20℃)     【293.15K】 

 

 

◯GEの評価式（General Electric 社の漏えいモデル式） 

L＝𝐿0√
1−(

𝑃𝑎
𝑃𝑡

)
2

1−(
𝑃𝑎
𝑃𝑑

)
2  =0.508%/日 

 

L ： 事故時の原子炉格納容器漏えい率 

L0 ： 設計漏えい率（圧力 Pdに対して（ここでは 0.9Pd））  【0.5%/日】 

Pt ： 事故時の格納容器内圧力    【954.325kPa[abs]】 

Pd ： 設計圧力      【485.625kPa[abs]】 

Pa ： 原子炉格納容器外の圧力    【101.325kPa[abs]】 

 

注記＊1：「沸騰水型原子力発電所 事故時の被ばく評価手法について（平成 16年 1月）」（株式

会社日立製作所） 

＊2：事故時の気体定数は水素ガス(2.016)：窒素ガス(28.01)：水蒸気(18.02)のガス組成

34％：33％：33％より計算している。AEC の評価式は事故時の気体定数に依存し，

水素ガス等のように気体定数が大きい気体の割合が大きい場合に漏えい率が高く

なるため，燃料有効部被覆管が全てジルコニウム－水反応した場合の水素ガス発生

量(約 1,000kg)を考慮して保守的に設定している。 
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13.3 無機よう素及び有機よう素の格納容器漏えい率 

13.3.1 無機よう素 

他の核種と同様に格納容器圧力に応じて漏えい率が変動すると考えるが，ＭＡＡＰ解析

において無機よう素を模擬していないため，ＭＡＡＰ解析結果による格納容器圧力を基に

漏えい率を設定する。 

漏えい率の設定に当たっては，図 13－1 のとおりＭＡＡＰ解析結果による格納容器圧力

を包絡した格納容器圧力を設定し，その格納容器圧力に対する漏えい率を設定している。 

このように設定した漏えい率は，0.9Pd以下で 0.5％／日，0.9Pd超過で 1.3％／日を一

律に与え，0.9Pd 超過以降は 1.3%／日を維持するものであり，ＭＡＡＰ解析における漏え

い率を包絡した保守的な設定であると考える。 

 

 

 

図 13－1 格納容器圧力と無機よう素漏えい率の時間変化 

 

 

13.3.2 有機よう素 

有機よう素についても，無機よう素と同様の漏えい率の設定が可能であるが，有機よう

素がガス状として振る舞うこと及び原子炉格納容器内での除去効果を受けない点で希ガ

スに類似していることから，ＭＡＡＰ解析における希ガスと同じ挙動を示すものとし，

13.1及び 13.2に基づき漏えい率を設定する。 
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14．中央制御室の居住性評価(炉心の著しい損傷)に係る被ばく評価における原子炉格納容器 

内での除去効果について 

 

ＭＡＡＰにおけるエアロゾルに対する原子炉格納容器内の除去効果として，沈着，サプレッ

ションプールでのスクラビング及びドライウェルスプレイを考慮している。また，沈着につい

ては，重力沈降，拡散泳動，熱泳動，慣性衝突，核分裂生成物（以下「FP」という。）ガス凝

縮/再蒸発で構成される。（「沸騰水型原子力発電所 重大事故等対策の有効性評価に係るシビ

アアクシデント解析コード（ＭＡＡＰ）について」（東芝エネルギーシステムズ 株式会社 日

立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社）（抜粋）参照） 

 

「沸騰水型原子力発電所 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コ

ード（ＭＡＡＰ）について」（抜粋） 

 

(2) ＦＰの状態変化・輸送モデル 

高温燃料から出た希ガス以外のＦＰは雰囲気の温度に依存して凝固し，エアロゾ

ルへ変化する。気相及び液相中のＦＰの輸送においては，熱水力計算から求まる体

積流量からＦＰ輸送量を計算する。ＦＰがガス状とエアロゾル状の場合は，気体の

流れに乗って，原子炉圧力容器内と原子炉格納容器内の各部に輸送される。水プー

ル上に沈着したＦＰの場合は，区画内の水の領域間の移動に伴って輸送される。ま

た，炉心あるいは溶融炉心中のＦＰの場合は，溶融炉心の移動量に基づいて輸送さ

れる。 

ＦＰの輸送モデルは上述の仮定に基づいており，炉心燃料から放出されてから原

子炉格納容器に到達する経路としては，次のとおりである。燃料から原子炉圧力容

器内に放出されたＦＰは，原子炉圧力容器破損前にはＬＯＣＡ破損口あるいは逃が

し安全弁から原子炉格納容器へ放出される。また，原子炉圧力容器破損後には原子

炉圧力容器破損口若しくは格納容器下部に落下した溶融炉心からＦＰが原子炉格納

容器へ放出される。逃がし安全弁を通じて放出されたＦＰはスクラビングによって

サプレッション・チェンバ液相部へ移行する。原子炉格納容器の気相部へ放出され

たＦＰは，気体の流れに伴って原子炉格納容器内を移行する。 

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内での気体，エアロゾル及び構造物表面上（沈

着）の状態間の遷移を模擬している。原子炉格納容器内のＦＰ輸送モデル概要を図

3.3-15に示す。 

エアロゾルの沈着の種類としては，重力沈降，拡散泳動，熱泳動，慣性衝突，Ｆ

Ｐガス凝縮，ＦＰガス再蒸発を模擬している。なお，沈着したエアロゾルの再浮遊

は考慮していない。 

重力沈降は，Stokesの重力沈降式と Smoluchowski方程式（エアロゾルの粒径分布

に対する保存式）の解から得られる無次元相関式を用いて，浮遊するエアロゾル質

量濃度から沈着率を求める。なお，Smoluchowski 方程式を無次元相関式としている

のは解析時間短縮のためであり，この相関式を使用したＭＡＡＰのモデルは様々な

実験データと比較して検証が行われている。 
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拡散泳動による沈着は，水蒸気凝縮により生じる Stefan 流（壁面へ向かう流体力

学的気流）のみを考慮して沈着率を求める。 

熱泳動による沈着は，Epsteinのモデルを用い，沈着面での温度勾配による沈着速

度及び沈着率を求める。 

慣性衝突による沈着は，原子炉格納容器内でのみ考慮され，流れの中にある構造

物に，流線から外れたエアロゾルが衝突するものと仮定し，沈着率は重力沈降の場

合と同様に Smoluchowski方程式の解から得られる無次元相関式を用いて求める。 

ＦＰガスの凝縮は，ＦＰガスの構造物表面への凝縮であり，雰囲気中の気体状Ｆ

Ｐ圧力がＦＰ飽和蒸気圧を超えると構造物表面への凝縮を計算する。 

ＦＰガスの再蒸発は，凝縮と逆であり，気体状ＦＰの圧力がＦＰの飽和蒸気圧を

下回ると，蒸発が起こると仮定している。 

エアロゾルのプール水によるスクラビング現象による除去効果の取り扱いに関し

ては，スクラビングによる除染係数(ＤＦ)を設定し，エアロゾル除去効果が計算さ

れる。ＤＦの値は，クエンチャ，垂直ベント，水平ベントの 3つの種類のスクラビ

ング機器に対し，詳細コード SUPRA[9]を用いて，圧力，プール水深，キャリアガス

中の水蒸気質量割合，プール水のサブクール度及びエアロゾル粒子径をパラメータ

として評価した結果を内蔵しており，これらのデータから求める。 

また，格納容器スプレイによるＦＰ除去も模擬しており，スプレイ液滴とエアロ

ゾルとの衝突による除去率を衝突効率，スプレイの液滴径，流量及び落下高さから

計算する。 

 

 

14.1 沈着及びドライウェルスプレイによる除去効果 

沈着及びドライウェルスプレイによる除去効果を確認するため，ＭＡＡＰにおいて特定

の沈着メカニズムを除外した場合の感度解析を行った。ある沈着メカニズムを除いた場合，

他の沈着メカニズムにより，FP 沈着が進むことから，この比較により定量的な寄与割合

を算出することはできないが，影響の度合いを確認することが可能と考える。なお，DF

にはサプレッションプールでのスクラビングによる DFも含まれる。 

事故シーケンスとしては，「冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動

力電源喪失」においてW/Wベントを実施する場合を想定する。解析結果を図14－1に示す。

なお，感度解析では，以下の式により原子炉格納容器内の DFを算出している。 

 

原子炉格納容器内 DF 

＝原子炉格納容器内への CsI放出割合／ベントラインへの CsI流入割合 
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図 14－1 エアロゾルに対する原子炉格納容器内の除去効果（積算値）の感度解析結果 

 

7日後時点において，各ケースの DF結果を比較すると，感度解析 1（D/Wスプレイなし）＊

や感度解析 3（慣性衝突なし）では大きな感度が確認されなかったが，感度解析 2（重力

沈降なし）ではベースケースに対して DFが若干低下する結果となった。 

感度解析 1（D/Wスプレイなし）において大きな感度が出ない理由として，本 DFにはサ

プレッションプールにおけるスクラビングによる FP 除去効果が重畳していることが挙げ

られる。D/Wスプレイによる FP除去の効果には，スプレイによる直接的な FP除去効果だ

けではなく，スプレイによって D/W圧力が低下し，真空破壊弁を経由して W/Wの FPが D/W

へ流入し，スプレイ停止後に再度サプレッションプールでスクラビングが生じ FP が除去

される効果が含まれる。つまり，サプレッションプールにおける FP 除去効果がスプレイ

による直接的な FP除去効果に比べて大きいために，感度解析 1（D/Wスプレイなし）とベ

ースケースに大きな差が生じていないと推定される。 

 

注記＊：評価上，スプレイによる FPの除去効果は考慮していないが，蒸気凝縮等の効果

については考慮されている。 

 

14.2  サプレッションプールでのスクラビングによる除去効果 

14.2.1 スクラビング効果について 

スクラビングは，エアロゾルを含む気体がプール内に移行する場合，気泡が分裂しなが

ら上昇していく過程においてエアロゾルが気泡界面に到達した時点で水に溶解して気体

から除去される現象である。スクラビングにおけるエアロゾル除去のメカニズムは，プー

ルへの注入時の水との衝突や気泡がプール水中を上昇していく過程における慣性衝突等

が考えられる。 
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14.2.2 ＭＡＡＰ解析上の扱いについて 

スクラビングによる除去効果について，ＭＡＡＰ解析ではスクラビング計算プログラム

（ＳＵＰＲＡコード）により計算された DF 値のデータテーブルに，プール水深，エアロ

ゾルの粒子径，キャリアガス中の水蒸気割合，原子炉格納容器圧力及びサプレッションプ

ールのサブクール度の条件を補間して求めている。 

ＳＵＰＲＡコードでは，スクラビングに伴う初期気泡生成時及び気泡上昇時のエアロゾ

ルの除去効果をモデル化しており，気泡挙動（気泡サイズ及び気泡上昇速度），初期気泡

生成時の DF，気泡上昇時の DFを評価式により与えている。図 14－2図に，気泡中のエア

ロゾルが気泡界面に到達するまでの過程を示す。気泡上昇時における各過程の除去速度を

評価することでエアロゾルの DFを与えている。 

 

 
図 14－2スクラビングによるエアロゾル捕集効果 

 

 

14.2.3 ＳＵＰＲＡコードによる計算結果と実験結果の比較について 

ＳＵＰＲＡコードによる計算結果については，電力共同研究＊1 にて実験結果との比較

検討が行われている。試験条件及び試験装置の概要を表14－1及び図 14－3に示す。また，

試験結果を図 14－4から図 14－10に示す。 

試験結果より，ＳＵＰＲＡコードによる計算結果と実験結果について，キャリアガス流

量等のパラメータ値の増減による DF値の傾向は概ね一致していることを確認した。 

また，粒径 μm までの粒子について，ＳＵＰＲＡコードによる計算結果が実験結

果より小さい DF 値を示しており，保守的な評価であることを確認した。 

一方，粒径 μm の粒子について，ＳＵＰＲＡコードによる計算結果が実験結果よ

り大きい DF 値を示しているが，これは実験とＳＵＰＲＡコードで用いている粒子の違い

（実験：LATEX粒子（密度  g/cm3），ＳＵＰＲＡコード：CsOH（密度 g/cm3））が影

響しているためである。ＳＵＰＲＡコードの計算結果を密度補正＊2 した図 14－7 図及び

図 14－9 では，ＳＵＰＲＡコードによる計算結果は実験結果より概ね小さい DF 値を示す
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ことが確認できる。 

以上より，ＳＵＰＲＡコードにより計算された DF値を用いることは妥当と考える。 

 

注記＊1：共同研究報告書「放射能放出低減装置に関する開発研究」（ＰＨＡＳＥ２）最終報

告書平成 5年 3月 

＊2：実験では LATEX粒子を用いているため，その粒径は

となる。一方，ＳＵＰＲＡ

コードでは CsOH の粒径を基にしているため，粒径に粒子密度（ g／cm3）の

平方根を乗じることにより に換算する。 
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表 14－1 試験条件 

 

 

 

 

図 14－3 試験装置の概要 
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図 14－4 キャリアガス流量に対する DFの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14－5 プール水温に対する DFの比較 
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図 14－6  水蒸気割合に対する DFの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14－7  水蒸気割合に対する DFの比較（密度補正） 
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図 14－8  スクラビング水深に対する DFの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14－9  スクラビング水深に対する DFの比較 

（密度補正） 
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図 14－10 ガス温度に対する DFの比較 
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14.2.4 沸騰による除去効果への影響について 

「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の残留熱代替除去系

を使用しない場合における事故シーケンスでは，図 14－11 のとおり，格納容器フィルタ

ベント系による原子炉格納容器減圧及び除熱の実施に伴いサプレッションプールは飽和

状態（沸騰状態）になるため，サプレッションプールの沸騰による除去効果への影響を確

認した。ＭＡＡＰ解析条件及び評価結果を表 14－2及び表 14－3に示す。なお，エアロゾ

ルの粒径については，スクラビング前後で最も割合の多い粒径について除去効果を確認し

た。その結果，表 14－3のとおり，沸騰時の除去効果は非沸騰時に比べて小さいことを確

認した。 

ただし，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の残留熱代替

除去系を使用しない場合における事故シーケンスでは，図 14－12 のとおり，原子炉圧力

容器内の Cs-137 は，大破断 LOCAにより生じた破断口より原子炉格納容器内気相部へ移行

し，その後重力沈降等により，初期の数時間で大部分が原子炉格納容器液相部へ移行する

ため，本評価においてサプレッションプールの沸騰による除去効果の減少の影響はほとん

どないと考える。なお，CsI，CsOH の沸点はそれぞれ 1280℃，272.3℃＊であり，シビア

アクシデント時に原子炉格納容器内で CsI，CsOHが揮発することは考えにくいが，サプレ

ッションプールの沸騰に伴い液相部中の CsI，CsOHの一部が気相部へ移行する可能性があ

る。ただし，その場合でも，ドライウェルから格納容器フィルタベント系を介した場合の

Cs-137放出量に包絡されると考えられる。 

 

注記＊：化合物の辞典 高本進・稲本直樹・中原勝儼・山崎昶[編集] 1997年 11月 20日 
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図 14－11 サプレッションプールのサブクール度の推移 

 

 

表 14－2 評価条件 

項目 評価条件＊ 選定理由 

蒸気割合  ％ 
格納容器ベント実施前の D/Wにおける蒸

気割合（約 89％）相当 

格納容器圧力 
 

kPa[gage] 

格納容器ベント実施前の格納容器圧力を

考慮して設定（設定上限値） 

サプレッションプー

ル水深 
 m 

実機では水深 3ｍ以上のため，設定上限値

を採用 

サブクール度 
 ℃ 未飽和状態として設定（設定上限値） 

 ℃ 飽和状態として設定（設定下限値） 

エアロゾルの粒径

（半径） 

 μm スクラビング前の最も割合が多い粒径 

 μm スクラビング後の最も割合が多い粒径 

注記＊：ＳＵＰＲＡコードにより計算されたデータテーブルの設定値を採用 

  

 

格納容器ベント（約 32 時間）の実施に伴う格納容器圧力低下

により，サプレッションプール水は飽和状態になる。 



 

167 

 

 

表 14－3 評価結果 

粒径 

（半径） 

DF 

未飽和状態 

（サブクール度  ℃） 

飽和状態 

（サブクール度    ℃） 

μm   

 μm   

 

 

 

 

 

 

 

図 14－12 原子炉格納容器内液相部中の存在割合 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
MA47BNS2AE--OJA2000



 

168 

15．中央制御室の居住性評価(炉心の著しい損傷)に係る被ばく評価における原子炉格納容器 

内における無機よう素の自然沈着効果について 

 

15.1 はじめに 

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性に係る被ばく評価にお

ける原子炉格納容器内における無機よう素の自然沈着効果について示す。 

 

15.2 原子炉格納容器等への無機よう素の沈着効果について 

原子炉格納容器内における無機よう素の自然沈着率については，財団法人 原子力発電

技術機構（以下「NUPEC」という。）による検討「平成 9 年度 NUREG-1465 のソースター

ムを用いた放射性物質放出量の評価に関する報告書」において，CSE A6 実験に基づく値

が示されている。 

自然沈着率の算出に関する概要を以下に示す。 

原子炉格納容器内における無機よう素の濃度の時間変化は，無機よう素の自然沈着率を

用いると以下の式で表される。 

 

𝑑𝜌(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆𝑑 ∙ 𝜌(𝑡) 

 

ρ(t)：時刻 t における原子炉格納容器内における無機よう素の濃度[μg m3⁄ ] 

λd：自然沈着率[1 s⁄ ] 

 

これを解くことで，自然沈着率は，時刻 t０，t1 での原子炉格納容器内における無機よ

う素の濃度を用いて以下のように表される。 

 

𝜆𝑑 = −
1

𝑡1 − 𝑡0
∙ ln (

𝜌(𝑡1)

𝜌(𝑡0)
) 

 

NUPEC報告書では，Nuclear Technology “Removal of Iodine and Particles by Spraysin 

the Containment Systems Experiment”の記載（CSE A6 実験）より，「CSE A6 実験の無

機ヨウ素の濃度変化では，時刻 0分で濃度 105μg/m3であったものが，時刻 30分で 1.995

×104μg/m3となる。」として，時刻及び濃度を上式に代入することで無機よう素の自然沈

着率 9.0×10-4[1/s]を算出している。これは事故初期のよう素の浮遊量が多く，格納容器

スプレイをしていない状態下での挙動を模擬するためのものであると考えられる。なお，

米国 SRP6.5.2では原子炉格納容器内の無機よう素が 1/200 になるまでは無機よう素の除

去が見込まれるとしている。 

CSE A6 実験等から，原子炉格納容器に浮遊している放射性物質が，放出された放射性

物質量の数 100分の 1程度に低下する時点までは自然沈着速度がほぼ一定であり，原子炉

格納容器内の無機よう素はその大部分が事故初期の自然沈着速度に応じて除去されるこ



 

169 

とが分かっている。そこで，原子炉格納容器等への無機よう素の沈着効果の設定に当たっ

ては，自然沈着率として上式により得られた事故初期の自然沈着率（9.0×10-4[1/s]）を

代表として適用し,また，自然沈着による上限 DF（除去効率）を 200 とした。 

 

CSE A6実験の詳細は前述の Nuclear Technology の論文において BNWL-1244が引用され

ている。参考として，BNWL-1244記載の原子炉格納容器内における無機よう素の時間変化

を図 15－1に示す。 
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図 15－1 原子炉格納容器内における無機よう素濃度の時間変化 

 

 

出典：BNWL-1244,“Removal of Iodine and Particles from Containment Atmospheres by 

Sprays-Containment Systems Experiment Interim Report” 
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（参考） 

 

CSE実験の適応性について 

 

CSE実験と本被ばく評価で想定している事故シーケンス「冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS

注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」におけるＭＡＡＰ解析結果による格納容器内の条件を表

1で比較する。 

なお，NUPEC報告書においては，スプレイが使用される前の期間のよう素濃度に基づき自然

沈着速度を設定しており，実験条件は島根２号機の事故シーケンスに対するＭＡＡＰ解析結果

により得られた原子炉格納容器内の条件と概ね同等である。 

 

表 1 CSE実験条件と島根２号機の比較 

 
CSE実験の Run No. 

島根２号機解析結果 
A-6＊1,＊2 A-5＊3 A-11＊3 

雰囲気 蒸気＋空気 同左 同左 
蒸気＋窒素 

（＋水素） 

雰囲気圧力 

（MPaG） 
約 0.20 約 0.22 約 0.24 約 0.23＊5 

雰囲気温度 

（℃） 
約 120 約 120 約 120 約 200以下＊5 

スプレイの 

有無 
あり＊4 なし なし 

あり 

（無機よう素に対しては 

自然沈着のみ考慮） 

注記＊1：R.K.Hilliard et.al “Removal of iodine and particles by sprays in the containment 

systems experiment” ,Nucl. Technol. Vol 10 p449-519,1971 

＊2：R.K.Hilliard et.al “Removal of iodine and particles from containment 

atmospheres by sprays”,BNWL-1244 

＊3：R.K.Hilliard and L.F.Coleman “Natural transport effects on fission product 

behavior in the containment systems experiment” ,BNWL-1457 

＊4：自然沈着速度の算出には1回目のスプレイが使用される前の格納容器内の濃度を用い

ている。 

＊5：格納容器破損防止対策の有効性評価の事故シーケンス「冷却材喪失（大破断LOCA）

＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」において，炉心からよう素が大量放出

された後（事象初期）の値 

 

CSE実験でスプレイを使用していないA-5及びA-11における無機よう素の格納容器内気相部

濃度の時間変化を図1に示す。初期の沈着（スプレイ未使用の期間）については，A-6の場合と

大きな差は認められず，初期濃度より数100分の1以上低下した後，沈着が穏やかになること（カ

ットオフ）が認められる。  
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図 1 CSE A-5及び A-11実験による無機よう素の格納容器内気相部濃度の時間変化 

 

自然沈着率は評価する体系の体積と内面積の比である比表面積の影響を受け，比表面積が大

きいほど自然沈着率は大きくなると考えられる。 

CSE実験における体系と島根２号機の比表面積について表2に示す。CSE実験と島根２号機の

比表面積は同程度となっており，CSE実験で得られた自然沈着速度を用いることができると考

えられる。 

 

表 2 CSE実験と島根２号機の比表面積の比較 

 CSE実験体系 島根２号機 

体積（m3） 約 600 約 13,000 

内面積（m2） 約 570 約 12,000 

比表面積（1/m） 約 0.9 約 0.9 
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16．中央制御室の居住性評価(炉心の著しい損傷)に係る被ばく評価におけるサプレッション 

プールでのスクラビングによる除去効果(無機よう素)について 

 

サプレッションプールでのスクラビングによる無機よう素の除去効果（以下「DF」という。）

として，Standard Review Plan 6.5.5 に基づき DF5を設定している。これは Standard Review 

Plan 6.5.5 において，「無機よう素のスクラビングによる除去効果として，Mark－Ⅱ及び

Mark－Ⅲに対して DF10 以下，Mark－Ⅰに対して DF5 以下を主張する場合は，特に計算を必要

とせず容認しても良い」との記載（抜粋参照）に基づくものである。 

島根原子力発電所第２号機は Mark－Ⅰ改良型原子炉格納容器を採用しているが，サプレッ

ションプールでのスクラビングに期待可能な水深等，Mark－Ⅰと大きな差異はないことから，

Standard Review Plan 6.5.5 の記載に基づき，サプレッションプール水の沸騰に関わらず DF5

を適用することとしている。 

なお，有機よう素についてはガス状の性質であることから，本 DF の効果には期待していな

い。 

粒子状よう素の DF については，ＭＡＡＰ解析のスクラビング計算プログラム（ＳＵＰＲＡ

コード）にて評価している。 

 

「Standard Review Plan 6.5.5」（抜粋） 
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参考 

 

サプレッションプールでのスラクビングによる無機よう素の除去効果に関する他の知見につ

いて 

 

サプレッションプールでのスラクビングによる無機よう素の除去効果に関する他の知見とし

て，ＳＰＡＲＣコードによる計算結果並びに UKAEA 及び POSEIDONにて行われた実験がある。 

 

 

1. ＳＰＡＲＣコードによる計算結果 

Standard Review Plan 6.5.5 の引用文献＊において，ＳＰＡＲＣコードを用いたよう素の

スクラビングによる除去効果を計算している。当該文献では，Mark－Ⅰ型原子炉格納容器を

対象として無機よう素（I2），粒子状よう素（CsI）及び有機よう素（CH3I）に対するスクラ

ビングによる除去効果を計算している。計算結果は図 1 のとおりであり，無機よう素に対す

る DFは最小 10程度である。 

なお，選定した事故シーケンスは，原子炉停止機能喪失であり，以下の事故進展を想定し

ている。 

・過渡時において制御棒の挿入不良が発生 

・緊急炉心冷却システムは作動するが，原子炉出力レベルはサプレッションプールの冷却能

力を超過 

・原子炉圧力容器の過圧破損の発生により冷却材が喪失した結果，炉心損傷が発生 

 

注 記 ＊ ： P.C.Owczarski and W.K.Winegarder, “Capture of Iodine in Suppression 

Pools”,19th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning Conference. 
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注記＊：文献中の記載（抜粋） 

“Here the I2 flow rate is fairly high until 148.5min, then the rate (and incoming 

I2 concentration) decreases. These decreases cause the pool scrubbing to become 

less effective at the iodine concentrations of the pool.” 

 

 

図 1 ＳＰＡＲＣ計算結果（瞬時値 DF） 

  

I2流量の減少により，スクラビング 

による除去効果が低下＊ 
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2. UKAEA及び POSEIDONにて行われた実験 

無機よう素に対するスクラビングによる除去効果について，UKAEA＊1 及び POSEIDON＊2 にお

いて実験が行われている。実験体系を図 2及び図 3，実験条件及び実験結果を表 1及び表 2に

示す＊3。 

表 2のとおり，無機よう素の DFは最少で 14である。 

 

注記＊1：イギリスのウィンフリス（重水減速沸騰軽水冷却炉（SGHWR））の蒸気抑制システム

における核分裂生成物の保持を調べるための実験 

＊2：スイスのポール・シェラー研究所で行われた水中へのガス状よう素のスクラビング

に関する実験 

＊3：“State-of-the-art review on fission products aerosol pool scrubbing under 

severe accident conditions”,1995 

 

 

 

 

図 2 UKAEA 実験体系 
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図 3 POSEIDON 実験体系 
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表 1 実験条件 
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表 2 実験結果 
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17．中央制御室の居住性評価(炉心の著しい損傷)に係る被ばく評価における原子炉格納容器 

外への核分裂生成物の放出割合の設定について 

 

17.1 はじめに 

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性に係る被ばく評価にお

ける原子炉格納容器外への核分裂生成物の放出割合の設定について示す。 

 

17.2 核分裂生成物の原子炉格納容器外への放出割合の設定について 

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性評価に当たっては，放

射性物質の原子炉格納容器外への放出割合をＭＡＡＰコードと NUREG-1465 の知見を利

用し評価している。 

大破断 LOCA 時に非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するシナリオ

（W/W ベント）でのＭＡＡＰ解析による放出割合の評価結果（事故発生から 168 時間経

過時点）を表 17－3 に示す。ただし，以下に示すとおり，表 17－3 の値は中央制御室の

居住性評価に使用していない。 

表 17－3によると，高揮発性核種（CsIや CsOH）の放出割合（10－6オーダー）と比べ，

中・低揮発性核種の放出割合が極めて大きい（10－4オーダー）という結果となっている。 

一方，TMI事故や福島第一原子力発電所事故での観測事実から，事故が起こった場合に

最も多く放出される粒子状の物質はよう素やセシウム等の高揮発性の物質であり，中・低

揮発性の物質の放出量は高揮発性の物質と比べ少量であることが分かっている。 

表 17－4 は，TMI 事故後に評価された放射性核種の場所ごとの存在量であるが，希ガ

スや高揮発性核種（セシウムやよう素）が原子炉圧力容器外に全量のうち半分程度放出

されている一方で，中・低揮発性核種はほぼ全量が原子炉圧力容器内に保持されている

という評価となっている。 

さらに，表 17－5は，福島第一原子力発電所事故後に実施された発電所敷地内の土壌中

放射性核種のサンプリング結果であるが，最も多く検出されているのは高揮発性核種（セ

シウムやよう素）であり，多くの中・低揮発性核種は不検出という結果となっている。 

また，燃料からの核分裂生成物の放出及び移動挙動に関する実験結果より，各元素の

放出挙動は以下のように整理されており＊，希ガスが高温で燃料からほぼ全量放出され

るのに対し，それ以外の核種の放出挙動は雰囲気条件に依存するとしている。 

希ガス：高温にて燃料からほぼ全量放出される。 

I，Cs ：高温にて燃料からほぼ全量放出される。放出速度は希ガスと同等。 

Sb，Te：高温にて燃料からほぼ全量放出される。また被覆管と反応した後，被覆管の酸

化に伴い放出される。 

Sr，Mo，Ru，Rh，Ba    ：雰囲気条件（酸化条件 or 還元条件）に大きな影響を受ける。 

Ce，Np，Pu，Y，Zr，Nb：高温状態でも放出速度は低い。 

 

注記＊：「化学形に着目した破損燃料からの核分裂生成物及びアクチニドの放出挙動評価

のための研究（JAEA-Review 2013-034，2013年 12月）」  
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表 17－3 の評価結果はこれらの観測事実及び実験結果と整合が取れていない。これは，

大破断 LOCA 時に非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するシナリオにおい

ては，ＭＡＡＰ解析が中・低揮発性核種の放出割合を過度に大きく評価しているためであ

ると考えられる。 

ＭＡＡＰ解析の持つ保守性としては，炉心が再冠水し溶融炉心の外周部が固化した後で

も，燃料デブリ表面からの放射性物質の放出評価において溶融プール中心部の温度を参照

し放出量を評価していることや，炉心冠水時において燃料デブリ上部の水によるスクラビ

ング効果を考慮していないことが挙げられる。ＭＡＡＰコードの開発元である EPRI から

も，再冠水した炉心からの低揮発性核種の放出についてＭＡＡＰ解析が保守的な結果を与

える場合がある旨の以下の報告がなされている。 

・炉心が再冠水した場合の低揮発性核種（Ru及び Mo）の放出について，低温の溶融燃料

表面付近ではなく，溶融燃料の平均温度を基に放出速度を算出しているため，ＭＡＡＰ

解析が保守的な結果を与える場合がある。 

・Moの放出量評価について，NUREG-1465よりもＭＡＡＰコードの方が放出量を多く評価

する。 

なお，高揮発性核種（セシウムやよう素）については炉心溶融初期に炉心外に放出され

るため，上述の保守性の影響は受けにくいものと考えられる。 

以上のことから，大破断 LOCA 時に非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失

するシナリオにおいて中・低揮発性核種の放出割合を評価する際，単にＭＡＡＰ解析によ

る評価結果を採用すると，放出割合として過度に保守的な結果を与える可能性があるため，

他の手法を用いた評価が必要になると考えられる。 

そこで，炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性を評価する際は，

ＭＡＡＰ解析による放出割合の評価結果以外に，海外での規制等にも活用されている

NUREG-1465（米国の原子力規制委員会（NRC）で整備されたものであり，米国でもシビア

アクシデント時の典型的な例として，中央制御室の居住性等の様々な評価で使用されてい

る）の知見を利用するものとした。このことにより，TMI事故や福島第一原子力発電所事

故の実態により見合った評価が可能となる。 

なお，事故シーケンス「冷却材喪失（大破断 LOCA）+ECCS 注水機能喪失+全交流動力電

源喪失」において，原子炉注水機能が使用できないものと仮定した場合における，炉心損

傷開始から，原子炉圧力容器が破損するまでのＭＡＡＰ解析事象進展（炉心の著しい損傷

が発生した場合における中央制御室の居住性評価における想定事故シナリオでは，当該事

故シーケンスにおいて原子炉注水機能を使用することにより原子炉圧力容器破損には至

らない）と NUREG-1465の想定の比較は表 17－1のとおりであり，NUREG-1465の想定とＭ

ＡＡＰ解析の事象進展に大きな差はなく，本評価において NUREG-1465 の知見は使用可能

と判断した。 

NUREG-1465の知見を利用した場合の放出割合の評価結果を表 17－6に示す。 
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表 17－1 ＭＡＡＰ解析事象進展と NUREG-1465の想定の比較 

 

燃料被覆管の損傷が開始し，ギャッ

プから放射性物質が放出される期

間 

炉心溶融が開始し，溶融燃料が原子炉圧力

容器破損するまでの期間 

ＭＡＡＰ 約 5分～約 28分＊1 約 28分～約 3.2時間＊2 

NUREG-1465 ～30分 30分～2時間 

注記＊1：炉心損傷開始（燃料被覆管温度1000K）～炉心溶融開始（燃料被覆管温度2500K） 

＊2：原子炉注水機能が使用できないものと仮定した場合における原子炉圧力容器破損時

間 

 

各ＭＡＡＰ核種グループの放出割合の具体的な評価手法は以下に示すとおり。 

(1) 希ガスグループ，CsIグループ，CsOHグループ 

希ガスを含めた高揮発性の核種グループについては，格納容器からベントラインへの

放出割合，格納容器から原子炉建物への漏えい割合ともにＭＡＡＰ解析の結果得られた

放出割合を採用する。 

なお，Csの放出割合は，CsIグループと CsOHグループの放出割合＊1＊2，及び，I元

素と Cs元素の停止時炉内内蔵量より，以下の式を用いて評価する。 

 

FCS(T) = FCs0H(T) +
MΙ

MCs
×

WCs

WΙ
× (FCsΙ(T) − FCs0H(T)) 

 

   FCS(T) ：時刻 T におけるセシウムの放出割合 

   FCs0H(T)：時刻 T における Cs0H グループの放出割合 

   FCsΙ(T)   ：時刻 T における CsΙ グループの放出割合 

   MΙ   ：停止直後の Ι 元素の停止時炉内内蔵量 

   MCs ：停止直後の Cs 元素の停止時炉内内蔵量 

   WΙ   ：Ι の原子量                   

   WCs ：Cs の原子量         

 

注記＊1：ＭＡＡＰコードでは化学的・物理的性質を考慮し核種をグループ分けしており，各

グループの放出割合は，当該グループの停止時炉内内蔵量と放出重量の比をとるこ

とで評価している。 

＊2：各核種グループの停止時炉内内蔵量は以下の手順により評価している。 

 

① ＯＲＩＧＥＮコードにより核種ごとの初期重量を評価する。 

② ①の評価をもとに，同位体の重量を足し合わせ，各元素の重量を評価する。 

③ ②の結果をＭＡＡＰコードにインプットし，ＭＡＡＰコードにて，各元素の化合物の重量

を評価する。 
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④ 各化合物は表 17－2に示す核種グループに属するものとして整理している。核種グループ

の炉内内蔵量は，当該の核種グループに属する化合物の炉内内蔵量の和として評価して

いる。 

 

表 17－2 各核種グループの炉内内蔵量 

核種グループ 
各核種グループに対応する化

合物 

炉内内蔵量[kg] 

（安定核種を含む） 

希ガス Xe，Kr 

CsI I 

TeO2，Te2 Te 

SrO Sr 

MoO2 Mo，Ru，Tc 

CsOH Cs，Rb 

BaO Ba 

La2O3 La，Pr，Nd，Sm，Y，Zr，Nb 

CeO2 Ce，Np，Pu 

Sb Sb 

UO2 UO2 

注記＊：表中に示すTe2の炉内内蔵量[kg]は，停止時に炉内に存在するTe元素の全量がTe2の形態で

存在する場合の値に相当する。 

 

(2)それ以外の核種グループ 

中・低揮発性の核種グループについては，ＭＡＡＰ解析の結果得られた放出割合は採用せ

ず，ＭＡＡＰ解析の結果から得られた Csの放出割合，希ガスグループの放出割合及び

NUREG-1465の知見を利用し放出割合を評価する。 

ａ．格納容器からベントラインへの放出割合 

放出割合の経時的な振る舞いは希ガスと同一＊とし，Csの放出割合に対する当該核種グ

ループの放出割合の比率が，168時間経過時点において NUREG-1465で得られた比率に

等しいとして，以下の評価式に基づき評価した。表 17－7及び表 17－8に NUREG-1465

で評価された格納容器内への放出割合を示す。 

 

Fi(T) = Fnoblegas(T) ×
γi

γcs
×

FCs(168h)

Fnoblegas(168h)
 

 

   Fi(T)：時刻 T におけるｉ番目のＭＡＡＰ核種グループ放出割合 

   Fnoblegas(T)：時刻 T における希ガスグループの放出割 

   γi：NUREG − 1465 における i 番目のＭＡＡＰ核種グループに 

相当する核種グループの格納容器への放出割合 
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   γcs：NUREG − 1465 における Cs に相当する核種グループの 

格納容器への放出割合 

 

注記＊：中・低揮発性の核種グループは，事故初期の燃料が高温となっているとき以外は

殆ど燃料外に放出されないものと考えられる。そのため，格納容器ベント後の燃

料からの追加放出はほとんどなく，事故初期に格納容器内に放出され，格納容器

気相部に浮遊しているものだけが大気中に放出され得ると考えられる。 

 

格納容器ベントに伴い中・低揮発性核種は格納容器気相部からベントラインに流入す

るが，その流入の仕方，すなわち放出割合の経時的な振る舞いは，同じく格納容器気相

部に浮遊しており壁面等からの追加放出がない希ガスの放出割合の振る舞いに近いと

考えられる。 

以上のことから，中・低揮発性の核種グループの「各時刻における放出割合」は，「各

時刻における希ガスグループの放出割合」に比例するものとした。 

 

b.格納容器から原子炉建物への漏えい割合 

放出割合の経時的な振る舞いはＣｓと同一＊とし，Ｃｓの放出割合に対する当該核種グ

ループの放出割合の比率は，168時間経過時点において NUREG-1465 で得られた比率に等

しいとして，以下の評価式に基づき評価した。 

 

Fi(T)＝FCs(T) ×
γi

γcs
 

 

   Fi(T)：時刻 T におけるｉ番目のＭＡＡＰ核種グループ放出割合 

   γi：NUREG − 1465 における i 番目のＭＡＡＰ核種グループに 

相当する核種グループの格納容器への放出割合 

   γcs：NUREG − 1465 における Cs に相当する核種グループの 

格納容器への放出割合 

 

注記＊：中・低揮発性の核種グループは格納容器内で粒子状物質として振る舞い，沈着や格

納容器スプレイ等により気相部から除去されると考えられる。また，事故発生後，

格納容器の気相部からの除去が進んだ後は格納容器からの漏えいはほとんどなく

なるものと考えられる。 

 

本評価では，中・低揮発性の核種グループ同様，格納容器内で粒子状物質として除去

されるCsを代表として参照し，中・低揮発性の核種グループの「各時刻における漏えい

割合」を，「各時刻におけるCsの漏えい割合」に比例するものとした。 
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表 17－3 ＭＡＡＰ解析による放出割合の評価結果 

（炉心の著しい損傷が発生した場合における 

中央制御室の居住性評価に使用しない） 

核種グループ 

停止時炉内内蔵量に対する 

ベントラインへの流入割合 

（事故発生から 168時間後時点） 

希ガス 約 9.0×10-1 

CsI 約 4.4×10-6 

TeO2 約 2.5×10-8 

SrO 約 2.4×10-4 

MoO2 約 7.1×10-6 

CsOH 約 7.0×10-6 

BaO 約 1.7×10-4 

La2O3 約 3.3×10-5 

CeO2 約 3.3×10-5 

Sb 約 3.8×10-6 

Te2 0 

UO2 0 

Cs＊ 約 6.8×10-6 

注記＊：CsIグループと CsOH グループの放出割合から評価（評価式は参考 1 を参照） 
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表 17－4 TMI事故後に評価された放射性核種の場所ごとの存在量 

 

出典： TMI-2号機の調査研究成果（渡会偵祐，井上康，桝田藤夫 日本原子力学会誌 

Vol.32,No.4(1990)） 

 

 

 

 

表 17－5 福島第一原子力発電所事故後に検出された土壌中の放射性核種＊ 

 

注記＊：福島第一原子力発電所構内における土壌中の放射性物質の核種分析の結果について

（続報）別紙 2（東京電力 HP） 
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表 17－6 NUREG-1465の知見を用いた補正後の放出割合 

（炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性評価に使用） 

核種グループ 

停止時炉内内蔵量に対する 

ベントラインへの流入割合 

（事故発生から 168時間後時点） 

希ガス 約 9.0×10-1 

CsI 約 4.4×10-6 

TeO2 約 1.4×10-6 

SrO 約 5.4×10-7 

MoO2 約 6.8×10-8 

CsOH 約 7.0×10-6 

BaO 約 5.4×10-7 

La2O3 約 5.4×10-9 

CeO2 約 1.4×10-8 

Sb 約 1.4×10-6 

Te2 0＊2 

UO2 0＊2 

Cs＊1 約 6.8×10-6 

注記＊1：CsIグループとCsOHグループの放出割合から評価（評価式は参考1を参照） 

＊2：本評価において「Te2グループ」及び「UO2グループ」の放出割合のＭＡＡＰ解析結

果はゼロであるため，NUREG-1465の知見を用いた補正の対象外とした。 
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表 17－7 NUREG-1465での原子炉格納容器内への放出割合 

核種グループ 原子炉格納容器への放出割合＊ 

Cs 0.25 

TeO2，Sb，Te2 0.05 

SrO，BaO 0.02 

MoO2 0.0025 

CeO2，UO2 0.0005 

La2O3 0.0002 

 

注記＊：NUREG-1465のTable 3.12「Gap Release」の値と「Early In-Vessel」の値の和を参照

（NUREG-1465 では，「Gap Release」，「Early In-Vessel」，「Ex-Vessel」及び「Late 

In-Vessel」の各事象進展フェーズに対して原子炉格納容器内への放出割合を与えて

いる。炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性評価における想

定事故シナリオでは，原子炉圧力容器が健全な状態で事故収束するため，原子炉圧力

容器損傷前までの炉心からの放出を想定する「Gap Release」及び「Early In-Vessel」

の値の和を用いる。） 

 

 

表 17－8 NUREG-1465（抜粋） 
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参考 1 

 

セシウムの放出割合の評価方法 

 

1.セシウムの放出割合 

(1)CsIの形態で存在しているセシウム 

全よう素が CsI の形態で存在するものとして整理する。CsI の形態で存在しているセシ

ウムの重量は以下のとおりとなる。 

 

CsIの初期重量[kg]＝ MI ＋ MI/WI×WCs 

CsI初期重量中のセシウム重量[kg]＝ MI/WI×WCs 

 

よう素元素初期重量[kg]：MI 

よう素原子量[-]：WI 

セシウム原子量[-]：WCs 

 

(2)CsOHの形態で存在しているセシウム 

全セシウムが CsI と CsOH の形態で存在するものとして整理する。CsOH の形態で存在し

ているセシウムの重量は以下のとおりとなる。 

 

CsOH初期重量中のセシウム重量[kg] ＝ MCs － CsI初期重量中のセシウム重量[kg] 

＝ MCs － MI/WI×WCs 

 

セシウム元素初期重量[kg]：MCs 

 

(3)セシウムの放出量 

ＭＡＡＰ解析により CsIと CsOHの原子炉格納容器外への放出割合を評価 

 

セシウムの放出重量[kg] ＝ MI/WI×WCs × X ＋ （MCs － MI/WI×WCs）×Y 

 

X：CsI放出割合（ＭＡＡＰ解析により得られる） 

Y：CsOH放出割合（ＭＡＡＰ解析により得られる） 

 

(4)セシウムの放出割合 

(3)で得られたセシウムの放出量から，セシウムの放出割合を評価 

 

セシウムの放出割合 ＝ セシウムの放出量 / セシウム元素初期重量 

＝ MI/WI×WCs/MCs × X ＋ （1 － MI/WI×WCs/MCs）×Y 

＝ Y ＋ MI/MCs×WCs/WI（X － Y）  
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18．中央制御室の居住性評価(炉心の著しい損傷)に係る被ばく評価におけるよう素の化学形 

態の設定について 

 

よう素の化学形態に対する存在割合として，R.G.1.195“Methods and Assumptions for 

Evaluating Radiological Consequences of Design Basis Accidents at Light Water Nuclear 

Power Reactors”で示された，よう素の存在割合を用いている。 

よう素類の性状については，審査ガイドにて，適切に考慮するように記述されている。 

よう素の化学形態に対する存在割合について，原子炉格納容器への核分裂生成物の放出割合

の設定に用いた NUREG-1465に記載はあるが，原子炉格納容器内の液相の pHが 7以上の場合と

されている（放出全よう素のうち，無機よう素は 5%を超えない，有機よう素は無機よう素の

3%（0.15%）を超えない（95%が粒子状））。 

pH 調整がされない可能性がある場合には，無機よう素への転換割合が大きくなるとの知見

もあり，無機よう素の存在割合が大きくなれば有機よう素の存在割合も大きくなる。無機よう

素は原子炉格納容器内での自然沈着により一定の低減効果が見込めるのに対し，有機よう素は

同様の低減効果を見込めないことから，原子炉格納容器外部への放出の観点からは有機よう素

の形態が重要である。 

したがって，本評価ではよう素の化学形態毎の存在割合の設定について，以下のとおり検討

し，設定した。 

NUREG-1465では，よう素の化学形態毎の存在割合に関して pHが 7未満の場合での直接的な

値の記述ではないが，よう素の化学形態毎の設定に関して，NUREG/CR-5732“Iodine Chemical 

Forms in LWR Severe Accidents”を引用している。NUREG/CR-5732 では，pH とよう素の存在

割合に係る知見として，pH の低下に伴って無機よう素への転換割合が増加する知見を示すと

ともに，pH 調整がなされる場合及びなされない場合それぞれについて，重大事故時のよう素

化学形態に関して複数のプラントに対する評価を行っている。 

pH 調整がなされている場合の結果を表 18－1，pH 調整がなされない場合の結果を表 18－2

に示す。BWRプラントである Grand Gulf及び Peach Bottom の評価結果では，pHが調整されて

いる場合は，ほぼ全量が I－となって粒子状よう素になるのに対して，pHが調整されていない

場合には，無機よう素（ガス状及び液体状）となる割合が増加する。また，有機よう素につい

ても，pH 調整されている場合よりも，pH 調整されていない場合の方が，より多くなる結果が

示されている。 

このように，重大事故時の環境条件を考慮した今回の評価の場合には，NUREG/CR-5732で示

される pH 調整されていない Grand Gulf及び Peach Bottom の評価結果によう素の存在割合が

近いこと，被ばく評価上の保守性等も考慮した適切な評価条件を設定すること，という観点か

ら考察し，表 18－3に示す R.G.1.195のヨウ素の化学形態毎の存在割合を用いることとした。 
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表 18－1 重大事故時の pH調整した場合のよう素化学形態 

（NUREG/CR-5732，Table3.6） 

 

 

 

 

表 18－2 重大事故時の pH調整を考慮しない場合のよう素化学形態 

（NUREG/CR-5732，Table3.7） 

 

 

 

表 18－3 NUREG-1465と R.G.1.195におけるよう素の化学形態毎の存在割合の比較 

 

 NUREG-1465 R.G.1.195 

無機よう素 4.85% 91% 

有機よう素 0.15% 4% 

粒子状よう素 95% 5% 
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19．中央制御室の居住性評価(炉心の著しい損傷)に係る被ばく評価における NUREG-1465 を用

いた評価とＭＡＡＰ解析での評価の比較について 

 

19.1 はじめに 

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性に係る被ばく評価にお

ける NUREG-1465 を用いた評価とＭＡＡＰ解析での評価の比較についてに示す。 

 

19.2 大破断 LOCA時における放射性物質の原子炉格納容器内への放出割合について 

大破断 LOCA 時における環境中へのセシウムの放出量の評価では，原子炉格納容器内へ

のセシウムの放出割合としてＭＡＡＰ解析結果を適用している。 

原子炉格納容器内への放射性物質の放出割合は米国の代表的なソースタームである

NUREG-1465＊においても整理されており，NUREG-1465で整理された値を使用することでも

環境中へのセシウムの放出量を評価することができると考えられる。 

以下では，原子炉格納容器内へのセシウムの放出割合についてＭＡＡＰ解析結果と

NUREG-1465を比較し，ＭＡＡＰ解析結果の適用性を検討した。 

 

注記＊：NUREG-1465 では，NUREG-1150（米国の代表プラントのＰＲＡ）で検討されたすべて

の事故シーケンスについてレビューを行い，更にいくつかのシーケンスに対するソー

スタームコードパッケージ（ＳＴＣＰ）やＭＥＬＣＯＲコードによる追加解析が行わ

れて，ソースタームが検討されている（表 19－1参照）。検討された事故シーケンス

は，本評価で対象としている「冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全

交流動力電源喪失」シナリオと同様，炉心が溶融し原子炉圧力容器が低圧で破損する

事故シーケンスである。 

 

また，NUREG-1465 では，当該文書中に示された原子炉格納容器への放出割合は，保守

的に選ばれた損傷燃料からの放射性物質の初期放出を除いて，低圧での炉心溶融事故に関

する保守的又は限界的な値を意図しているものではなく，代表的又は典型的な値を意図し

ているものとしている。 

 

表 19－1 NUREG-1465で検討された事故シーケンス（BWR） 
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(1) NUREG-1465との比較 

放射性物質の原子炉格納容器内への放出割合について，NUREG-1465 に示された値（ＢＷ

Ｒプラント，Gap Releaseと Early In-Vesselの和）と，「冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS

注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」シナリオのＭＡＡＰ解析結果＊を図 19－1に示す。 

 

注記＊：放射性物質の原子炉格納容器内への放出割合は，残留熱代替除去系を用いて事象収束

に成功する場合と格納容器ベントを実施する場合とでほとんど同じＭＡＡＰ解析結

果となる。図 19－1では，格納容器フィルタベント系を用いて事象収束に成功する場

合のＭＡＡＰ解析結果を代表として示した。 

 

図 19－1より，セシウム及びよう素の原子炉格納容器内への放出割合については，ＭＡＡ

Ｐ解析と NUREG-1465 ともに数割程度となっており，ＭＡＡＰ解析結果の方が大きくなって

いる。また，希ガスについては両者に差はあまりなく，NUREG-1465 では全量，ＭＡＡＰ解

析結果においてもほぼ全量となっている。 

仮にセシウムの原子炉格納容器内への放出割合として NUREG-1465 の値を参照した場合，

セシウムの放出量として代表的又は典型的な値が評価されると考えられるが，本評価では，

評価対象とする事故シナリオ「冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動

力電源喪失」シナリオのＭＡＡＰ解析結果が得られており，また，その値が NUREG-1465 と

比べて大きいことから，ＭＡＡＰ解析結果を参照することは適切であると考えられる。 

 

 

図 19－1 原子炉格納容器内への放出割合の比較（ＭＡＡＰ解析結果は格納容器フィルタベ

ント系を用いて事象収束に成功する場合のものを参照）  
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20．待避時間の設定根拠について 

 

中央制御室では，フィルタベント実施時における放射性物質による運転員の被ばく低減

のために中央制御室待避室に待避することとしており，中央制御室の居住性評価において

は待避時間を 10時間としている。 

待避時間の設定については，運転員の実効線量が 100mSv/7 日間を超えないよう，余裕

を考慮し，設備，運用等を整備している。また，継続的に作業可能な線量率として数 mSv/h

となるよう，中央制御室の居住性評価においては，待避室外の空間線量率が数 mSv/h以下

になるまでは，待避室に待避することを想定して評価している。 

なお，実際には被ばく低減の観点から，さらに空間線量率が低減した段階で待避室から

退出できるよう，加圧用空気ボンベの本数は 10 時間以上加圧ができる本数を設置するこ

ととしている。 

 

 

図 20－1 待避室内外の空間線量率 
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21．中央制御室非常用再循環処理装置のフィルタ保持容量及び吸着容量について 

 

中央制御室非常用再循環処理装置のフィルタは，十分な保持容量及び吸着容量を有する設計

とする。以下に放射性微粒子保持容量及びよう素吸着容量を示す。 

 

21.1 中央制御室非常用再循環処理装置の粒子用高効率フィルタの放射性微粒子保持容量 

中央制御室非常用再循環処理装置の粒子用高効率フィルタの放射性微粒子の保持容量

は，約 13kgである。 

 

21.2 中央制御室非常用再循環処理装置のチャコールフィルタのよう素吸着容量 

中央制御室非常用再循環処理装置のチャコールフィルタの活性炭充てん量は約 1072kg

であり，よう素吸着容量は約 2.6kgとなる。 

中央制御室非常用再循環処理装置のフィルタ保持容量及び吸着容量を表 21－1 に示す。 

 

表 21－1 中央制御室非常用再循環処理装置のフィルタ保持容量及び吸着容量 

 保持容量／吸着容量 

粒子用高効率フィルタ 約 13kg 

チャコールフィルタ 約 2.6kg 
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22．中央制御室非常用再循環処理装置のフィルタ内放射性物質からの被ばくについて 

 

中央制御室は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制御室非常用再循環処理装

置のフィルタを通過した外気で正圧化する設計としており，中央制御室非常用再循環処理装置

のフィルタには放射性物質が取り込まれることが想定される。ここでは，中央制御室非常用再

循環処理装置のフィルタに取り込まれた放射性物質が中央制御室に滞在する運転員に与える

被ばく影響について評価する。 

評価条件を表 22－1に，評価モデルを図 22－1に示す。なお，相対濃度はⅥ-1-7-3「中央制

御室の居住性に関する説明書」と同じ値を用いる。また，評価モデルは，図 22－2に示す中央

制御室非常用再循環処理装置の設置位置を基に設定し，評価点は，保守的にフィルタの階下に

ある運転員控室とする。 

評価の結果，中央制御室非常用再循環処理装置のフィルタからの被ばくは線量率が最大とな

る事故後約 35時間において約 3.6×10-2mSv/hとなり，十分小さいため，他の被ばく経路から

の被ばく線量と合算しても，運転員の実効線量は7日間で100mSvを超えないことを確認した。 

 

表 22－1 評価条件 

項目 評価条件 選定理由 

評価シナリオ 
大破断 LOCA+ECCS機能喪失+
全交流電源喪失時に W/W ベ
ントを実施する場合 

フィルタに捕集される放射
能量の観点から保守的シナ
リオであるため，代表として
選定 

フィルタに吸着される
放射性物質 

有機よう素及び無機よう素 
（フィルタ捕集効率：95%）  

フィルタに捕集される放射
性物質のうち，被ばく影響に
支配的な放射性物質として
選定。なお，フィルタの捕集
効率は居住性の評価で用い
た値と同じとした。 

中央制御室非常用再循
環処理装置の台数 

1 台 運用をもとに設定 

中央制御室非常用再循
環送風機の運転条件 

事故発生 2 時間後から 7 日
後まで 

運用をもとに設定 

評価点 運転員控室 
距離及び遮蔽厚の観点から
保守的な運転員控室にて代
表 

評価コード QAD-CGGP2Rコード ― 
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図 22―1評価モデル 
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図 22―2 中央制御室非常用再循環処理装置の設置位置 

   

廃棄物処理建物１階 廃棄物処理建物２階 

制御室建物４階 
非常用再循環処理装置 
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23．全面マスクによる防護係数について 

 

重大事故等時の居住性に係る被ばく評価において，以下の検討を踏まえ，全面マスクによる

防護係数を 50として使用する。 

 

23.1 厚生労働省労働基準局長通知について 

「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」（基発 0412 第 1

号都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知）によると，「200万ベクレル毎キ

ログラムを超える事故由来廃棄物等を取り扱う作業であって、粉じん濃度が 10 ミリグラ

ム毎立方メートルを超える場所における作業を行う場合、内部被ばく線量を 1年につき 1

ミリシーベルト以下とするため、漏れを考慮しても、50 以上の防護係数を期待できる捕

集効率 99.9%以上の全面型防じんマスクの着用を義務付けたものであること」としている。 

 

●以下，電離放射線障害防止規則（最終改正：令和3年4月1日）抜粋 

第三十八条事業者は、第二十八条の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業その

他の作業で、第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入す

るおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、

防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作

業に従事する労働者に使用させなければならない。 

 

●以下，基発0412第1号（平成25年4月12日）抜粋 

キ 保護具（第 38条関係） 

①第1項の「有効な呼吸用保護具」は、次に掲げる作業の区分及び事故由来廃棄物等の放

射能濃度の区分に応じた捕集効率を持つ呼吸用保護具又はこれと同等以上のものをいう

こと。 

 
放射能濃度 

200万 Bq/kg超 

放射能濃度 

50万 Bq/kg超 

200万 Bq/kg以下 

放射能濃度 

50万 Bq/kg以下 

高濃度粉じん作業（粉

じん濃度 10mg/m3超の

場所における作業） 

捕集効率 99.9%以上 

（全面型） 
捕集効率 95%以上 捕集効率 80%以上 

高濃度粉じん作業以

外の作業（粉じん濃度

10mg/m3 以下の場所に

おける作業） 

捕集効率 95%以上 捕集効率 80%以上  

 

②防じんマスクの捕集効率については、200万ベクレル毎キログラムを超える事故由来廃

棄物等を取り扱う作業であって、粉じん濃度が10ミリグラム毎立方メートルを超える場

所における作業を行う場合、内部被ばく線量を1年につき1ミリシーベルト以下とするた
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め、漏れを考慮しても、50以上の防護係数を期待できる捕集効率99.9%以上の全面型防じ

んマスクの着用を義務付けたものであること。 

 

23.2 全面マスクの防護係数 50について 

空気中の放射性物質の濃度が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等

の規定に基づく線量限度等を定める告示 別表第一 第四欄」の十分の一を超える場合，全

面マスクを着用する。 

全面マスクを納入しているマスクメーカーにおいて，全面マスク（よう素用吸収缶）に

ついての除染係数を検査している。本検査は，放射性ヨウ化メチルを用い，除染係数を算

出したものである。その結果は，DF≧1.21×103 と十分な除染係数を有することを確認し

た。（フィルタの透過率は 0.083%以下） 

 

表 23－1 マスクメーカーによる除染係数検査結果 

CA-N4RI（吸収缶）放射性ヨウ化メチル通気試験 

入口濃度 

[Bq/cm3] 

4時間後 10時間後 

試験条件 出口濃度 

[Bq/cm3] 
DF値 

出口濃度 

[Bq/cm3] 
DF値 

9.45×10-2 
ND 

(4.17×10-7) 
2.27×105 8.33×10-7 1.13×105 試験流量：20L/min 

通気温度：30℃ 

相対湿度：95%RH 7.59×10-5 
ND 

(6.25×10-8) 
1.21×103 

ND 

(2.78×10-8) 
2.73×103 

ND：検出限界値未満（括弧内が検出限界値） 

 

また，同じくマスクメーカーにより全面マスクの漏れ率を検査しており，最大でも

0.01%であった。 

以上のことから，JIS T 8150:2006「呼吸用保護具の選択，使用及び保守管理方法」の

防護係数の求め方に従い，漏れ率と除染係数（フィルタ透過率）から計算される防護係数

は約 1075 であった。 

 

防護係数(PF)=100／{漏れ率（%）＋フィルタ透過率（%）} 

=100／(0.01＋0.083)≒1075 

 

ただし，全面マスクによる防護係数については，着用者個人の値であり，実作業時の防

護係数は，より低下する可能性があるため，講師による指導のもとフィッティングテスタ

ーを使用した全面マスク着用訓練を行い，漏れ率（フィルタ透過率を含む）2％を担保で

きるよう正しく全面マスクを着用できていることを確認している。 

このため，全面マスクによる防護係数は，50 とする。なお，全面マスク着用訓練につ

いては，今後とも，さらに教育・訓練を進めていき，マスク着用の熟練度を高めていく。 
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24．エアロゾル粒子の乾性沈着速度について 

24.1 はじめに 

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性に係る被ばく評価にお

けるエアロゾル粒子の乾性沈着速度の設定について示す。 

 

24.2 エアロゾル粒子の乾性沈着速度について 

中央制御室の居住性評価では，地表面へのエアロゾル粒子の沈着速度として乾性沈着及

び降水による湿性沈着を考慮した沈着速度（1.2cm/s）を用いており，沈着速度の評価に

当たっては，乾性沈着速度として 0.3cm/s を用いている。乾性沈着速度の設定の考え方を

以下に示す。エアロゾル粒子の乾性沈着速度は，NUREG/CR-4551＊1に基づき 0.3cm/sと設

定した。 

NUREG/CR-4551では郊外を対象としており，郊外とは道路，芝生及び木々で構成される

としている。原子力発電所内は舗装面が多く，建物屋上はコンクリートであるため，この

沈着速度が適用できると考えられる。また，NUREG/CR-4551 では 0.5μm～5μm の粒径に

対して検討されているが，原子炉格納容器内の除去過程で，相対的に粒子径の大きなエア

ロゾル粒子は原子炉格納容器内に十分捕集されるため，粒径の大きなエアロゾル粒子は放

出されにくいと考えられる。 

また，W.G.N.Slinn の検討＊2によると，草や水，小石といった様々な材質に対する粒径

に応じた乾性の沈着速度を整理しており，これによると 0.1μm～5μm の粒径では沈着速

度は 0.3cm/s程度（図 24－1）である。以上のことから，中央制御室の居住性に係る線量

影響評価におけるエアロゾル粒子の乾性の沈着速度として 0.3cm/s を適用できると判断

した。 
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図 24－1 様々な粒径における乾性沈着速度（Nuclear Safety Vol.19＊2） 

 

注記＊1：J.L. Sprung 等：Evaluation of severe accident risks: quantification of major 

input parameters, NUREG/CR-4551 Vol.2 Rev.1 Part 7, 1990 

＊2：W.G.N. Slinn: Parameterizations for Resuspension and for Wet and Dry Deposition 

of Particles and Gases for Use in Radiation Dose Calculations, Nuclear Safety 

Vol.19 No.2, 1978 
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（参考） 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合のエアロゾル粒子の粒径について 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内で発生する放射性物質を含むエアロ

ゾル粒子の粒径分布として本評価で設定している「0.1μm 以上」は，粒径分布に関して実施

されている研究を基に設定している。 

炉心の著しい損傷が発生した場合には原子炉格納容器内にスプレイ等による注水が実施さ

れることから，炉心の著しい損傷が発生した場合の粒径分布を想定し，「原子炉格納容器内で

のエアロゾルの挙動」及び「原子炉格納容器内の水の存在の考慮」といった観点で実施された

表 1の②，⑤に示す試験等を調査した。さらに，炉心の著しい損傷が発生した場合のエアロゾ

ル粒子の粒径に対する共通的な知見とされている情報を得るために，海外の規制機関（NRC等）

や各国の合同で実施されている炉心の著しい損傷が発生した場合のエアロゾルの挙動の試験

等（表 1の①，③，④）を調査した。以上の調査結果を表 1に示す。 

この表で整理した試験等は，想定するエアロゾル発生源，挙動範囲（原子炉格納容器，1次

冷却材配管等），水の存在等に違いがあるが，エアロゾル粒子の粒径の範囲に大きな違いはな

く，原子炉格納容器内環境でのエアロゾル粒子の粒径はこれらのエアロゾル粒子の粒径と同等

な分布範囲を持つものと推定できる。 

したがって，過去の種々の調査・研究により示されている範囲を包含する値として，0.1μm

以上のエアロゾル粒子を想定することは妥当である。 
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表 1 炉心の著しい損傷が発生した場合のエアロゾル粒子の粒径についての文献調査結果 

番

号 
試験名又は報告書名等 

エアロゾル粒子の 

粒径(μm) 
備考 

① LACE LA2＊1 
約 0.5～5 

(図 1参照) 

炉心の著しい損傷が発生した場合の評

価に使用されるコードでの原子炉格納

容器閉じ込め機能喪失を想定条件とし

た比較試験 

② NUREG/CR-5901＊2 
0.25～2.5 

(参考 1-1) 

原子炉格納容器内に水が存在し，溶融炉

心を覆っている場合のスクラビング効

果のモデル化を紹介したレポート 

③ AECLが実施した実験＊3 
0.1～3.0 

(参考 1-2) 

炉心の著しい損傷が発生した場合を考

慮した1次系内のエアロゾル挙動に着目

した実験 

④ PBF-SFD＊3 
0.29～0.56 

(参考 1-2) 

炉心の著しい損傷が発生した場合を考

慮した1次系内のエアロゾル挙動に着目

した実験 

⑤ PHÉBUS FP＊3 
0.5～0.65 

(参考 1-2) 

炉心の著しい損傷が発生した場合のFP

挙動の実験（左記のエアロゾル粒径は

PHÉBUS FP実験の原子炉格納容器内のエ

アロゾル挙動に着目した実験の結果） 

 

注記＊1：J. H. Wilson and P. C. Arwood, Summary of Pretest Aerosol Code Calculations 

for LWR Aerosol Containment Experiments (LACE) Test LA2 

＊2：D. A. Powers and J. L. Sprung, NUREG/CR-5901, A Simplified Model of Aerosol 

Scrubbing by a Water Pool Overlying Core Debris Interacting With Concrete 

＊3：STATE-OF-THE-ART REPORT ON NUCLEAR AEROSOLS, NEA/CSNI/R(2009)5 
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図 1 LACE LA2 でのコード比較試験で得られたエアロゾル粒子の粒径の時間変化グラフ 
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参考 1-1  NUREG/CR-5901 の抜粋 
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25．地表面への沈着速度の設定について 

 

25.1 はじめに 

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性に係る被ばく評価にお

ける地表面への沈着速度の設定について示す。 

 

25.2 地表面への沈着速度の設定について 

中央制御室の居住性に係る被ばく評価においては，地表面への沈着速度として，乾性沈

着及び湿性沈着を考慮した沈着速度（エアロゾル粒子及び無機よう素：1.2cm/s，有機よ

う素：4.0×10-3cm/s）を用いている。 

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（昭和 51年 9 月 28日 

原子力委員会決定，一部改訂 平成 13 年 3 月 29 日）の解説において，葉菜上の放射性よ

う素の沈着率を考慮するときに，「降水時における沈着率は、乾燥時の 2～3倍大きい値と

なる」と示されている。これを踏まえ，湿性沈着を考慮した沈着速度は，乾性沈着による

沈着も含めて乾性沈着速度（「24．エアロゾルの乾性沈着速度について」，「26．有機よう

素の乾性沈着速度について」を参照）の 4 倍と設定した。 

湿性沈着を考慮した沈着速度を，乾性沈着速度の 4倍として設定した妥当性の検討結果

を以下に示す。 

 

(1)検討手法 

湿性沈着を考慮した沈着速度の妥当性は，乾性沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累積

出現頻度 97%値と，乾性沈着率の累積出現頻度 97%値の比が 4 倍を超えていないことによって

示す。乾性沈着率及び湿性沈着率は以下のように定義される。 

 

a. 乾性沈着率 

乾性沈着率は「日本原子力学会標準 原子力発電所の確率論的安全評価に関する実施基準

（レベル 3PSA 編）：2008」（社団法人 日本原子力学会）（以下「学会標準」という。）解説

4.7 を参考に評価した。「学会標準」解説 4.7 では使用する相対濃度は地表面高さ付近とし

ているが，ここでは「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内

規）」（原子力安全・保安院 平成 21年 8月 12 日）[【解説 5.3】(1)]に従い評価した，放出

源高さの相対濃度を用いた。 

(χ Q⁄ )
D

(x, y, z)i = Vd ∙ χ Q⁄ (x, y, z)i ∙  ∙  ∙  ∙  ∙ ① 

 

(χ Q⁄ )
D

(x, y, z)i：時刻 i での乾性沈着率[1 m2⁄ ] 

χ Q⁄ (x, y, z)i ：時刻 i での相対濃度[s m3⁄ ] 

Vd     ：沈着速度[m s⁄ ](0.003 NUREG ∕ CR − 4551 Vol．2 より) 

 

b. 湿性沈着率 

降雨時には，評価点上空の放射性核種の地表への沈着は，降雨による影響を受ける。 
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湿性沈着率χ/Q(x,y)は「学会標準」解説 4.11より以下のように表される。 

 

(χ Q⁄ )
w

(x, y)i = Λi ∙ ∫ χ Q⁄ (x, y, z)idz
∞

o

= χ Q⁄ (x, y, 0)i ∙ Λi√
π

2
Σzi exp[

h2

2Σzi
2 ] ∙  ∙ ② 

 

(χ Q⁄ )
w

(x, y)i：時刻 i での湿性沈着率[1 m2⁄ ]            

χ Q⁄ (x, y, 0)i：時刻 i での地表面高さでの相対濃度[s m3⁄ ]    

Λi     ：時刻 i でのウォッシュアウト係数[1 s⁄ ]      

(= 9.5 × 10−5 × pri
0.8 学会標準より)     

Pri     ：時刻 i での降水強度[mm h⁄ ]     

Σzi     ：時刻 i での建物影響を考慮した放射性雲の鉛直方向の拡散幅[m]  

h      :放出高さ[m]  

乾性沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97%値と，乾性沈着率の累積出

現頻度 97%値の比は以下で定義される。 

 

乾性沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97%値

乾性沈着率の累積出現頻度 97%値
 

=

(𝑉𝑑 ∙ χ Q⁄ (x, y, z)i + χ Q⁄ (x, y, 0)i ∙ Λi√
π
2 Σzi exp[

h2

2Σ𝑧𝑖
2 ])

97%

(𝑉𝑑 ∙ χ Q⁄ (x, y, z)i)97%

∙  ∙  ∙ ③ 

 

 

(2)検討結果 

表 25－1に中央制御室滞在時及び入退域時の評価点についての検討結果を示す。 

乾性沈着率に放出源と同じ高さの相対濃度を用いたとき，乾性沈着率と湿性沈着率を合計し

た沈着率の累積出現頻度 97%値と，乾性沈着率の累積出現頻度 97%値の比は約 1.0～1.4倍程度

となった。 

以上より，湿性沈着を考慮した沈着速度を乾性沈着速度の 4倍と設定することは保守的であ

るといえる。  
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表 25－1 沈着率評価結果 

放出源及び 

放出源高さ＊ 
評価点 

①乾性沈着率 

(1/m2) 

②乾性沈着率 

+湿性沈着率 

(1/m2) 

比 

（②/①） 

格納容器 

フィルタベント

系排気管 

（地上 50m） 

中央制御室中心 約 1.5×10－6 約 1.9×10－6 約 1.3 

中央制御室空調換

気系給気口 
約 1.7×10－6 約 2.1×10－6 約 1.2 

原子炉補機冷却系

熱交換器室入口 
約 2.2×10－6 約 2.3×10－6 約 1.0 

原子炉 

建物中心 

（地上 0m） 

中央制御室中心 約 3.2×10－6 約 3.7×10－6 約 1.2 

中央制御室空調換

気系給気口 
約 3.6×10－6 約 4.3×10－6 約 1.2 

原子炉補機冷却系

熱交換器室入口 
約 4.5×10－6 約 4.6×10－6 約 1.0 

排気筒（非常用ガ

ス処理系用） 

（地上 110m） 

中央制御室中心 約 8.3×10－7 約 1.1×10－6 約 1.4 

中央制御室空調換

気系給気口 
約 8.7×10－7 約 1.2×10－6 約 1.4 

原子炉補機冷却系

熱交換器室入口 
約 3.9×10－7 約 4.8×10－7 約 1.2 

注記＊：放出源高さは，放出エネルギーによる影響は未考慮 
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26．有機よう素の乾性沈着速度について 

 

26.1 はじめに 

炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室の居住性に係る被ばく評価にお

ける有機よう素の乾性沈着速度の設定について示す。 

 

26.2 有機よう素の乾性沈着速度について 

中央制御室の居住性に係る被ばく評価では，原子炉建物から放出されるよう素のうち，

無機よう素はエアロゾル粒子と同じ沈着速度を用いた。有機よう素についてはエアロゾル

粒子とは別に，乾性沈着速度として，NRPB－R322 を参照し 10-3cm/s と設定した。以下に

その根拠を示す。 

 

(1)英国放射線防護庁（NRPB）による報告 

英国放射線防護庁大気拡散委員会による年次レポート（NRPB-R322＊）に沈着速度に関する

報告がなされている。本レポートでは，有機よう素について，植物に対する沈着速度に関する

知見が整理されており，以下のとおり報告されている。 

 

・植物に対する沈着速度の“best judgement”として 10-5m/s（10-3cm/s）を推奨 

 

(2)日本原子力学会による報告 

日本原子力学会標準レベル 3PSA解説 4.8に沈着速度に関する以下の報告がなされている。 

・ヨウ化メチルは非反応性の化合物であり，沈着速度が小さく，実験で 10-4～10-2cm/sの範

囲である。 

・ヨウ化メチルの沈着は，公衆のリスクに対し僅かな寄与をするだけであり，事故影響評価

においてはその沈着は無視できる。 

 

以上のことから，有機よう素の乾性沈着速度はエアロゾル粒子の乾性沈着速度 0.3cm/sに比

べて小さいことが言える。 

また，原子力発電所構内は，コンクリート，道路，芝生及び木々で構成されているが，エア

ロゾル粒子の沈着速度の実験結果（NUREG/CR-4551）によると，沈着速度が大きいのは芝生や

木々であり，植物に対する沈着速度が大きくなる傾向であった。 

したがって，有機よう素の乾性沈着速度として，NRPB-R322の植物に対する沈着速度である

10-3cm/sを用いるのは妥当と判断した。 

 

注 記 ＊ ： NRPB-R322-Atmospheric Dispersion Modelling Liaison Committee Annual 

Report,1998-99 
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NRPB-322 ANNEX-A「2.2 Iodine」の抜粋 
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27．遮蔽モデル上でのブローアウトパネルの扱いと影響評価 

 

27.1 遮蔽モデル上でのブローアウトパネルの扱い 

原子炉二次遮蔽をモデル化するにあたり，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

による遮蔽厚の差は考慮していない。これは，原子炉二次遮蔽内の構造物（床や内壁，

原子炉格納容器等）を詳細にモデル化しない等の保守性を含め，モデルの単純化を行っ

ていることによる。 

 

27.2 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルによる影響 

島根２号機の原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルと中央制御室との位置関係を

図 27－1に示す。 

図 27－1 のとおり，島根２号機の中央制御室は原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネルの扉厚の方向になく，原子炉建物や廃棄物処理建物の屋根，壁，床等により直視で

きないため，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの遮蔽厚さに関わらず，評価結

果には影響しない設計となっている。 

 

 

図 27－1原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルと中央制御室との位置関係 

  

 

 

（平面図） 

 

（断面図） 

 

原子炉建物燃料取替階 

ブローアウトパネル 

原子炉建物燃料取替階 

ブローアウトパネル 
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28．中央制御室に保管する飲食料等について 

 

中央制御室に保管する飲食料等の数量とその考え方については，表 28－1に示すとおりであ

る。 

 

表 28－1 中央制御室に保管する飲食料等 

品名 配備数＊1 

飲食料 

・食料 

・飲料水(1.5リットル) 

 

210食＊2 

140本＊3 

簡易トイレ 1式 

安定よう素剤 160錠＊4 

注記＊1：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う。） 

＊2：10 名（１，２号機運転員 9 名＋余裕，以下同様）×7日×3食 

＊3：10 名×7日×2本 

＊4：10 名×8錠（初日 2錠＋2日目以降 1錠／日×6日）×2交替 

 

 

なお，中央制御室待避室に待避する場合は，表 28－1に示す飲食料等から必要数＊を中央制

御室待避室内に持ち込む運用を想定している。 

 

注記*：食料 5食，飲料水 5本，簡易トイレ一式 
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29．重大事故等時の一次遮蔽の熱除去の評価について 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室の居住性評価（以下「居住性評価」という）

においては，原子炉一次遮蔽が十分なコンクリート厚さを有しているため，原子炉格納容器内

の放射性物質からのガンマ線の影響は無視できるほど小さく考慮していない。ここでは，重大

事故等時の原子炉格納容器内の放射性物質からのガンマ線による原子炉一次遮蔽の温度上昇

を考慮した原子炉一次遮蔽の熱除去の評価を行い，原子炉一次遮蔽の遮蔽機能上問題ないこと

を確認する。 

熱除去の評価では，伝熱理論に基づいた解析手法により遮蔽体の温度上昇を計算する。評価

に当たっては，線量計算で求める遮蔽体のガンマ線入射線束よりガンマ発熱量を求めて遮蔽体

の温度上昇を計算し，その結果が，コンクリートのガンマ線遮蔽能力に対する温度制限値以下

となることを確認する。 

 

29.1ガンマ線発熱量の評価 

想定事象としては，居住性評価に用いている「大破断 LOCA＋ECCS 機能喪失＋全交流動

力電源喪失」シナリオにおいて格納容器フィルタベント系を用いて事象収束する場合とし，

ガンマ線による発熱量評価の対象線源は原子炉格納容器内の放射性物質及び原子炉棟内

に放出された放射性物質とする。 

評価に用いる放射能濃度は，居住性評価の評価期間である 7日間の放射能濃度分布を基

に設定する。放射能濃度を基に算出したガンマ線線源強度を表 29－1に示す。また，ＱＡ

Ｄ－ＣＧＧＰ２Ｒコードを使用し，対象線源からの吸収線量を評価する。原子炉建物及び

原子炉格納容器の立面図を図 29－1，原子炉一次遮蔽の吸収線量評価に使用した計算モデ

ル及び評価点を図 29－2に示す。 

なお，原子炉格納容器内及び原子炉棟内の配管，支持構造物等による自己遮蔽効果につ

いては保守的に考慮しない。 

 

29.2温度上昇の計算方法 

29.1により得られたガンマ線吸収線量の分布を用いた原子炉一次遮蔽内部発熱，原子

炉一次遮蔽表面（ライナプレート）の熱伝達率及びコンクリートの熱伝導率を用いて，原

子炉一次遮蔽内部の温度分布を求める。温度分布の計算には以下の熱伝導方程式を用い，

原子炉一次遮蔽内側，外側の境界条件を設定し，収束計算により温度分布を求める。なお，

コンクリート密度は 2.14g/cm3，ライナプレート（鋼材）の密度は 7.8g/cm3を用いる。 
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また，遮蔽表面の境界条件は次式で与えられる。 

 

 

 

原子炉格納容器表面温度（最高温度151℃＊2）及び原子炉棟内雰囲気温度（最高温度66℃＊2）

について保守的に一定温度として境界条件を設定し計算する。 

計算した原子炉一次遮蔽内部の温度分布を図 29－3に示す。 

 

注記＊1：Ｑ(ｘ)は，ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒコードで計算した距離毎の対象線源からの吸

収線量（kGy/h=kJ/(kg・h)）にコンクリート密度（2.14×10-3kg/cm3）及び頼な

プレート（鋼材）の密度（7.8×10-3kg/cm3）を乗じて発熱量（kJ/(cm3・h)）を

算出し，それを指数関数で近似し設定する。 

注記＊2：温度設定の保守性については以下のとおりである。 

 

・原子炉格納容器内雰囲気温度として，ＭＡＡＰより求めた D/Wの 7日間の最高壁面温度

を設定する。 

・原子炉棟内雰囲気温度は，重大事故等時の条件による温度評価の結果を包絡する保守的

な温度を設定する。 

・ＭＡＡＰによる温度評価で熱源として考慮している核分裂生成物の崩壊熱には崩壊に伴

い放出されるガンマ線による熱も含んでいる。本評価では，ＭＡＡＰにより求めた温度

を用いて，更にガンマ線による発熱を考慮した評価を実施する。 

 

29.3まとめ 

原子炉一次遮蔽のコンクリート温度は，原子炉一次遮蔽内部でのガンマ線による温度上

昇を考慮しても図 29－3に示すとおり 156℃以下となり，「遮蔽設計基準等に関する現状

調査報告（1977年，日本原子力学会）」において示されているガンマ線に対するコンクリ

ート温度制限値 177℃以下であることを確認した。 

 

  



 

218 

表 29－1 ガンマ線線源強度 

 

 

  

エネルギ
(MeV)

0.01 6.9×10 6 4.4×10 3

0.025 5.8×10 6 2.4×10 3

0.0375 4.6×10 7 5.1×10 4

0.0575 7.0×10 5 1.2×10 2

0.085 3.9×10 7 4.6×10 4

0.125 5.7×10 5 4.9×10 1

0.225 5.1×10 7 8.7×10 3

0.375 1.7×10 7 3.7×10 3

0.575 5.0×10 7 8.8×10 3

0.85 2.5×10 7 4.6×10 3

1.25 8.2×10 6 1.1×10 3

1.75 1.9×10 6 1.5×10 2

2.25 3.3×10 6 1.6×10 2

2.75 2.0×10 5 5.6×10 0

3.5 6.2×10 3 1.1×10 -1

5.0 9.7×10 -6 7.0×10 -11

7.0 1.1×10 -6 8.0×10 -12

9.5 1.3×10 -7 9.2×10 -13

原子炉棟内線源強度

(cm
-3
･s

-1
）

原子炉格納容器内線源強度

(cm
-3
･s

-1
）
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図 29－1 原子炉建物及び原子炉格納容器の立面図 

 

 

 

図 29－2 原子炉一次遮蔽の吸収線量評価に使用した計算モデル及び評価点（立面図） 
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図 29－3 原子炉一次遮蔽内部の温度分布 
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